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下
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不
法
行
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地
」
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す
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説
を
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考
に

─

セ
レ
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ラ
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第
一
章
　
問
題
の
所
在

営
業
秘
密
侵
害
は
不
正
競
争
行
為
の
一
つ
と
し
て
定
義
で
き
、
営
業
秘
密
の
不
正
な
取
得
・
開
示
・
使
用
を
内
容
と
す
る
（
１
）

。
同
侵
害
は

渉
外
性
を
帯
び
た
場
合
、
訴
訟
の
際
に
当
該
裁
判
所
が
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
か
否
か
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
関

し
、
民
事
訴
訟
法
は
三
条
の
二
に
お
い
て
自
然
人
に
対
す
る
訴
え
に
つ
い
て
は
被
告
の
住
所
・
事
務
所
等
が
日
本
国
内
に
お
け
る
場
合
、

あ
る
い
は
法
人
等
に
対
す
る
訴
え
に
つ
い
て
は
被
告
の
主
た
る
営
業
所
・
事
務
所
等
が
日
本
国
内
に
あ
る
場
合
、
日
本
の
裁
判
所
は
国
際

裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
と
定
め
て
い
る
（
２
）

。
し
か
し
、
被
告
の
住
所
ま
た
は
そ
の
主
た
る
営
業
所
あ
る
い
は
事
務
所
が
日
本
に
は
所
在
し
な

論
　
説

）
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日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

二

い
場
合
に
は
、
三
条
の
二
に
基
づ
い
て
日
本
に
お
い
て
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
条
の

三
は
、
三
条
の
二
に
基
づ
い
て
日
本
の
裁
判
所
の
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
事
件
の
類
型
に
応
じ
て
国
際
裁
判
管
轄
の
管
轄

原
因
を
定
め
て
お
り
、
被
告
が
日
本
に
住
所
を
も
っ
て
い
な
く
て
も
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
３
）

。
同
条
は
営
業
秘

密
侵
害
の
管
轄
原
因
を
直
接
定
め
て
い
な
い
が
、
同
侵
害
を
一
つ
の
不
法
行
為
と
す
れ
ば
（
４
）

、
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
定
め
る

民
事
訴
訟
法
三
条
の
三
第
八
号
に
基
づ
い
て
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
民
事
訴
訟
法
三
条
の
三
第
八
号
は

不
法
行
為
が
あ
っ
た
地
が
日
本
国
内
に
あ
る
と
き
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
が
、
営
業
秘
密
侵
害
に
お
け
る
「
不
法
行
為
地
」
を

ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
と
学
説
の
間
に
は
見
解
の
対
立
が
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
筆
者
は
、
上
記
解
釈
論
へ
の
示
唆
を
求
め
る
た
め
、
欧
州
連
合
（
以
下
は
「
Ｅ
Ｕ
」
と
い
う
）
の
規
則
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

な
か
で
も
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
、
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
、「
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
並
び
に
裁
判
の
承
認
及
び
執

行
に
関
す
る
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
二
日
の
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
の
規
則
（
改
正
）
二
〇
一
二
年
・
一
二
一
五
号
（
５
）（

以
下
は
「
ブ
ラ
ッ
セ
ル

Ⅰ
改
正
規
則
」
と
い
う
）」
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
規
則
を
取
り
上
げ
た
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則

も
７
条
２
項
に
お
い
て
不
法
行
為
地
を
管
轄
原
因
と
し
て
Ｅ
Ｕ
構
成
国
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
７
条
２
項
の
不

法
行
為
地
は
、
民
事
訴
訟
法
三
条
の
三
第
八
号
と
同
様
に
、
加
害
行
為
地
と
結
果
発
生
地
を
内
容
と
し
て
い
る
た
め
、
日
・
Ｅ
Ｕ
の
不
法

行
為
地
の
規
則
に
つ
い
て
一
定
の
接
続
性
が
認
め
ら
れ
、
比
較
検
討
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
日
本
に
お

い
て
は
、
営
業
秘
密
に
焦
点
を
当
て
た
上
で
、
不
法
行
為
地
に
関
す
る
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
の
学
説
を
取
り
上
げ
る
先
行
研
究
は
少

な
く
、
不
法
行
為
地
の
一
般
論
に
言
及
す
る
判
例
評
釈
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
（
６
）

。

本
稿
に
お
い
て
は
、
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
民
事
訴
訟
法
下
で
の
判
例
と
学
説
を
整
理
し
た
上
で
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
の
７

）
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三

条
２
項
の
構
造
と
学
説
を
紹
介
す
る
。
次
に
、
そ
の
議
論
か
ら
示
唆
を
得
た
上
で
、
営
業
秘
密
侵
害
の
不
法
行
為
地
を
ど
の
よ
う
に
解
釈

す
れ
ば
民
事
訴
訟
法
三
条
の
三
第
八
号
に
基
づ
い
て
国
際
裁
判
管
轄
は
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

な
お
、
営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
三
年
六
月
十
四
日
に
「
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」（
以
下
は
「
改
正
法
」
と
い
う
）
が
令
和
五
年
法
律
第
五
十
一
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
改
正
法
十
九
条
の
二
は
、
営
業
秘
密
侵
害
に

対
す
る
訴
え
に
つ
い
て
、
同
侵
害
が
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
、
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
て
い
る
（
７
）

。
本
稿
に
お
い
て
は
、
改

正
以
前
の
法
的
状
況
に
関
し
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
と
の
比
較
考
察
を
行
い
、
上
記
改
正
法
施
行
以
前
に
提
起
さ
れ
た
訴
訟
と
、
営
業

秘
密
侵
害
が
改
正
法
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
訴
訟
に
は
、
不
法
行
為
地
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
を
究
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
章
　
民
事
訴
訟
法
下
の
議
論

民
事
訴
訟
法
は
二
〇
一
一
年
の
改
正
の
際
に
国
際
裁
判
管
轄
規
則
を
設
け
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
改
正
前
に
は
そ
の
よ
う
な
規
則
は
な

か
っ
た
た
め
、
渉
外
的
関
係
に
対
し
国
内
管
轄
規
則
が
類
推
適
用
さ
れ
て
い
た
。
な
か
で
も
、
不
法
行
為
地
に
つ
い
て
は
、
国
内
の
裁
判

籍
を
定
め
る
五
条
九
号
を
適
用
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
当
時
の
不
法
行
為
地
の
概
念
は
加
害
行
為
地
の
み
な
ら
ず
、
不
法
行
為

の
結
果
で
あ
る
損
害
が
生
じ
た
地
も
含
ん
で
い
る
と
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
結
果
発
生
地
の
解
釈
や
不
法
行
為
地
管
轄
の
適
用
に

つ
い
て
は
議
論
が
あ
っ
た
（
８
）

。

改
正
後
の
民
事
訴
訟
法
は
三
条
の
三
第
八
号
に
お
い
て
不
法
行
為
に
対
す
る
訴
え
に
つ
い
て
、
不
法
行
為
が
あ
っ
た
地
が
日
本
国
内
に

あ
る
場
合
に
は
、
日
本
の
裁
判
所
の
管
轄
権
を
認
め
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
不
法
行
為
地
に
は
訴
訟
資
料
、
証

拠
方
法
が
所
在
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
、
か
つ
、
同
地
で
の
提
訴
が
被
害
者
に
と
っ
て
も
便
宜
的
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い

）
九
八
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、
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の
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た
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も
、
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て
は
、
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内
の
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判
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を
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め
る
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条
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号
を
適
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こ
と
が
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的
で
あ
っ
た
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当
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の
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地
の
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は
加
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地
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ず
、
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果
で
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と
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に
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や
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正
後
の
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法
は
三
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の
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八
号
に
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不
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行
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に
対
す
る
訴
え
に
つ
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て
、
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地
が
日
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に
は
、
日
本
の
裁
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管
轄
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め
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と
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い
る
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そ
の
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拠
と
し
て
は
、
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法
行
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地
に
は
訴
訟
資
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、
証

拠
方
法
が
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在
し
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る
こ
と
が
多
い
こ
と
、
か
つ
、
同
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で
の
提
訴
が
被
害
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に
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で
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ら
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法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

四

る
（
９
）

。
な
お
、
同
号
に
よ
る
訴
え
は
、
不
法
行
為
責
任
に
基
づ
く
権
利
義
務
を
訴
訟
物
と
す
る
訴
え
を
広
く
捉
え
、
そ
の
範
囲
を
民
法
上
の

不
法
行
為
に
限
定
し
て
お
ら
ず
、
不
正
競
争
防
止
法
の
規
定
に
基
づ
く
侵
害
停
止
等
の
差
止
訴
訟
（
１0
）

や
債
務
不
存
在
確
認
等
も
包
含
す
る
と

一
般
的
に
解
さ
れ
て
い
る
（
１１
）

。
民
事
訴
訟
法
三
条
の
三
第
八
号
に
お
け
る
不
法
行
為
地
は
加
害
行
為
地
と
結
果
発
生
地
の
双
方
を
含
ん
で
お

り
、
加
害
行
為
地
は
不
法
行
為
の
原
因
と
な
る
行
為
が
行
わ
れ
た
地
で
あ
り
、
そ
の
地
に
は
予
備
的
行
為
が
行
わ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、

実
行
行
為
の
少
な
く
と
も
一
部
が
な
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
１２
）

。
他
方
、
結
果
が
発
生
し
た
地
に
つ
い
て

は
、
そ
の
結
果
が
通
常
予
見
で
き
な
い
場
合
を
除
い
て
、
不
法
行
為
地
と
し
て
認
定
で
き
る
が
、
そ
の
結
果
の
範
囲
に
つ
い
て
は
議
論
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
発
生
し
た
結
果
は
二
次
的
・
派
生
的
な
も
の
を
包
含
せ
ず
、
直
接
的
な
も
の
に
限
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
（
１３
）

が
あ

る
が
、
そ
れ
に
対
し
、
経
済
的
損
害
の
よ
う
な
場
合
に
は
そ
の
区
別
が
困
難
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
（
１４
）

、
結
果
は
直
接
的
な
も
の
と
派
生
的

な
も
の
を
区
別
す
る
必
要
は
な
く
、
当
事
者
の
予
見
可
能
性
と
い
う
要
件
の
下
で
そ
れ
を
考
慮
す
れ
ば
足
り
る
と
の
見
解
（
１５
）

も
示
さ
れ
て
い
る
（
１６
）

。

営
業
秘
密
侵
害
の
不
法
行
為
地
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
判
例
と
複
数
の
学
説
が
見
受
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
以
下
に
お
い
て
紹
介
す
る
。

１
　
判
例

以
下
に
お
い
て
は
、
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
渉
外
判
例
は
全
て
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

⑴

　東
京
地
裁
平
成
元
年
五
月
三
十
日
中
間
判
決（17）

ア
　
事
実
の
概
要

Ｘ
（
原
告
）
は
日
本
の
会
社
で
あ
り
、
そ
の
肩
書
地
本
店
以
外
に
何
ら
の
営
業
所
、
出
張
所
及
び
子
会
社
等
も
有
し
な
い
。
こ
れ
に
対

）
九
八
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

五

し
、
Ｙ
（
被
告
）
は
、
電
子
シ
ス
テ
ム
・
製
品
・
部
品
等
の
製
造
等
を
業
と
す
る
大
資
本
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
人
で
あ
り
、
世
界
的
規

模
で
事
業
活
動
を
営
ん
で
お
り
、
日
本
国
内
に
も
子
会
社
を
有
し
て
い
る
。
一
九
八
四
年
十
月
頃
、
Ｘ
は
、
Ｙ
の
元
従
業
員
で
あ
る
訴
外

Ｂ
が
社
長
兼
株
主
で
あ
る
訴
外
会
社
Ａ
と
の
間
で
技
術
援
助
契
約
を
東
京
に
お
い
て
締
結
し
、
そ
の
契
約
に
基
づ
き
Ａ
か
ら
一
九
八
五
年

こ
ろ
ま
で
数
度
に
わ
た
っ
て
Ｙ
の
専
有
技
術
及
び
事
業
情
報
（
以
下
は
「
専
有
情
報
」
と
い
う
。）
の
供
与
を
東
京
で
受
け
た
。
他
方
、
当
該

不
法
行
為
の
発
端
と
な
っ
た
計
画
の
立
案
、
交
渉
、
専
有
情
報
に
係
る
技
術
的
図
面
、
技
術
的
デ
ザ
イ
ン
等
の
書
面
の
準
備
作
成
は
オ
ハ

イ
オ
州
で
行
わ
れ
た
。
Ｙ
は
、
専
有
情
報
は
Ｙ
が
独
占
的
に
有
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
Ｘ
が
Ａ
と
の
間
で
右
技

術
援
助
契
約
を
締
結
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
専
有
情
報
を
入
手
し
た
こ
と
は
、
Ｙ
と
Ｂ
と
の
間
の
雇
用
契
約
に
よ
り
Ｂ
が
Ｙ
に
負
っ
て
い
た

秘
密
保
持
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
一
九
八
五
年
十
月
二
一
日
、
Ｘ
等
を
共
同
被
告
と
し
て
、
不
正
競
争
、
企
業
機
密
の
盗

用
、
不
当
利
得
及
び
組
織
犯
罪
取
締
法
違
反
に
基
づ
く
民
事
救
済
を
求
め
、
オ
ハ
イ
オ
州
北
部
東
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
は
Ｙ
が
主
張
し
て
い
る
各
債
権
及
び
差
止
請
求
権
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
日
本
の
裁
判
所
に
対
し
求
め
た
（
本
件
）。

イ
　
判
旨
と
コ
メ
ン
ト

ア
　
判
旨

本
件
訴
訟
に
つ
い
て
当
裁
判
所
は
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
と
判
断
し
た
。
裁
判
所
は
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
「
Ｘ
が
、
Ｙ

の
元
従
業
員
で
あ
る
Ｂ
が
設
立
し
た
訴
外
会
社
Ａ
を
通
じ
て
、
Ｂ
の
Ｙ
に
対
す
る
雇
用
契
約
上
の
秘
密
保
持
義
務
違
反
に
当
た
る
こ
と
を

知
り
な
が
ら
、
Ｙ
の
専
有
情
報
を
違
法
に
入
手
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
債
権
は
、
民
法
七
〇
九
条
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害

賠
償
債
権
と
同
様
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
そ
の
消
極
的
確
認
を
求
め
る
本
件
訴
訟
の
国
際
的
裁
判
管
轄
権

）
九
八
九
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

五

し
、
Ｙ
（
被
告
）
は
、
電
子
シ
ス
テ
ム
・
製
品
・
部
品
等
の
製
造
等
を
業
と
す
る
大
資
本
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
法
人
で
あ
り
、
世
界
的
規

模
で
事
業
活
動
を
営
ん
で
お
り
、
日
本
国
内
に
も
子
会
社
を
有
し
て
い
る
。
一
九
八
四
年
十
月
頃
、
Ｘ
は
、
Ｙ
の
元
従
業
員
で
あ
る
訴
外

Ｂ
が
社
長
兼
株
主
で
あ
る
訴
外
会
社
Ａ
と
の
間
で
技
術
援
助
契
約
を
東
京
に
お
い
て
締
結
し
、
そ
の
契
約
に
基
づ
き
Ａ
か
ら
一
九
八
五
年

こ
ろ
ま
で
数
度
に
わ
た
っ
て
Ｙ
の
専
有
技
術
及
び
事
業
情
報
（
以
下
は
「
専
有
情
報
」
と
い
う
。）
の
供
与
を
東
京
で
受
け
た
。
他
方
、
当
該

不
法
行
為
の
発
端
と
な
っ
た
計
画
の
立
案
、
交
渉
、
専
有
情
報
に
係
る
技
術
的
図
面
、
技
術
的
デ
ザ
イ
ン
等
の
書
面
の
準
備
作
成
は
オ
ハ

イ
オ
州
で
行
わ
れ
た
。
Ｙ
は
、
専
有
情
報
は
Ｙ
が
独
占
的
に
有
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
Ｘ
が
Ａ
と
の
間
で
右
技

術
援
助
契
約
を
締
結
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
専
有
情
報
を
入
手
し
た
こ
と
は
、
Ｙ
と
Ｂ
と
の
間
の
雇
用
契
約
に
よ
り
Ｂ
が
Ｙ
に
負
っ
て
い
た

秘
密
保
持
義
務
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
一
九
八
五
年
十
月
二
一
日
、
Ｘ
等
を
共
同
被
告
と
し
て
、
不
正
競
争
、
企
業
機
密
の
盗

用
、
不
当
利
得
及
び
組
織
犯
罪
取
締
法
違
反
に
基
づ
く
民
事
救
済
を
求
め
、
オ
ハ
イ
オ
州
北
部
東
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
は
Ｙ
が
主
張
し
て
い
る
各
債
権
及
び
差
止
請
求
権
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
日
本
の
裁
判
所
に
対
し
求
め
た
（
本
件
）。

イ
　
判
旨
と
コ
メ
ン
ト

ア
　
判
旨

本
件
訴
訟
に
つ
い
て
当
裁
判
所
は
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
と
判
断
し
た
。
裁
判
所
は
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
「
Ｘ
が
、
Ｙ

の
元
従
業
員
で
あ
る
Ｂ
が
設
立
し
た
訴
外
会
社
Ａ
を
通
じ
て
、
Ｂ
の
Ｙ
に
対
す
る
雇
用
契
約
上
の
秘
密
保
持
義
務
違
反
に
当
た
る
こ
と
を

知
り
な
が
ら
、
Ｙ
の
専
有
情
報
を
違
法
に
入
手
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
債
権
は
、
民
法
七
〇
九
条
の
不
法
行
為
に
よ
る
損
害

賠
償
債
権
と
同
様
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
そ
の
消
極
的
確
認
を
求
め
る
本
件
訴
訟
の
国
際
的
裁
判
管
轄
権

）
九
八
九
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

六

の
有
無
を
判
断
す
る
に
つ
い
て
は
、
立
証
の
便
宜
の
観
点
か
ら
不
法
行
為
地
に
特
別
裁
判
籍
を
認
め
た
民
事
訴
訟
法
一
五
条
一
項
の
趣
旨

を
斟
酌
し
、
不
法
行
為
地
が
我
が
国
内
に
あ
る
と
き
は
、
我
が
国
の
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
右
条
理
に
適
う

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
別
紙
目
録
一
記
載
の
事
実
の
う
ち
、
Ｘ
が
訴
外
会
社
Ａ
と
の
間
で
、
銅
箔
の
表
面
処
理
に
関
す

る
新
し
い
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
本
件
契
約
を
締
結
し
、
右
契
約
に
基
づ
き
訴
外
会
社
Ａ
か
ら
技
術
指
導
を
受
け
た
こ
と
並
び
に
右
契
約

を
締
結
す
る
た
め
の
交
渉
、
契
約
書
の
作
成
及
び
技
術
指
導
が
い
ず
れ
も
日
本
の
東
京
で
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
。

右
事
実
に
よ
れ
ば
、
本
件
不
法
行
為
の
加
害
行
為
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
専
有
情
報
の
入
手
と
い
う
重
要
な
行
為
が
日
本
の
東
京
で

行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
我
が
国
の
裁
判
所
に
不
法
行
為
地
の
裁
判
所
と
し
て
国
際
的
裁
判
管
轄
権

を
認
め
る
こ
と
が
条
理
に
適
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。

イ
　
コ
メ
ン
ト

本
件
の
主
な
論
点
は
訴
訟
競
合
と
な
り
（
１８
）

、
国
際
裁
判
管
轄
を
重
点
的
に
解
説
す
る
見
解
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

⑵

　大
阪
地
裁
平
成
十
六
年
二
月
五
日（19）

ア
　
事
実
の
概
要

Ｘ
（
原
告
）
は
日
本
法
人
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
は
そ
の
子
会
社
の
訴
外
会
社
Ａ
を
有
し
て
い
る
。
Ｙ
（
被
告
）
は
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
国
籍
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
在
住
の
人
で
あ
る
。
Ｙ
は
一
九
九
九
年
五
月
二
十
四
日
に
Ａ
に
採
用
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
五
月
二
十
一

日
か
ら
同
月
二
十
一
四
日
ま
で
日
本
へ
出
張
し
、
Ｘ
の
技
術
に
関
す
る
複
数
の
説
明
等
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
Ｙ
は
、
Ａ
を
退
社
し
、
Ｘ

）
九
八
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

七

の
競
争
会
社
に
あ
た
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
法
人
の
訴
外
会
社
Ｂ
に
転
職
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
の
訴
外
会
社
Ｄ
は
商
品
の
採
用
を
入
札
コ

ン
ペ
方
式
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
と
し
、
Ｘ
と
、
Ｂ
の
関
連
会
社
で
あ
る
日
本
会
社
の
訴
外
Ｃ
等
は
そ
の
入
札
に
参
加
し
た
が
、
Ｃ
が
落

札
し
た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
、
Ｙ
が
Ｂ
に
転
職
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
秘
匿
し
、
Ｘ
を
欺
罔
し
て
、
Ｘ
の
営
業
秘
密
を
不
正
に
取
得
・
開
示

し
、
又
は
Ｘ
か
ら
在
職
中
に
示
さ
れ
た
営
業
秘
密
を
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
若
し
く
は
Ｘ
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
開
示
し
た
と
し
、

不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
四
号
又
は
七
号
、
四
条
に
基
づ
き
、
損
害
賠
償
等
を
請
求
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
本
件
に
つ
い
て

は
日
本
に
裁
判
管
轄
は
な
い
と
主
張
し
て
、
訴
え
の
却
下
を
求
め
て
い
る
。

イ
　
判
旨
と
コ
メ
ン
ト

ア
　
判
旨

訴
え
却
下
。
裁
判
所
は
営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
「
我
が
国
に
住
所
等
を
有
し
な
い
被
告
に
対
し
提
起
さ
れ
た
不

法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
及
び
不
正
競
争
防
止
法
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
き
、
民
事
訴
訟
法
の
不
法
行
為
地
の

裁
判
籍
の
規
定
（
民
事
訴
訟
法
五
条
九
号
）
に
依
拠
し
て
我
が
国
の
裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
被

告
が
我
が
国
に
お
い
て
し
た
行
為
に
よ
り
原
告
の
法
益
に
つ
い
て
損
害
が
生
じ
た
と
の
客
観
的
事
実
関
係
が
証
明
さ
れ
れ
ば
足
り
る
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。（
…
）
少
な
く
と
も
、
Ｙ
が
Ｘ
の
保
有
す
る
技
術
上
又
は
営
業
上
の
情
報
で
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を

取
得
し
、
こ
れ
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
営
業
上
の
損
害
を
生
じ
た
と
い
う
客
観
的
事
実
関
係
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
た
上
で
、
そ
の
客
観
的
事
実
関
係
に
つ
い
て
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
。

）
九
八
三
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

七

の
競
争
会
社
に
あ
た
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
法
人
の
訴
外
会
社
Ｂ
に
転
職
し
た
。
そ
の
後
、
日
本
の
訴
外
会
社
Ｄ
は
商
品
の
採
用
を
入
札
コ

ン
ペ
方
式
に
よ
り
決
定
す
る
こ
と
と
し
、
Ｘ
と
、
Ｂ
の
関
連
会
社
で
あ
る
日
本
会
社
の
訴
外
Ｃ
等
は
そ
の
入
札
に
参
加
し
た
が
、
Ｃ
が
落

札
し
た
。
そ
こ
で
Ｘ
は
、
Ｙ
が
Ｂ
に
転
職
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
秘
匿
し
、
Ｘ
を
欺
罔
し
て
、
Ｘ
の
営
業
秘
密
を
不
正
に
取
得
・
開
示

し
、
又
は
Ｘ
か
ら
在
職
中
に
示
さ
れ
た
営
業
秘
密
を
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
若
し
く
は
Ｘ
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
開
示
し
た
と
し
、

不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
四
号
又
は
七
号
、
四
条
に
基
づ
き
、
損
害
賠
償
等
を
請
求
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
本
件
に
つ
い
て

は
日
本
に
裁
判
管
轄
は
な
い
と
主
張
し
て
、
訴
え
の
却
下
を
求
め
て
い
る
。

イ
　
判
旨
と
コ
メ
ン
ト

ア
　
判
旨

訴
え
却
下
。
裁
判
所
は
営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
「
我
が
国
に
住
所
等
を
有
し
な
い
被
告
に
対
し
提
起
さ
れ
た
不

法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
及
び
不
正
競
争
防
止
法
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
つ
き
、
民
事
訴
訟
法
の
不
法
行
為
地
の

裁
判
籍
の
規
定
（
民
事
訴
訟
法
五
条
九
号
）
に
依
拠
し
て
我
が
国
の
裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
被

告
が
我
が
国
に
お
い
て
し
た
行
為
に
よ
り
原
告
の
法
益
に
つ
い
て
損
害
が
生
じ
た
と
の
客
観
的
事
実
関
係
が
証
明
さ
れ
れ
ば
足
り
る
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。（
…
）
少
な
く
と
も
、
Ｙ
が
Ｘ
の
保
有
す
る
技
術
上
又
は
営
業
上
の
情
報
で
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を

取
得
し
、
こ
れ
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
営
業
上
の
損
害
を
生
じ
た
と
い
う
客
観
的
事
実
関
係
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
し
た
上
で
、
そ
の
客
観
的
事
実
関
係
に
つ
い
て
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
。

）
九
八
三
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

八

イ
　
コ
メ
ン
ト

こ
の
事
件
の
管
轄
原
因
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
（
２0
）

。
す
な
わ
ち
、
不
正
競
争
行
為
の
管
轄
原
因
は
不
正

競
争
行
為
の
準
拠
法
に
関
す
る
議
論
に
倣
い
、
不
正
競
争
行
為
を
類
型
化
し
た
上
で
認
定
で
き
る
と
解
し
得
る
。
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠

法
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
行
為
は
特
定
の
相
手
に
向
け
ら
れ
た
行
為
と
、
市
場
に
向
け
ら
れ
た
行
為
に
分
け
ら
れ
、
前
者
は
単
な
る
一

般
不
法
行
為
に
該
当
し
、
後
者
は
不
正
競
争
行
為
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
鑑
み
て
、
こ
の
事
件
に
お
け
る
営
業
秘
密
侵

害
は
市
場
と
は
関
係
を
持
た
ず
、
当
事
者
間
に
し
か
関
わ
り
を
有
し
な
い
た
め
、
そ
の
管
轄
原
因
が
不
法
行
為
地
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
営
業
上
の
損
害
が
証
明
さ
れ
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
こ
の
事
件
の
営
業
秘
密
が
不
正
に
取
得
さ
れ
た
の
は
日
本
だ
が
、
同
営
業

秘
密
が
開
示
・
使
用
さ
れ
た
の
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
あ
り
、
か
つ
、
営
業
秘
密
侵
害
に
よ
る
損
害
は
日
本
に
発
生
し
た
た
め
、
不
法
行

為
地
が
隔
地
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
国
際
裁
判
管
轄
は
日
本
に
限
ら
ず
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
も
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
２１
）

。

⑶

　最
高
裁
第
一
小
法
廷
平
成
二
六
年
四
月
二
十
四
日（22）

ア
　
事
実
の
概
要

Ｘ
（
原
告
、
控
訴
人
、
上
告
人
）
は
、
肩
書
地
に
本
店
を
有
し
、
眉
の
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
を
扱
う
サ
ロ
ン
の
経
営
等
を
行
う
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
人
で
あ
る
。
訴
外
会
社
Ａ
は
眉
の
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
を
扱
う
美
容
室
等
の
経
営
等
を
目
的
と
す
る
日
本
法
人

で
あ
り
、
Ｙ
１
～
Ｙ
５
（
被
告
、
被
控
訴
人
、
被
上
告
人
）
は
、
Ａ
の
取
締
役
（
Ｙ
１
と
Ｙ
２
）
と
そ
の
従
業
員
で
あ
る
。
Ｘ
は
、
訴
外
日
本

法
人
Ｂ
と
の
間
で
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
二
十
三
日
、
Ｘ
技
術
の
独
占
的
使
用
権
、
Ｘ
製
品
の
独
占
的
販
売
権
、
Ｘ
ロ
ゴ
の
独
占
的
使
用

権
を
Ｂ
に
付
与
し
、
そ
の
対
価
と
し
て
一
定
の
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
を
Ｂ
が
支
払
う
旨
の
導
入
契
約
を
締
結
し
た
。
Ｘ
は
二
〇
〇
四
年
四
月
頃
、

）
九
八
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

九

導
入
契
約
に
基
づ
い
て
、
当
時
Ｂ
の
従
業
員
で
あ
っ
た
Ｙ
１
及
び
Ｙ
２
を
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
所
在
す
る
Ｘ
施
設
に
受
け
入
れ
、
自

己
の
技
術
の
教
示
と
指
導
を
行
っ
た
。
Ｙ
１
と
Ｙ
２
は
、
Ｂ
及
び
Ｘ
に
対
し
、
Ｂ
退
職
後
は
Ｘ
の
技
術
を
日
本
国
内
及
び
そ
の
他
の
地
域

で
使
用
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
旨
の
誓
約
書
を
差
し
入
れ
た
。
Ａ
は
、
ビ
ュ
ー
テ
ィ
サ
ロ
ン
及
び
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
サ
ロ
ン
の
経
営
等

を
目
的
と
し
て
二
〇
〇
六
年
二
月
二
日
に
設
立
さ
れ
、
Ｙ
１
及
び
Ｙ
２
は
、
Ａ
設
立
の
時
か
ら
Ａ
の
取
締
役
に
就
任
し
た
。
Ｙ
１
と
Ｙ
２

は
、
同
月
以
降
Ｂ
を
退
職
し
、
Ａ
に
お
い
て
眉
の
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
サ
ロ
ン
の
運
営
を
開
始
し
た
。
Ｘ
は
、
二
〇
〇
七
年
五

月
七
日
、
Ｙ
ら
に
対
し
、
Ｙ
ら
が
Ｘ
の
営
業
秘
密
に
あ
た
る
眉
の
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
技
術
及
び
情
報
等
を
不
正
使
用
、
開
示
し
て
い
る
と

し
、
共
同
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
及
び
不
正
使
用
行
為
等
の
差
止
め
を
求
め
る
訴
え
を
米
国
裁
判
所
に
提
起
し
た
。
米
国
裁

判
所
は
、
二
〇
〇
八
年
十
月
八
日
、
米
国
訴
訟
に
つ
き
欠
席
判
決
を
求
め
る
Ｘ
の
申
立
て
を
一
部
認
め
る
命
令
を
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、

同
月
九
日
、
Ｙ
ら
に
対
し
、
損
害
賠
償
並
び
に
上
記
技
術
の
不
正
使
用
行
為
等
の
差
止
め
を
命
じ
る
判
決
を
言
い
渡
し
、
こ
の
判
決
は
確

定
し
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
米
国
の
裁
判
所
が
Ｙ
ら
に
対
し
言
い
渡
し
た
判
決
の
う
ち
、
懲
罰
的
賠
償
命
令
部
分
を
除
い
た
損
害
賠
償
及
び

差
止
命
令
部
分
に
つ
い
て
日
本
の
裁
判
所
に
対
し
執
行
判
決
を
求
め
た
。

な
お
、
こ
の
事
件
で
は
、
直
接
管
轄
で
は
な
く
、
間
接
管
轄
が
問
題
に
な
る
が
、
間
接
管
轄
に
つ
い
て
は
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
が
適

用
さ
れ
、
同
条
一
号
は
通
説
に
よ
れ
ば
承
認
国
の
直
接
管
轄
規
定
を
当
該
事
件
に
適
用
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
判
決
国
裁
判
所
の
国
際
裁

判
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
承
認
管
轄
要
件
も
満
た
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
２３
）

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
件
で
は
米
国
を
不
法
行
為

地
と
し
て
認
定
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

）
九
八
七
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

九

導
入
契
約
に
基
づ
い
て
、
当
時
Ｂ
の
従
業
員
で
あ
っ
た
Ｙ
１
及
び
Ｙ
２
を
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
所
在
す
る
Ｘ
施
設
に
受
け
入
れ
、
自

己
の
技
術
の
教
示
と
指
導
を
行
っ
た
。
Ｙ
１
と
Ｙ
２
は
、
Ｂ
及
び
Ｘ
に
対
し
、
Ｂ
退
職
後
は
Ｘ
の
技
術
を
日
本
国
内
及
び
そ
の
他
の
地
域

で
使
用
し
な
い
こ
と
を
誓
約
す
る
旨
の
誓
約
書
を
差
し
入
れ
た
。
Ａ
は
、
ビ
ュ
ー
テ
ィ
サ
ロ
ン
及
び
エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク
サ
ロ
ン
の
経
営
等

を
目
的
と
し
て
二
〇
〇
六
年
二
月
二
日
に
設
立
さ
れ
、
Ｙ
１
及
び
Ｙ
２
は
、
Ａ
設
立
の
時
か
ら
Ａ
の
取
締
役
に
就
任
し
た
。
Ｙ
１
と
Ｙ
２

は
、
同
月
以
降
Ｂ
を
退
職
し
、
Ａ
に
お
い
て
眉
の
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
を
実
施
す
る
サ
ロ
ン
の
運
営
を
開
始
し
た
。
Ｘ
は
、
二
〇
〇
七
年
五

月
七
日
、
Ｙ
ら
に
対
し
、
Ｙ
ら
が
Ｘ
の
営
業
秘
密
に
あ
た
る
眉
の
ト
リ
ー
ト
メ
ン
ト
技
術
及
び
情
報
等
を
不
正
使
用
、
開
示
し
て
い
る
と

し
、
共
同
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
及
び
不
正
使
用
行
為
等
の
差
止
め
を
求
め
る
訴
え
を
米
国
裁
判
所
に
提
起
し
た
。
米
国
裁

判
所
は
、
二
〇
〇
八
年
十
月
八
日
、
米
国
訴
訟
に
つ
き
欠
席
判
決
を
求
め
る
Ｘ
の
申
立
て
を
一
部
認
め
る
命
令
を
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
、

同
月
九
日
、
Ｙ
ら
に
対
し
、
損
害
賠
償
並
び
に
上
記
技
術
の
不
正
使
用
行
為
等
の
差
止
め
を
命
じ
る
判
決
を
言
い
渡
し
、
こ
の
判
決
は
確

定
し
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
米
国
の
裁
判
所
が
Ｙ
ら
に
対
し
言
い
渡
し
た
判
決
の
う
ち
、
懲
罰
的
賠
償
命
令
部
分
を
除
い
た
損
害
賠
償
及
び

差
止
命
令
部
分
に
つ
い
て
日
本
の
裁
判
所
に
対
し
執
行
判
決
を
求
め
た
。

な
お
、
こ
の
事
件
で
は
、
直
接
管
轄
で
は
な
く
、
間
接
管
轄
が
問
題
に
な
る
が
、
間
接
管
轄
に
つ
い
て
は
民
事
訴
訟
法
一
一
八
条
が
適

用
さ
れ
、
同
条
一
号
は
通
説
に
よ
れ
ば
承
認
国
の
直
接
管
轄
規
定
を
当
該
事
件
に
適
用
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
判
決
国
裁
判
所
の
国
際
裁

判
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
承
認
管
轄
要
件
も
満
た
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
２３
）

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
件
で
は
米
国
を
不
法
行
為

地
と
し
て
認
定
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

）
九
八
七
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

一
〇

イ
　
第
一
審
（
２４
）

の
判
旨
と
コ
メ
ン
ト

ア
　
判
旨

請
求
棄
却
。
裁
判
所
は
営
業
秘
密
侵
害
の
不
法
行
為
地
に
つ
い
て
は
、「
米
国
訴
訟
に
つ
き
米
国
裁
判
所
が
国
際
裁
判
管
轄
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
Ｘ
が
米
国
訴
訟
に
お
い
て
主
張
し
た
Ｙ
ら
に
よ
る
本
件
Ｘ
技
術
と
い
う
営
業
秘
密
の
不
正
使
用
・
開
示
に
よ

る
Ｘ
事
業
の
妨
害
等
の
不
法
行
為
の
事
実
、
Ｙ
ら
の
前
記
不
法
行
為
に
よ
り
本
件
Ｘ
技
術
の
価
値
が
毀
損
さ
れ
、
Ｘ
の
Ｂ
向
け
の
売
上
減

少
の
逸
失
利
益
及
び
Ｙ
ら
に
よ
る
売
上
げ
の
不
当
利
得
等
の
経
済
的
損
害
が
発
生
し
た
事
実
並
び
に
こ
れ
ら
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
米
国
裁

判
所
の
土
地
管
轄
内
に
お
い
て
発
生
し
た
事
実
と
い
う
客
観
的
事
実
関
係
の
証
明
が
原
則
と
し
て
要
求
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と

し
た
上
で
、
そ
の
証
明
が
足
り
な
い
と
判
示
し
た
（
２５
）

。

イ
　
コ
メ
ン
ト

第
一
審
に
お
け
る
不
法
行
為
地
に
つ
い
て
は
、
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
な
い
。

ウ
　
原
審
（
２６
）

の
判
旨
と
コ
メ
ン
ト

ア
　
判
旨

控
訴
棄
却
。
裁
判
所
は
Ｙ
ら
の
加
害
行
為
地
が
日
本
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
不
法
行
為
地
と
し
て
の
結
果
発
生
地
に
つ
い
て
は
「（
…
）

Ｘ
が
、
米
国
訴
訟
に
お
い
て
、
Ｙ
ら
に
よ
る
本
件
不
法
行
為
に
よ
り
Ｘ
に
生
じ
た
損
害
（
結
果
）
と
し
て
主
張
し
た
の
は
、
①
Ｂ
向
け
の

売
上
減
少
の
逸
失
利
益
、
②
ア
ジ
ア
以
外
の
地
域
に
お
け
る
ラ
イ
セ
ン
ス
料
の
低
下
、
③
Ｙ
ら
に
よ
る
売
上
げ
の
不
当
利
得
に
限
ら
れ
、

）
九
八
八
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

一
一

米
国
判
決
に
お
い
て
、
損
害
と
し
て
認
容
さ
れ
た
の
は
そ
の
う
ち
の
①
の
損
害
と
③
の
損
害
の
一
部
で
あ
り
、
②
の
損
害
の
請
求
は
棄
却

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
米
国
判
決
に
お
い
て
は
、
本
件
Ｘ
技
術
が
我
が
国
に
お
い
て
も
保
護
に
値
す
る
被
侵
害
利
益
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
Ｙ
ら
の
我
が
国
に
お
け
る
行
為
に
よ
っ
て
、
我
が
国
で
も
保
護
さ
れ
る
本
件
Ｘ
技
術
（
本
件
営
業
秘
密
）
が
侵
害
さ
れ

た
こ
と
を
理
由
に
、
我
が
国
に
お
い
て
Ｘ
製
品
の
売
上
げ
が
減
少
し
た
損
害
と
我
が
国
で
営
業
活
動
を
行
う
Ｙ
ら
の
売
上
げ
の
一
部
を
損

害
と
し
て
認
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
米
国
判
決
に
お
い
て
認
容
さ
れ
た
上
記
①
及
び
③
の
各
損
害
の
発
生
地
は
、
い
ず
れ

も
日
本
国
内
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｘ
の
主
張
す
る
上
記
①
及
び
③
の
各
損
害
は
、
Ｘ
の
本
店
所
在
地
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で

は
、
単
に
会
社
経
理
上
そ
の
他
で
経
済
的
損
失
が
発
生
し
た
に
す
ぎ
ず
、
二
次
的
・
派
生
的
な
損
害
で
あ
る
か
ら
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

は
、
不
法
行
為
地
管
轄
に
お
け
る
損
害
（
結
果
）
発
生
地
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
不
法
行
為
地
管
轄
の
損
害
（
結
果
）

発
生
地
は
、
直
接
的
な
損
害
（
結
果
）
が
発
生
し
た
地
に
限
ら
れ
、
二
次
的
・
派
生
的
な
損
害
（
結
果
）
発
生
地
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す

べ
き
で
あ
る
。」
と
し
、
米
国
に
間
接
管
轄
を
認
め
る
余
地
は
な
い
と
判
断
し
た
。

イ
　
コ
メ
ン
ト

原
審
の
判
断
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
（
２７
）

。
す
な
わ
ち
、
原
審
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
二
次
的
損
害

発
生
地
に
過
ぎ
ず
、
結
果
発
生
地
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
営
業
秘
密
は
無
形
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
侵
害
に
よ
る
経
済
的

侵
害
が
生
じ
る
こ
と
が
多
く
、
物
理
的
な
損
害
と
区
別
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
営
業
秘
密
侵
害
に
よ
る
損
害
は
広
範
に
わ
た
る

こ
と
が
多
く
、
不
正
な
開
示
・
使
用
が
行
わ
れ
た
地
に
そ
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
侵
害
行
為
に
よ

り
結
果
が
生
じ
た
国
家
か
ら
当
事
者
の
予
見
可
能
性
を
基
準
に
合
理
的
な
関
連
の
あ
る
国
家
に
お
い
て
救
済
申
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る

）
九
八
三
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

一
一

米
国
判
決
に
お
い
て
、
損
害
と
し
て
認
容
さ
れ
た
の
は
そ
の
う
ち
の
①
の
損
害
と
③
の
損
害
の
一
部
で
あ
り
、
②
の
損
害
の
請
求
は
棄
却

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
米
国
判
決
に
お
い
て
は
、
本
件
Ｘ
技
術
が
我
が
国
に
お
い
て
も
保
護
に
値
す
る
被
侵
害
利
益
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
Ｙ
ら
の
我
が
国
に
お
け
る
行
為
に
よ
っ
て
、
我
が
国
で
も
保
護
さ
れ
る
本
件
Ｘ
技
術
（
本
件
営
業
秘
密
）
が
侵
害
さ
れ

た
こ
と
を
理
由
に
、
我
が
国
に
お
い
て
Ｘ
製
品
の
売
上
げ
が
減
少
し
た
損
害
と
我
が
国
で
営
業
活
動
を
行
う
Ｙ
ら
の
売
上
げ
の
一
部
を
損

害
と
し
て
認
容
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
米
国
判
決
に
お
い
て
認
容
さ
れ
た
上
記
①
及
び
③
の
各
損
害
の
発
生
地
は
、
い
ず
れ

も
日
本
国
内
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｘ
の
主
張
す
る
上
記
①
及
び
③
の
各
損
害
は
、
Ｘ
の
本
店
所
在
地
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で

は
、
単
に
会
社
経
理
上
そ
の
他
で
経
済
的
損
失
が
発
生
し
た
に
す
ぎ
ず
、
二
次
的
・
派
生
的
な
損
害
で
あ
る
か
ら
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

は
、
不
法
行
為
地
管
轄
に
お
け
る
損
害
（
結
果
）
発
生
地
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
不
法
行
為
地
管
轄
の
損
害
（
結
果
）

発
生
地
は
、
直
接
的
な
損
害
（
結
果
）
が
発
生
し
た
地
に
限
ら
れ
、
二
次
的
・
派
生
的
な
損
害
（
結
果
）
発
生
地
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す

べ
き
で
あ
る
。」
と
し
、
米
国
に
間
接
管
轄
を
認
め
る
余
地
は
な
い
と
判
断
し
た
。

イ
　
コ
メ
ン
ト

原
審
の
判
断
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
（
２７
）

。
す
な
わ
ち
、
原
審
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
が
二
次
的
損
害

発
生
地
に
過
ぎ
ず
、
結
果
発
生
地
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
営
業
秘
密
は
無
形
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
侵
害
に
よ
る
経
済
的

侵
害
が
生
じ
る
こ
と
が
多
く
、
物
理
的
な
損
害
と
区
別
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
営
業
秘
密
侵
害
に
よ
る
損
害
は
広
範
に
わ
た
る

こ
と
が
多
く
、
不
正
な
開
示
・
使
用
が
行
わ
れ
た
地
に
そ
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
侵
害
行
為
に
よ

り
結
果
が
生
じ
た
国
家
か
ら
当
事
者
の
予
見
可
能
性
を
基
準
に
合
理
的
な
関
連
の
あ
る
国
家
に
お
い
て
救
済
申
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る

）
九
八
三
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

一
二

と
さ
れ
て
い
る
（
２８
）

。

エ
　
最
高
裁
判
所
の
判
旨
と
コ
メ
ン
ト

ア
　
判
旨

破
棄
差
戻
し
。
裁
判
所
は
営
業
秘
密
侵
害
の
不
法
行
為
地
に
つ
い
て
は
「
民
訴
法
三
条
の
三
第
八
号
の
「
不
法
行
為
に
関
す
る
訴
え
」

は
、（
…
）
民
法
所
定
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
訴
え
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
違
法
行
為
に
よ
り
権
利
利
益
を
侵
害
さ
れ
、
又
は
侵

害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
が
提
起
す
る
差
止
請
求
に
関
す
る
訴
え
を
も
含
む
も
の
と
解
さ
れ
る
（
最
高
裁
平
成
十
五
年
（
許
）
第
四
四
号

同
一
六
年
四
月
八
日
第
一
小
法
廷
決
定
・
民
集
五
八
巻
四
号
八
二
五
頁
参
照
）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
差
止
請
求
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、

違
法
行
為
に
よ
り
権
利
利
益
を
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
者
も
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
以
上
は
、
民
訴
法
三
条
の
三
第

八
号
の
「
不
法
行
為
が
あ
っ
た
地
」
は
、
違
法
行
為
が
行
わ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
や
、
権
利
利
益
を
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
を

も
含
む
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。（
…
）」
と
し
た
上
で
、
本
件
の
米
国
判
決
は
日
本
国
内
だ
け
で
な
く
米
国
内
に
お
い
て
も
Ｙ

ら
の
不
正
行
為
の
差
止
め
を
命
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
Ｙ
ら
が
Ｘ
の
権
利
利
益
を
侵
害
す
る
行
為
を
米
国
内
で
行
う
お
そ
れ
が
あ

る
か
、
Ｘ
の
権
利
利
益
が
米
国
内
で
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
客
観
的
事
実
関
係
が
証
明
さ
れ
た
場
合
に
は
、
本
件
米
国
判
決
の

う
ち
差
止
め
を
命
じ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
民
訴
法
三
条
の
三
第
八
号
に
準
拠
し
つ
つ
、
条
理
に
照
ら
し
て
間
接
管
轄
を
認
め
る
余
地
が

あ
る
と
判
断
し
た
。

）
九
三
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

一
三

イ
　
コ
メ
ン
ト

最
高
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
地
の
判
断
を
め
ぐ
っ
て
以
下
の
よ
う
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
る
（
２９
）

。
す
な
わ
ち
、
営
業
秘
密

侵
害
の
不
正
開
示
の
差
止
請
求
は
不
作
為
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
所
的
範
囲
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
不

法
行
為
地
を
画
定
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
事
件
を
例
に
と
れ
ば
、
営
業
秘
密
の
不
正
な
開
示
・
使
用
を
内
容
と
す
る
加
害
行
為

は
行
為
者
の
随
意
に
よ
り
そ
の
場
所
を
変
更
で
き
る
た
め
、
開
示
の
行
為
地
よ
り
不
作
為
義
務
自
体
の
場
所
的
関
連
に
注
目
す
べ
き
で
あ

り
、
特
定
の
国
家
内
に
守
秘
管
理
さ
れ
て
い
る
営
業
秘
密
に
関
し
て
は
そ
の
国
に
守
秘
義
務
に
関
す
る
原
則
的
管
轄
を
認
め
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
解
す
る
見
解
が
あ
る
（
３0
）

。
ほ
か
に
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
の
不
法
行
為
地
の
解
釈
に
か
か
る
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所

（C
ourt of Justice of the E

uropean U
nion

、
以
下
は
「
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
」
と
い
う
）
の
先
決
裁
定
に
鑑
み
て
、
結
果
発
生
地
を
被
害
者
の
利
益
の

中
心
地
と
す
る
見
解
（
３１
）

が
あ
る
。
そ
の
先
決
裁
定
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
侵
害
さ
れ
た
人
格
権
に
つ
い
て
、
加
害
行
為
地
は
加
害

者
の
設
立
地
、
結
果
発
生
地
は
被
害
者
の
利
益
の
中
心
地
（
通
常
は
被
害
者
の
常
居
所
地
）
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ア

ク
セ
ス
が
で
き
る
場
所
と
判
断
し
た
（
３２
）

。
こ
れ
に
対
し
、
商
標
権
と
著
作
権
に
関
わ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
侵
害
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ

は
こ
れ
ら
の
権
利
に
つ
い
て
属
地
主
義
を
採
用
す
べ
く
、
人
格
権
侵
害
と
同
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
と
れ
な
い
と
解
し
た
（
３３
）

。
し
た
が
っ
て
、

営
業
秘
密
侵
害
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
行
わ
れ
た
侵
害
と
同
じ
で
は
な
い
も
の
の
、
通
常
属
地
性
が
認
め
ら
れ
な
い
知
的
財
産
で
あ

り
、
世
界
中
ど
こ
で
で
も
侵
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
人
格
権
侵
害
と
同
様
に
拡
散
型
の
性
質

を
有
し
て
お
り
、
営
業
秘
密
侵
害
の
結
果
発
生
地
も
被
害
者
の
利
益
の
中
心
地
と
考
え
ら
れ
、
本
件
の
結
果
発
生
地
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
得
る
と
し
て
い
る
（
３４
）

。

）
九
三
三
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

一
三

イ
　
コ
メ
ン
ト

最
高
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
地
の
判
断
を
め
ぐ
っ
て
以
下
の
よ
う
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
る
（
２９
）

。
す
な
わ
ち
、
営
業
秘
密

侵
害
の
不
正
開
示
の
差
止
請
求
は
不
作
為
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
所
的
範
囲
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
不

法
行
為
地
を
画
定
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
事
件
を
例
に
と
れ
ば
、
営
業
秘
密
の
不
正
な
開
示
・
使
用
を
内
容
と
す
る
加
害
行
為

は
行
為
者
の
随
意
に
よ
り
そ
の
場
所
を
変
更
で
き
る
た
め
、
開
示
の
行
為
地
よ
り
不
作
為
義
務
自
体
の
場
所
的
関
連
に
注
目
す
べ
き
で
あ

り
、
特
定
の
国
家
内
に
守
秘
管
理
さ
れ
て
い
る
営
業
秘
密
に
関
し
て
は
そ
の
国
に
守
秘
義
務
に
関
す
る
原
則
的
管
轄
を
認
め
る
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
解
す
る
見
解
が
あ
る
（
３0
）

。
ほ
か
に
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
の
不
法
行
為
地
の
解
釈
に
か
か
る
欧
州
連
合
司
法
裁
判
所

（C
ourt of Justice of the E

uropean U
nion

、
以
下
は
「
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
」
と
い
う
）
の
先
決
裁
定
に
鑑
み
て
、
結
果
発
生
地
を
被
害
者
の
利
益
の

中
心
地
と
す
る
見
解
（
３１
）

が
あ
る
。
そ
の
先
決
裁
定
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
侵
害
さ
れ
た
人
格
権
に
つ
い
て
、
加
害
行
為
地
は
加
害

者
の
設
立
地
、
結
果
発
生
地
は
被
害
者
の
利
益
の
中
心
地
（
通
常
は
被
害
者
の
常
居
所
地
）
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
ア

ク
セ
ス
が
で
き
る
場
所
と
判
断
し
た
（
３２
）

。
こ
れ
に
対
し
、
商
標
権
と
著
作
権
に
関
わ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
侵
害
に
つ
い
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ

は
こ
れ
ら
の
権
利
に
つ
い
て
属
地
主
義
を
採
用
す
べ
く
、
人
格
権
侵
害
と
同
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
と
れ
な
い
と
解
し
た
（
３３
）

。
し
た
が
っ
て
、

営
業
秘
密
侵
害
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
行
わ
れ
た
侵
害
と
同
じ
で
は
な
い
も
の
の
、
通
常
属
地
性
が
認
め
ら
れ
な
い
知
的
財
産
で
あ

り
、
世
界
中
ど
こ
で
で
も
侵
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
人
格
権
侵
害
と
同
様
に
拡
散
型
の
性
質

を
有
し
て
お
り
、
営
業
秘
密
侵
害
の
結
果
発
生
地
も
被
害
者
の
利
益
の
中
心
地
と
考
え
ら
れ
、
本
件
の
結
果
発
生
地
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
に
該
当
す
る
と
解
さ
れ
得
る
と
し
て
い
る
（
３４
）

。

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

一
四

⑷

　横
浜
地
裁
平
成
二
六
年
八
月
六
日（35）

ア
　
事
実
の
概
要

Ｘ
（
原
告
）
は
医
薬
品
の
研
究
開
発
等
を
目
的
と
す
る
日
本
法
人
で
あ
り
、
Ｙ
（
被
告
）
は
医
薬
品
の
製
造
販
売
等
を
目
的
と
し
、
本

店
を
ソ
ウ
ル
に
置
き
、
日
本
国
内
に
営
業
所
を
持
た
な
い
大
韓
民
国
法
人
で
あ
る
。
Ｙ
は
、
か
つ
て
訴
外
Ｃ
（
ア
メ
リ
カ
在
住
の
ア
メ
リ
カ

の
大
学
教
授
）
と
協
力
関
係
に
あ
り
、
そ
の
研
究
に
資
金
を
提
供
し
て
い
た
。
Ｃ
は
、
そ
の
研
究
の
成
果
で
あ
る
「
β
」
と
い
う
化
合
物

に
つ
い
て
米
国
で
特
許
を
登
録
し
、
そ
の
権
利
を
Ｙ
に
譲
渡
し
た
。
し
か
し
、
Ｙ
と
Ｃ
は
二
〇
〇
五
年
以
降
対
立
関
係
に
な
り
、
Ｙ
は
、

二
〇
〇
六
年
七
月
、
米
国
の
ワ
シ
ン
ト
ン
州
西
部
地
区
合
衆
国
連
邦
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
、
契
約
違
反
、
営
業
秘
密
の
不
正
使
用
等
を

理
由
に
、
Ｃ
及
び
そ
の
研
究
所
を
相
手
方
に
提
訴
し
た
が
、
訴
訟
は
和
解
に
よ
り
終
了
し
た
。
一
方
、
Ｘ
は
、
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州

に
お
い
て
、
Ｃ
の
協
力
の
下
、
遅
く
と
も
二
〇
一
一
年
春
以
降
、「
α
」
と
い
う
抗
癌
剤
の
臨
床
試
験
を
行
っ
て
い
る
。
Ｘ
は
二
〇
〇
九

年
六
月
五
日
、
α
に
つ
い
て
日
本
の
特
許
庁
に
対
し
、
国
際
出
願
を
し
た
。
Ｙ
は
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
六
日
、
Ｘ
が
行
っ
て
い
る
α
の

開
発
行
為
に
関
し
、
α
は
β
と
関
連
し
て
お
り
、
Ｙ
が
独
占
的
実
施
権
を
保
有
す
る
特
許
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
Ｘ
に
通
知
し
た
。

そ
の
後
Ｘ
と
Ｙ
は
こ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
協
議
を
行
い
、
二
〇
一
〇
年
七
月
二
一
日
発
効
の
相
互
秘
密
保
持
契
約
を
締
結
し
た
。
Ｙ
は
、

二
〇
一
二
年
二
月
六
日
、
米
国
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
中
部
地
区
合
衆
国
連
邦
地
方
裁
判
所
に
、
Ｃ
及
び
Ｘ
を
相
手
方
と
し
て
、
契
約
違

反
、
詐
欺
、
守
秘
義
務
違
反
及
び
営
業
秘
密
不
正
使
用
の
訴
え
（
以
下
は
「
連
邦
訴
訟
」
と
い
う
）
を
提
起
し
、
Ｘ
に
対
し
、
Ｙ
が
関
係
す

る
機
密
の
情
報
又
は
材
料
に
つ
い
て
の
特
許
出
願
手
続
の
差
止
め
、
当
該
特
許
出
願
に
よ
る
権
利
の
Ｙ
へ
の
譲
渡
、
Ｙ
が
関
係
す
る
機
密

の
情
報
及
び
材
料
を
使
用
す
る
こ
と
の
差
止
め
、
不
当
に
得
た
利
益
の
返
還
、
損
害
賠
償
等
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｘ
は
Ｙ
を
相
手

方
と
し
て
、
二
〇
一
二
年
一
一
月
五
日
に
日
本
で
提
訴
し
、
連
邦
訴
訟
に
お
け
る
各
請
求
の
不
存
在
確
認
を
求
め
た
（
以
下
は
「
本
件
」
と

）
九
三
三
（

営
業
秘
密
侵
害
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国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

一
五

い
う
）。

そ
の
後
、
Ｙ
は
、
連
邦
訴
訟
の
相
手
方
か
ら
Ｘ
を
外
し
た
が
、
二
〇
一
三
年
一
月
九
日
、
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

郡
上
位
裁
判
所
に
、
Ｘ
及
び
氏
名
不
詳
者
二
〇
名
（
従
業
員
、
代
理
人
等
）
を
相
手
方
と
し
、
訴
え
を
提
起
し
、
連
邦
訴
訟
と
同
様
の
請
求

を
行
っ
た
。
Ｘ
は
こ
の
訴
訟
を
受
け
、
本
件
の
請
求
内
容
を
変
更
し
た
。
な
か
で
も
、
Ｘ
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
は
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、
Ｘ
が

行
っ
て
い
る
α
の
開
発
行
為
に
関
し
、
Ｙ
が
独
占
的
実
施
権
を
保
有
す
る
β
の
特
許
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
Ｘ
に
通
知
し
た
後
、

Ｘ
は
、
Ｘ
と
Ｙ
が
協
議
し
た
際
に
Ｙ
と
合
意
し
た
上
、
Ｘ
の
営
業
秘
密
の
部
分
を
マ
ス
キ
ン
グ
し
た
「
特
許
調
査
報
告
書
」
を
Ｙ
に
送
付

し
た
。
と
こ
ろ
が
Ｙ
が
、
当
該
報
告
書
か
ら
得
ら
れ
た
技
術
情
報
を
米
国
に
お
け
る
Ｙ
の
別
の
特
許
出
願
と
の
対
比
検
討
と
当
該
特
許
の

ク
レ
ー
ム
変
更
に
利
用
し
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
は
、
Ｙ
の
そ
の
行
為
が
Ｘ
が
有
す
る
営
業
秘
密
の
侵
害
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

イ
　
判
旨
と
コ
メ
ン
ト

ア
　
判
旨

訴
え
却
下
。
裁
判
所
は
Ｘ
が
主
張
し
て
い
る
不
正
競
争
行
為
に
つ
い
て
民
訴
法
三
条
の
三
第
八
号
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ

に
つ
い
て
「
Ｘ
が
そ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
Ｙ
の
行
為
は
、（
…
）
ク
レ
ー
ム
の
削
除
、
追
加
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
米
国
に
お
け
る
特
許

出
願
に
係
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
が
米
国
内
に
お
い
て
し
た
行
為
で
あ
る
。（
…
）
ま
た
、（
…
）
ク
レ
ー
ム
の
削
除
、
追
加
に
よ
っ
て

Ｙ
の
特
許
出
願
に
よ
る
権
利
に
変
更
が
生
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
権
利
が
米
国
の
特
許
法
に
基
づ
く
権
利
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
に
よ
っ

て
影
響
が
及
ぶ
の
は
Ｘ
の
営
業
活
動
の
う
ち
米
国
内
に
お
け
る
も
の
に
限
ら
れ
、
日
本
国
内
に
お
け
る
も
の
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
。
Ｘ
に
損
害
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
米
国
内
で
生
じ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
Ｘ
は
、
Ｘ
に
財
産

）
九
三
九
（
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そ
の
後
、
Ｙ
は
、
連
邦
訴
訟
の
相
手
方
か
ら
Ｘ
を
外
し
た
が
、
二
〇
一
三
年
一
月
九
日
、
米
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス

郡
上
位
裁
判
所
に
、
Ｘ
及
び
氏
名
不
詳
者
二
〇
名
（
従
業
員
、
代
理
人
等
）
を
相
手
方
と
し
、
訴
え
を
提
起
し
、
連
邦
訴
訟
と
同
様
の
請
求

を
行
っ
た
。
Ｘ
は
こ
の
訴
訟
を
受
け
、
本
件
の
請
求
内
容
を
変
更
し
た
。
な
か
で
も
、
Ｘ
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
は
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、
Ｘ
が

行
っ
て
い
る
α
の
開
発
行
為
に
関
し
、
Ｙ
が
独
占
的
実
施
権
を
保
有
す
る
β
の
特
許
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
Ｘ
に
通
知
し
た
後
、

Ｘ
は
、
Ｘ
と
Ｙ
が
協
議
し
た
際
に
Ｙ
と
合
意
し
た
上
、
Ｘ
の
営
業
秘
密
の
部
分
を
マ
ス
キ
ン
グ
し
た
「
特
許
調
査
報
告
書
」
を
Ｙ
に
送
付

し
た
。
と
こ
ろ
が
Ｙ
が
、
当
該
報
告
書
か
ら
得
ら
れ
た
技
術
情
報
を
米
国
に
お
け
る
Ｙ
の
別
の
特
許
出
願
と
の
対
比
検
討
と
当
該
特
許
の

ク
レ
ー
ム
変
更
に
利
用
し
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
は
、
Ｙ
の
そ
の
行
為
が
Ｘ
が
有
す
る
営
業
秘
密
の
侵
害
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

イ
　
判
旨
と
コ
メ
ン
ト

ア
　
判
旨

訴
え
却
下
。
裁
判
所
は
Ｘ
が
主
張
し
て
い
る
不
正
競
争
行
為
に
つ
い
て
民
訴
法
三
条
の
三
第
八
号
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
上
で
、
そ
れ

に
つ
い
て
「
Ｘ
が
そ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
Ｙ
の
行
為
は
、（
…
）
ク
レ
ー
ム
の
削
除
、
追
加
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
米
国
に
お
け
る
特
許

出
願
に
係
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
Ｙ
が
米
国
内
に
お
い
て
し
た
行
為
で
あ
る
。（
…
）
ま
た
、（
…
）
ク
レ
ー
ム
の
削
除
、
追
加
に
よ
っ
て

Ｙ
の
特
許
出
願
に
よ
る
権
利
に
変
更
が
生
ず
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
権
利
が
米
国
の
特
許
法
に
基
づ
く
権
利
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
に
よ
っ

て
影
響
が
及
ぶ
の
は
Ｘ
の
営
業
活
動
の
う
ち
米
国
内
に
お
け
る
も
の
に
限
ら
れ
、
日
本
国
内
に
お
け
る
も
の
が
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
。
Ｘ
に
損
害
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
そ
れ
は
米
国
内
で
生
じ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
Ｘ
は
、
Ｘ
に
財
産

）
九
三
九
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

一
六

的
損
害
が
発
生
し
た
以
上
そ
れ
は
Ｘ
の
本
店
所
在
地
で
あ
る
横
浜
市
内
で
発
生
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
民
訴

法
三
条
の
三
第
八
号
に
い
う
『
外
国
で
行
わ
れ
た
加
害
行
為
の
結
果
が
日
本
国
内
で
発
生
し
た
』
と
は
、
法
益
侵
害
の
直
接
の
結
果
が
日

本
で
発
生
し
た
こ
と
を
い
う
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
み
る
限
り
、
Ｘ
の
主
張
す
る
Ｙ
の
加
害
行
為
の
結
果
は
上
記
の
と
お

り
米
国
内
で
発
生
し
た
と
み
る
ほ
か
な
い
。
ほ
か
に
、『
加
害
行
為
の
結
果
が
日
本
国
内
で
発
生
し
た
』
こ
と
に
関
し
具
体
的
な
主
張
は

な
く
、
そ
の
証
明
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
Ｙ
が
し
た
行
為
に
よ
り
Ｘ
の
権
利
利
益
に
つ
い
て
日
本
国
内
で
損
害
が
生
じ
た
」
と
の

（
…
）
の
客
観
的
事
実
関
係
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。」
と
判
示
し
た
。

イ
　
コ
メ
ン
ト

こ
の
事
件
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
（
３６
）

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
で
は
、
Ｘ
は
自
己
の
営
業
秘
密
が
侵
害
さ
れ
た
と
主

張
し
て
い
る
が
、
営
業
秘
密
に
つ
い
て
は
属
地
的
主
義
を
採
用
で
き
ず
、
特
許
権
等
の
い
わ
ゆ
る
知
的
財
産
権
と
は
異
な
る
要
素
が
あ
る
。

な
か
で
も
、
こ
の
事
件
の
よ
う
な
営
業
秘
密
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
研
究
開
発
に
か
か
る
市
場
を
念
頭
に
置
い
て
お
く
べ
き
で
あ
り
、
そ

の
市
場
は
、
営
業
秘
密
自
体
の
価
値
を
対
象
と
す
る
技
術
市
場
と
、
営
業
秘
密
を
用
い
て
提
供
さ
れ
る
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
製
品
市
場
に

分
け
ら
れ
る
。
後
者
は
国
ご
と
に
分
割
で
き
、
そ
の
侵
害
行
為
に
よ
る
損
害
は
国
家
ご
と
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
前
者
は
、
世
界

規
模
に
な
り
得
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
に
鑑
み
て
、
こ
の
事
件
の
営
業
秘
密
は
技
術
市
場
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
が
極
め
て

広
く
、
そ
の
侵
害
結
果
に
つ
い
て
も
単
に
特
許
が
申
請
さ
れ
た
国
に
お
い
て
の
み
だ
け
で
な
く
、
世
界
中
に
瞬
時
に
広
が
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｘ
の
営
業
秘
密
を
利
用
し
た
米
国
特
許
に
関
す
る
ク
レ
ー
ム
の
書
き
換
え
に
よ
っ
て
生
じ
る
損
害
は
、
米
国
内

に
限
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
遍
在
的
な
損
害
発
生
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
管
轄
も
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
原
則

）
九
三
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

一
七

と
し
て
、
被
害
者
の
利
益
の
中
心
地
、
つ
ま
り
そ
の
本
拠
地
に
該
当
す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
は
そ
の
本
拠
地

が
日
本
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
３７
）

。

２
　
学
説

学
説
で
は
、
国
際
裁
判
管
轄
の
有
無
の
判
断
に
つ
い
て
、
営
業
秘
密
侵
害
に
お
け
る
不
法
行
為
地
の
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
（
３８
）

。
す
な
わ

ち
、
第
一
に
、
加
害
行
為
地
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、
結
果
発
生
地
は
営
業
秘
密
の
保
持
者
が
そ
の
秘
密
を
管
理
し
て
い
る

地
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
３９
）

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
営
業
秘
密
侵
害
を
、
加
害
者
が
被
害
者
の
守
秘
管
理
を
破
り
、
不
正
に
営
業
秘
密
を
取

得
・
開
示
・
使
用
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
不
法
行
為
と
捉
え
た
場
合
、
管
轄
原
因
と
し
て
の
不
法
行
為
地
を
認
定
す
る
際
、
上
記
判
例

⑴
と
同
様
に
侵
害
者
側
の
行
為
が
行
わ
れ
た
地
に
比
重
を
置
く
べ
き
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
守
秘
管
理
を
破
り
不
正
に
情
報
を
取

得
・
開
示
・
使
用
す
る
こ
と
は
当
該
不
法
行
為
の
違
法
性
の
根
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
秘
密
保
持
者
が
そ
の
営
業
秘
密
技
術
を
守
秘
管
理

し
て
い
る
地
は
原
則
的
な
結
果
発
生
地
に
あ
た
る
と
解
さ
れ
る
。
他
方
、
営
業
秘
密
侵
害
の
具
体
的
な
開
示
と
取
得
は
、
完
全
に
は
排
除

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
偶
然
性
に
よ
り
被
害
者
の
予
見
可
能
性
に
適
わ
ず
、
大
き
な
意
味
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ

て
い
る
（
４0
）

。

第
二
に
、
加
害
行
為
地
が
営
業
秘
密
の
最
終
的
な
取
得
地
、
並
び
に
侵
害
の
準
備
行
為
地
に
も
該
当
し
得
る
と
と
も
に
、
保
持
者
が
秘

密
を
管
理
す
る
地
を
結
果
発
生
地
と
す
る
見
解
（
４１
）

が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
に
よ
る
損
害
は
、
二
次
的
・
派
生
的
な
経
済

的
損
害
を
除
け
ば
、
第
三
者
の
不
正
な
取
得
に
よ
る
情
報
の
秘
密
性
・
独
占
性
の
喪
失
、
つ
ま
り
、
そ
の
経
済
的
な
価
値
の
毀
損
で
あ
る
。

こ
れ
に
基
づ
け
ば
、
結
果
発
生
地
と
し
て
は
ま
ず
、
営
業
秘
密
の
保
有
者
の
優
位
性
が
毀
損
さ
れ
た
市
場
地
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
地

）
九
三
三
（
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と
し
て
、
被
害
者
の
利
益
の
中
心
地
、
つ
ま
り
そ
の
本
拠
地
に
該
当
す
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
は
そ
の
本
拠
地

が
日
本
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
３７
）

。

２
　
学
説

学
説
で
は
、
国
際
裁
判
管
轄
の
有
無
の
判
断
に
つ
い
て
、
営
業
秘
密
侵
害
に
お
け
る
不
法
行
為
地
の
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
（
３８
）

。
す
な
わ

ち
、
第
一
に
、
加
害
行
為
地
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、
結
果
発
生
地
は
営
業
秘
密
の
保
持
者
が
そ
の
秘
密
を
管
理
し
て
い
る

地
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
３９
）

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
営
業
秘
密
侵
害
を
、
加
害
者
が
被
害
者
の
守
秘
管
理
を
破
り
、
不
正
に
営
業
秘
密
を
取

得
・
開
示
・
使
用
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
不
法
行
為
と
捉
え
た
場
合
、
管
轄
原
因
と
し
て
の
不
法
行
為
地
を
認
定
す
る
際
、
上
記
判
例

⑴
と
同
様
に
侵
害
者
側
の
行
為
が
行
わ
れ
た
地
に
比
重
を
置
く
べ
き
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
守
秘
管
理
を
破
り
不
正
に
情
報
を
取

得
・
開
示
・
使
用
す
る
こ
と
は
当
該
不
法
行
為
の
違
法
性
の
根
源
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
秘
密
保
持
者
が
そ
の
営
業
秘
密
技
術
を
守
秘
管
理

し
て
い
る
地
は
原
則
的
な
結
果
発
生
地
に
あ
た
る
と
解
さ
れ
る
。
他
方
、
営
業
秘
密
侵
害
の
具
体
的
な
開
示
と
取
得
は
、
完
全
に
は
排
除

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
偶
然
性
に
よ
り
被
害
者
の
予
見
可
能
性
に
適
わ
ず
、
大
き
な
意
味
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
さ
れ

て
い
る
（
４0
）

。

第
二
に
、
加
害
行
為
地
が
営
業
秘
密
の
最
終
的
な
取
得
地
、
並
び
に
侵
害
の
準
備
行
為
地
に
も
該
当
し
得
る
と
と
も
に
、
保
持
者
が
秘

密
を
管
理
す
る
地
を
結
果
発
生
地
と
す
る
見
解
（
４１
）

が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
に
よ
る
損
害
は
、
二
次
的
・
派
生
的
な
経
済

的
損
害
を
除
け
ば
、
第
三
者
の
不
正
な
取
得
に
よ
る
情
報
の
秘
密
性
・
独
占
性
の
喪
失
、
つ
ま
り
、
そ
の
経
済
的
な
価
値
の
毀
損
で
あ
る
。

こ
れ
に
基
づ
け
ば
、
結
果
発
生
地
と
し
て
は
ま
ず
、
営
業
秘
密
の
保
有
者
の
優
位
性
が
毀
損
さ
れ
た
市
場
地
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
地
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は
営
業
秘
密
に
お
け
る
損
害
を
適
切
に
把
握
で
き
な
い
。
次
に
、
結
果
発
生
地
と
し
て
は
営
業
所
の
所
在
地
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
場
合
に
は
損
害
の
内
容
が
不
明
確
で
あ
り
、
ま
た
、
損
害
が
営
業
秘
密
の
ラ
イ
セ
ン
ス
料
相
当
額
や
営
業
秘
密
を
含
ん
だ
製
品
の
利

益
減
少
に
該
当
し
た
と
し
て
も
、
結
果
発
生
地
が
企
業
会
計
上
の
帰
属
先
と
な
る
場
合
、
情
報
の
秘
密
性
が
喪
失
さ
れ
た
場
所
と
は
無
関

係
に
認
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に
く
わ
え
て
、
営
業
秘
密
侵
害
の
結
果
発
生
地
を
市
場
地
ま
た
は
営
業
所
在
地
と
捉
え
た
場
合
は
、

加
害
者
が
複
数
の
国
々
に
お
い
て
当
該
営
業
秘
密
を
用
い
て
販
売
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
販
売
各
国
ま
た
は
各
営
業
所
の
所
在
国
に
お
い

て
生
じ
た
損
害
も
日
本
に
お
け
る
訴
訟
の
審
理
対
象
に
な
る
か
が
不
明
確
で
あ
り
、
そ
し
て
被
害
者
は
複
数
の
国
に
お
い
て
提
訴
す
る
可

能
性
も
あ
り
、
そ
れ
は
訴
訟
経
済
に
適
わ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
各
国
の
裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
と
準
拠
法
規
則
の
違
い
に
よ
り
跛
行
的

法
律
関
係
の
可
能
性
も
孕
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
発
生
地
は
営
業
秘
密
の
保
持
者
が
そ
れ
を
管
理
し
て
い
た
地
と
し
て
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
日
本
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
営
業
秘
密
を
不
正
に
取
得
し
た
加
害
者
が
そ
の
秘
密
を
海
外
に
お
い
て
用
い
て

利
益
を
得
た
と
し
て
も
、
海
外
に
生
じ
た
損
害
が
秘
密
性
の
排
除
を
起
点
と
し
て
拡
大
し
て
い
る
と
解
し
、
営
業
秘
密
侵
害
に
よ
る
利
益

の
減
少
に
関
し
て
は
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
（
４２
）

。
加
害
行
為
地
に
つ
い
て
は
、
加
害
行
為
に
含
ま
れ
る
行
為
の

中
か
ら
ど
の
よ
う
な
行
為
を
重
視
す
べ
き
か
、
そ
し
て
ど
の
範
囲
の
行
為
が
加
害
行
為
に
含
ま
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。
上
記
判
決
⑴
は

「
重
要
な
行
為
」
が
日
本
で
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、
加
害
行
為
地
が
日
本
に
認
め
ら
れ
る
と
し
、
加
害
行
為
は
営
業
秘
密
を
最
終
的
に
取
得

す
る
行
為
の
み
な
ら
ず
、
営
業
秘
密
の
取
得
の
根
拠
と
な
る
契
約
の
締
結
、
当
該
契
約
締
結
に
向
け
た
交
渉
等
の
行
為
も
含
ま
れ
る
と
し

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
営
業
秘
密
は
最
終
的
に
は
ど
こ
で
取
得
さ
れ
る
か
が
偶
然
的
で
あ
る
一
方
、
営
業
秘
密
の
侵
害
行
為
は
計
画
の
下

で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
準
備
行
為
の
方
が
結
果
に
大
き
い
影
響
を
齎
す
場
合
も
想
定
で
き
る
。
加
え
て
、
加
害
行
為
に
つ
い
て
の
証

拠
方
法
は
準
備
行
為
に
関
わ
る
こ
と
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
加
害
行
為
地
と
し
て
は
、
最
終
取
得
行
為
地
の
み
で
は
な
く
、
民
事
訴
訟

）
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業
秘
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一
九

法
三
条
の
三
第
八
号
の
上
記
趣
旨
に
鑑
み
て
、
そ
の
準
備
行
為
が
行
わ
れ
た
地
も
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
４３
）

。

第
三
に
、
加
害
行
為
地
を
営
業
秘
密
の
取
得
・
使
用
・
開
示
行
為
が
行
わ
れ
た
地
と
し
つ
つ
、
結
果
発
生
地
を
営
業
秘
密
管
理
地
と
す

る
見
解
が
あ
る
（
４４
）

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
結
果
発
生
地
に
つ
い
て
は
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
（
以
下
は
「
通
則
法
」
と
い
う
）
十
七

条
の
結
果
発
生
地
と
同
様
に
解
し
得
る
が
、
準
拠
法
に
つ
い
て
は
最
も
密
接
な
関
係
の
地
の
法
を
一
つ
に
絞
り
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
一
方
、
国
際
裁
判
管
轄
は
事
件
に
関
係
を
有
す
る
複
数
の
国
の
裁
判
所
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
、
当
事
者
間
の
衡
平
、
適
正
・
迅
速

な
審
理
の
実
現
、
証
拠
収
集
の
容
易
性
等
を
考
え
れ
ば
、
通
則
法
と
民
訴
法
と
に
お
け
る
結
果
発
生
地
を
同
様
の
基
準
で
解
釈
す
る
必
要

は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
背
景
に
、
結
果
発
生
地
を
加
害
行
為
地
と
す
れ
ば
、
加
害
者
の
予
見
可
能
性
に
適
い
、
侵
害
行
為

の
証
拠
の
所
在
も
容
易
に
予
測
で
き
る
が
、
そ
の
反
面
、
侵
害
行
為
が
複
数
の
国
家
を
跨
り
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
併
合
管
轄
に
直
面
す

る
こ
と
と
な
る
。
次
に
、
結
果
発
生
地
は
不
正
競
争
法
諸
法
の
目
的
で
あ
る
市
場
の
調
整
か
つ
証
拠
方
法
を
考
慮
す
れ
ば
市
場
地
と
解
さ

れ
得
る
が
、
こ
の
立
場
で
は
営
業
秘
密
が
取
得
さ
れ
て
も
、
直
ち
に
被
害
者
の
利
益
喪
失
が
生
じ
て
い
な
い
場
合
に
は
市
場
地
を
確
定
で

き
な
い
こ
と
と
、
市
場
が
複
数
の
国
家
に
わ
た
っ
て
拡
大
し
て
い
る
場
合
に
併
合
管
轄
の
問
題
が
現
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
結
果
発
生
地
が
被
害
企
業
の
所
在
地
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
立
場
は
原
告
住
所
地
管
轄
を
肯
定
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
当

事
者
間
の
衡
平
に
反
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
、
結
果
発
生
地
を
損
害
発
生
営
業
所
の
所
在
地
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
ど
の
損
害
が
指
定
さ
れ
て
い
る
か
が
不
明
で
あ
り
、
結
果
発
生
地
が
、
情
報
の
秘
密
性
が
失
わ
れ
た
場
所
と
は
関

係
な
く
、
営
業
秘
密
侵
害
に
よ
る
企
業
会
計
上
の
帰
属
先
と
な
る
こ
と
、
営
業
所
が
複
数
存
在
し
て
い
れ
ば
営
業
所
の
特
定
が
困
難
で
あ

る
こ
と
と
、
併
合
管
轄
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
営
業
秘
密

保
護
の
本
質
が
そ
の
秘
密
管
理
性
で
あ
る
た
め
、
結
果
発
生
地
は
秘
密
管
理
地
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
秘
密
管
理
性
に
関
す
る
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一
九

法
三
条
の
三
第
八
号
の
上
記
趣
旨
に
鑑
み
て
、
そ
の
準
備
行
為
が
行
わ
れ
た
地
も
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
４３
）

。

第
三
に
、
加
害
行
為
地
を
営
業
秘
密
の
取
得
・
使
用
・
開
示
行
為
が
行
わ
れ
た
地
と
し
つ
つ
、
結
果
発
生
地
を
営
業
秘
密
管
理
地
と
す

る
見
解
が
あ
る
（
４４
）

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
結
果
発
生
地
に
つ
い
て
は
、
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
（
以
下
は
「
通
則
法
」
と
い
う
）
十
七

条
の
結
果
発
生
地
と
同
様
に
解
し
得
る
が
、
準
拠
法
に
つ
い
て
は
最
も
密
接
な
関
係
の
地
の
法
を
一
つ
に
絞
り
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
一
方
、
国
際
裁
判
管
轄
は
事
件
に
関
係
を
有
す
る
複
数
の
国
の
裁
判
所
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
、
当
事
者
間
の
衡
平
、
適
正
・
迅
速

な
審
理
の
実
現
、
証
拠
収
集
の
容
易
性
等
を
考
え
れ
ば
、
通
則
法
と
民
訴
法
と
に
お
け
る
結
果
発
生
地
を
同
様
の
基
準
で
解
釈
す
る
必
要

は
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
背
景
に
、
結
果
発
生
地
を
加
害
行
為
地
と
す
れ
ば
、
加
害
者
の
予
見
可
能
性
に
適
い
、
侵
害
行
為

の
証
拠
の
所
在
も
容
易
に
予
測
で
き
る
が
、
そ
の
反
面
、
侵
害
行
為
が
複
数
の
国
家
を
跨
り
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
併
合
管
轄
に
直
面
す

る
こ
と
と
な
る
。
次
に
、
結
果
発
生
地
は
不
正
競
争
法
諸
法
の
目
的
で
あ
る
市
場
の
調
整
か
つ
証
拠
方
法
を
考
慮
す
れ
ば
市
場
地
と
解
さ

れ
得
る
が
、
こ
の
立
場
で
は
営
業
秘
密
が
取
得
さ
れ
て
も
、
直
ち
に
被
害
者
の
利
益
喪
失
が
生
じ
て
い
な
い
場
合
に
は
市
場
地
を
確
定
で

き
な
い
こ
と
と
、
市
場
が
複
数
の
国
家
に
わ
た
っ
て
拡
大
し
て
い
る
場
合
に
併
合
管
轄
の
問
題
が
現
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
結
果
発
生
地
が
被
害
企
業
の
所
在
地
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
立
場
は
原
告
住
所
地
管
轄
を
肯
定
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
当

事
者
間
の
衡
平
に
反
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
、
結
果
発
生
地
を
損
害
発
生
営
業
所
の
所
在
地
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
ど
の
損
害
が
指
定
さ
れ
て
い
る
か
が
不
明
で
あ
り
、
結
果
発
生
地
が
、
情
報
の
秘
密
性
が
失
わ
れ
た
場
所
と
は
関

係
な
く
、
営
業
秘
密
侵
害
に
よ
る
企
業
会
計
上
の
帰
属
先
と
な
る
こ
と
、
営
業
所
が
複
数
存
在
し
て
い
れ
ば
営
業
所
の
特
定
が
困
難
で
あ

る
こ
と
と
、
併
合
管
轄
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
営
業
秘
密

保
護
の
本
質
が
そ
の
秘
密
管
理
性
で
あ
る
た
め
、
結
果
発
生
地
は
秘
密
管
理
地
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
秘
密
管
理
性
に
関
す
る
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二
〇

証
拠
の
所
在
が
予
測
さ
れ
、
ま
た
被
害
者
は
国
際
裁
判
管
轄
を
想
定
し
た
上
で
管
理
地
を
自
ら
指
定
で
き
る
。
そ
れ
に
、
こ
の
立
場
は
営

業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
事
件
に
お
い
て
は
そ
の
秘
密
管
理
性
が
争
点
に
な
る
こ
と
が
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
三
条
の
三
第
八

号
に
お
け
る
、
訴
訟
資
料
や
証
拠
方
法
等
が
所
在
し
て
い
る
地
を
考
慮
す
る
と
い
う
趣
旨
に
も
配
慮
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、

こ
の
立
場
に
対
し
て
は
、
秘
密
管
理
性
が
争
点
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
が
終
わ
る
ま
で
は
秘
密
管
理
性
の
有
無
や
管
理
地
が
確
定
で

き
な
い
と
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
４５
）

。
ま
た
、
業
界
に
お
け
る
通
常
の
注
意
を
払
え
ば
、
秘
密
管
理
地
は
被
害
者
が
管
理
し
て
い
る

秘
密
で
あ
り
、
そ
の
秘
密
に
つ
い
て
不
正
取
得
が
介
在
し
た
こ
と
を
知
り
え
た
と
き
に
限
っ
て
結
果
発
生
地
と
な
る
と
い
う
見
解
も
述
べ

ら
れ
て
い
る
（
４６
）

。

第
四
に
、
加
害
行
為
地
を
営
業
秘
密
の
取
得
・
使
用
・
開
示
行
為
が
行
わ
れ
た
地
と
す
る
と
と
も
に
、
結
果
発
生
地
の
総
合
的
な
判
断

を
提
唱
す
る
見
解
（
４７
）

が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
準
拠
法
の
決
定
の
場
合
と
同
様
に
、
結
果
発
生
地
を
営
業
秘
密
の
秘
密
管
理
地
と
解
し
得

る
が
、
管
轄
規
則
の
場
合
に
は
、
必
ず
し
も
そ
の
地
に
限
定
さ
れ
ず
、
市
場
地
ま
た
は
被
害
者
の
所
在
地
等
も
結
果
発
生
地
と
解
す
る
こ

と
に
よ
り
、
事
件
に
応
じ
た
柔
軟
な
認
定
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
営
業
秘
密
の
取
得
ま
た
は
開

示
の
結
果
は
秘
密
性
の
喪
失
に
限
ら
ず
、
市
場
喪
失
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
営
業
秘
密
侵
害
の
損
害
は
直
接
法
益
侵
害
地
に
お

い
て
だ
け
で
な
く
、
最
終
的
に
被
害
企
業
に
も
経
済
的
損
失
と
し
て
及
ぶ
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
て
は
、

請
求
訴
訟
の
場
合
に
は
原
告
住
所
地
管
轄
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
が
あ
り
得
る
が
、
不
法
行
為
地
管
轄
に
つ
い
て
客
観
的
事

実
関
係
証
明
説
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
（
４８
）

、
民
事
訴
訟
法
三
条
の
九
に
よ
り
例
外
的
に
日
本
の
国
際
裁
判
管
轄
を
否
定
で
き
る
こ
と
に

鑑
み
て
、
日
本
の
過
剰
管
轄
を
十
分
に
回
避
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
（
４９
）

。
こ
の
学
説
の
根
拠
と
し
て
は
、
不
正
競
争
行
為
に
関
す
る
諸
法
の

法
益
は
事
業
者
の
営
業
上
の
私
益
と
公
正
な
競
争
秩
序
と
い
う
公
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
国
際
裁
判
管
轄
を
認
定
す
る
に
あ
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二
一

た
り
、
い
ず
れ
の
法
益
を
基
準
に
す
べ
き
か
、
結
果
発
生
地
に
お
け
る
直
接
的
結
果
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
で
見
解
が
分
か
れ
得
る

が
、
こ
の
見
解
で
は
、
そ
の
法
益
の
い
ず
れ
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
経
済
的
な
損
害
に
も
配
慮
し
、
結
果
発
生
地
を
一
つ
に
絞
ら
ず
に

柔
軟
な
解
釈
を
可
能
と
す
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
５0
）

。

第
五
に
、
加
害
行
為
地
を
営
業
秘
密
の
取
得
・
使
用
・
開
示
行
為
が
行
わ
れ
た
地
と
す
る
と
と
も
に
、
結
果
発
生
地
を
被
害
者
の
事
業

主
体
本
拠
地
と
解
す
る
見
解
が
あ
る
（
５１
）

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
結
果
発
生
地
を
認
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
権
益
に
害
を
与
え

た
地
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
準
拠
法
の
議
論
が
参
考
に
な
り
（
５２
）

、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
諸
外
国
の
実
質
法
に
お
い
て
営
業
秘
密
を
保
護
す
る
た
め
に
は
一
定
の
管
理
状
態
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
営

業
秘
密
侵
害
の
保
護
法
益
が
そ
の
管
理
状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
営
業
秘
密
管
理
地
を
結
果
発
生
地
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、

秘
密
管
理
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
が
争
点
と
な
る
侵
害
事
件
で
は
、
営
業
秘
密
管
理
地
を
最
初
か
ら
適
切
に
把
握
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
、

営
業
秘
密
が
他
国
に
所
在
す
る
サ
ー
バ
ー
上
に
お
い
て
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
サ
ー
バ
ー
の
所
在
地
を
結
果
発
生
地
と
解
す

る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
次
に
、
結
果
発
生
地
を
加
害
行
為
地
と
解
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
加
害
行
為
地
は
加
害
者
の
恣
意
的

な
選
択
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
結
果
発
生
地
特
有
の
、
被
害
者
保
護
と
い
う
趣
旨
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
同
時
に
、
メ

タ
バ
ー
ス
空
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
侵
害
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
加
害
行
為
地
を
結
果
発
生
地
と
し
て
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、

市
場
地
を
結
果
発
生
地
と
解
す
る
こ
と
も
考
え
得
る
が
、
営
業
秘
密
侵
害
は
か
か
る
秘
密
の
開
示
や
内
部
使
用
に
該
当
す
る
場
合
、
市
場

に
影
響
を
与
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
メ
タ
バ
ー
ス
空
間
の
よ
う
な
市
場
で
は
、
市
場
の
所
在
地
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
で
は
、
被
害
者
の
本
拠
地
を
結
果
発
生
地
と
解
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
結
果
発
生
地
を
、
営
業
秘
密
が
保

有
さ
れ
て
い
る
事
業
体
の
本
拠
地
に
で
は
な
く
、
営
業
上
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
本
拠
地
に
あ
る
と
解
す
る
も
の
で
、
営
業
秘
密
の
保
持

）
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二
一

た
り
、
い
ず
れ
の
法
益
を
基
準
に
す
べ
き
か
、
結
果
発
生
地
に
お
け
る
直
接
的
結
果
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
で
見
解
が
分
か
れ
得
る

が
、
こ
の
見
解
で
は
、
そ
の
法
益
の
い
ず
れ
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
経
済
的
な
損
害
に
も
配
慮
し
、
結
果
発
生
地
を
一
つ
に
絞
ら
ず
に

柔
軟
な
解
釈
を
可
能
と
す
べ
き
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
５0
）

。

第
五
に
、
加
害
行
為
地
を
営
業
秘
密
の
取
得
・
使
用
・
開
示
行
為
が
行
わ
れ
た
地
と
す
る
と
と
も
に
、
結
果
発
生
地
を
被
害
者
の
事
業

主
体
本
拠
地
と
解
す
る
見
解
が
あ
る
（
５１
）

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
結
果
発
生
地
を
認
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
日
本
に
お
け
る
権
益
に
害
を
与
え

た
地
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
準
拠
法
の
議
論
が
参
考
に
な
り
（
５２
）

、
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
諸
外
国
の
実
質
法
に
お
い
て
営
業
秘
密
を
保
護
す
る
た
め
に
は
一
定
の
管
理
状
態
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
営

業
秘
密
侵
害
の
保
護
法
益
が
そ
の
管
理
状
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
営
業
秘
密
管
理
地
を
結
果
発
生
地
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、

秘
密
管
理
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
が
争
点
と
な
る
侵
害
事
件
で
は
、
営
業
秘
密
管
理
地
を
最
初
か
ら
適
切
に
把
握
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
、

営
業
秘
密
が
他
国
に
所
在
す
る
サ
ー
バ
ー
上
に
お
い
て
管
理
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
サ
ー
バ
ー
の
所
在
地
を
結
果
発
生
地
と
解
す

る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
次
に
、
結
果
発
生
地
を
加
害
行
為
地
と
解
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
加
害
行
為
地
は
加
害
者
の
恣
意
的

な
選
択
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
結
果
発
生
地
特
有
の
、
被
害
者
保
護
と
い
う
趣
旨
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
同
時
に
、
メ

タ
バ
ー
ス
空
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
侵
害
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
加
害
行
為
地
を
結
果
発
生
地
と
し
て
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、

市
場
地
を
結
果
発
生
地
と
解
す
る
こ
と
も
考
え
得
る
が
、
営
業
秘
密
侵
害
は
か
か
る
秘
密
の
開
示
や
内
部
使
用
に
該
当
す
る
場
合
、
市
場

に
影
響
を
与
え
な
い
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、
メ
タ
バ
ー
ス
空
間
の
よ
う
な
市
場
で
は
、
市
場
の
所
在
地
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
で
は
、
被
害
者
の
本
拠
地
を
結
果
発
生
地
と
解
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
結
果
発
生
地
を
、
営
業
秘
密
が
保

有
さ
れ
て
い
る
事
業
体
の
本
拠
地
に
で
は
な
く
、
営
業
上
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
本
拠
地
に
あ
る
と
解
す
る
も
の
で
、
営
業
秘
密
の
保
持
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二
二

者
は
そ
の
本
拠
地
に
お
い
て
同
秘
密
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
り
有
形
無
形
の
営
業
上
の
利
益
を
獲
得
で
き
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
海
外
の
サ
ー
バ
ー
に
お
い
て
営
業
秘
密
が
管
理
さ
れ
、
遠
隔
で
不
正
に
使
用
さ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
侵
害
者
が
営
業
秘
密
を

内
部
に
お
い
て
使
用
し
た
場
合
、
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
開
示
や
使
用
の
場
合
で
も
結
果
発
生
地
を
合
理
的
に
確
定
で
き
る
と
解
さ
れ

て
い
る
（
５３
）

。

３
　
ま
と
め

以
上
、
営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
同
侵
害
の
不
法
行
為
地
を
管
轄
原
因
と
す
る
可
能
性
と
不
法
行
為

地
の
解
釈
に
つ
い
て
の
日
本
の
判
例
と
学
説
で
行
わ
れ
て
き
た
議
論
を
概
観
し
た
。
判
例
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
二
〇
一
一
年
改
正
前

の
民
事
訴
訟
法
の
事
件
と
し
て
上
記
判
例
⑴
・
⑵
・
⑶
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⑴
で
は
、
営
業
秘
密
侵
害
事
案
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
定
す
る

に
あ
た
り
、
契
約
締
結
、
営
業
秘
密
開
示
、
契
約
交
渉
等
の
加
害
行
為
に
関
す
る
一
連
の
重
要
な
行
為
を
重
視
し
、
そ
の
中
の
営
業
秘
密

開
示
が
行
わ
れ
た
地
が
管
轄
原
因
と
な
る
不
法
行
為
地
と
し
て
認
定
さ
れ
た
。
⑵
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
地
の
証
明
は
足
り
な
か
っ
た

が
、
国
際
裁
判
管
轄
の
判
断
に
際
し
て
は
営
業
秘
密
侵
害
を
不
正
競
争
行
為
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
不
正
競
争
行
為
は

特
定
の
相
手
に
向
け
ら
れ
た
行
為
に
該
当
す
る
た
め
、
通
常
の
不
法
行
為
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
と
の
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

判
例
⑶
は
、
営
業
秘
密
侵
害
の
場
合
に
お
け
る
管
轄
原
因
と
し
て
の
不
法
行
為
地
を
認
定
す
る
に
あ
た
り
、
経
済
的
損
害
を
受
け
た
被
害

者
の
本
拠
地
は
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
と
判
断
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
営
業
秘
密
侵
害
の
範
囲
は
容
易
に
拡
大
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の

結
果
発
生
地
を
認
定
す
る
と
き
に
は
当
事
者
の
予
見
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
ま
た
、
営
業
秘
密
侵
害
の
国
際

裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
被
害
者
の
利
益
の
中
心
地
を
管
轄
原
因
と
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
る
。
最
後
に
、
改
正
後
の
民
事
訴
訟
の
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二
三

対
象
と
な
っ
た
⑷
事
件
で
は
、
当
該
業
秘
密
侵
害
は
特
許
権
に
係
る
問
題
と
さ
れ
、
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
属
地
主
義
が
採
用
さ
れ

た
と
同
時
に
、
結
果
発
生
地
か
ら
経
済
的
損
害
が
生
じ
た
被
害
者
の
本
拠
地
が
外
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
本
件
に
お
け
る
損
害

は
世
界
規
模
の
技
術
市
場
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
結
果
発
生
地
は
被
害
者
の
利
益
の
中
心
地
に
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。

学
説
で
は
、
国
際
裁
判
管
轄
の
判
断
に
お
け
る
営
業
秘
密
侵
害
の
不
法
行
為
地
は
加
害
行
為
地
と
結
果
発
生
地
を
包
含
し
て
い
る
前
提

で
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
加
害
行
為
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
偶
然
性
を
理
由
に
そ
れ
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

見
解
、
最
終
的
取
得
地
と
侵
害
の
準
備
行
為
地
を
重
視
す
る
見
解
、
加
害
行
為
地
を
営
業
秘
密
の
取
得
・
開
示
・
使
用
が
行
わ
れ
た
地
と

す
る
見
解
が
見
受
け
ら
れ
る
。
結
果
発
生
地
の
解
釈
に
つ
い
て
は
よ
り
複
数
の
見
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
ず
、
営
業
秘
密
の
管
理
地
を

結
果
発
生
地
と
解
す
る
立
場
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
単
に
営
業
秘
密
の
守
秘
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
地
、
あ
る
い
は
営
業
秘
密
の

保
持
者
が
そ
れ
を
管
理
し
て
い
る
地
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
は
、
結
果
発
生
地
の
概
念
を
固
定
さ
せ
ず
、
事
件
ご
と
に
そ
れ

を
検
討
す
る
こ
と
を
勧
め
る
学
説
と
、
結
果
発
生
地
を
営
業
上
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
被
害
者
の
本
拠
地
と
す
る
学
説
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
民
事
訴
訟
法
三
条
の
三
第
八
号
に
基
づ
い
て
営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
定
す
る
場
合
に
は
、
不
法
行
為
地

の
解
釈
論
は
紛
糾
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
解
釈
論
に
対
し
示
唆
を
得
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
議

論
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
章
　
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
下
の
議
論

１
　
一
般
論

Ｅ
Ｕ
諸
国
は
従
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
事
訴
訟
法
を
制
定
し
適
用
し
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｕ
の
前
身
た
る
欧
州
共
同
体
は
一
九
六
〇
年
代
よ
り

）
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二
三

対
象
と
な
っ
た
⑷
事
件
で
は
、
当
該
業
秘
密
侵
害
は
特
許
権
に
係
る
問
題
と
さ
れ
、
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
属
地
主
義
が
採
用
さ
れ

た
と
同
時
に
、
結
果
発
生
地
か
ら
経
済
的
損
害
が
生
じ
た
被
害
者
の
本
拠
地
が
外
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
本
件
に
お
け
る
損
害

は
世
界
規
模
の
技
術
市
場
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
結
果
発
生
地
は
被
害
者
の
利
益
の
中
心
地
に
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。

学
説
で
は
、
国
際
裁
判
管
轄
の
判
断
に
お
け
る
営
業
秘
密
侵
害
の
不
法
行
為
地
は
加
害
行
為
地
と
結
果
発
生
地
を
包
含
し
て
い
る
前
提

で
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
加
害
行
為
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
偶
然
性
を
理
由
に
そ
れ
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う

見
解
、
最
終
的
取
得
地
と
侵
害
の
準
備
行
為
地
を
重
視
す
る
見
解
、
加
害
行
為
地
を
営
業
秘
密
の
取
得
・
開
示
・
使
用
が
行
わ
れ
た
地
と

す
る
見
解
が
見
受
け
ら
れ
る
。
結
果
発
生
地
の
解
釈
に
つ
い
て
は
よ
り
複
数
の
見
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
ず
、
営
業
秘
密
の
管
理
地
を

結
果
発
生
地
と
解
す
る
立
場
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
は
単
に
営
業
秘
密
の
守
秘
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
地
、
あ
る
い
は
営
業
秘
密
の

保
持
者
が
そ
れ
を
管
理
し
て
い
る
地
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
は
、
結
果
発
生
地
の
概
念
を
固
定
さ
せ
ず
、
事
件
ご
と
に
そ
れ

を
検
討
す
る
こ
と
を
勧
め
る
学
説
と
、
結
果
発
生
地
を
営
業
上
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
被
害
者
の
本
拠
地
と
す
る
学
説
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
民
事
訴
訟
法
三
条
の
三
第
八
号
に
基
づ
い
て
営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
定
す
る
場
合
に
は
、
不
法
行
為
地

の
解
釈
論
は
紛
糾
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
解
釈
論
に
対
し
示
唆
を
得
る
た
め
に
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
議

論
を
見
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
章
　
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
下
の
議
論

１
　
一
般
論

Ｅ
Ｕ
諸
国
は
従
来
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
事
訴
訟
法
を
制
定
し
適
用
し
て
い
る
が
、
Ｅ
Ｕ
の
前
身
た
る
欧
州
共
同
体
は
一
九
六
〇
年
代
よ
り

）
三
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日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

二
四

判
決
の
承
認
・
執
行
の
み
な
ら
ず
、
国
際
裁
判
管
轄
に
関
す
る
統
一
規
則
の
起
草
作
業
に
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
の
作
業
は
一
九
六
八
年

に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
（
５４
）

と
し
て
結
実
し
、
同
条
約
は
数
回
に
わ
た
り
改
正
さ
れ
、
そ
の
役
割
を
引
き
継
ぐ
Ｅ
Ｕ
の
規
則
と
し
て
、「
民
事
及

び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
及
び
裁
判
の
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
二
日
の
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
四
四
号
・

二
〇
〇
一
年
（
５５
））」

が
二
〇
〇
二
年
三
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
規
則
は
さ
ら
に
改
正
を
経
て
、
そ
の
成
果
と
な
る
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改

正
規
則
は
二
〇
一
三
年
三
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
（
５６
）

。
こ
の
規
則
の
解
釈
は
通
常
Ｅ
Ｕ
の
各
構
成
国
の
裁
判
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
が
、
そ
の

裁
判
所
は
必
要
に
応
じ
て
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
対
し
解
釈
の
指
導
を
求
め
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
先
決
裁
定
に
よ
り
そ
の
解
釈
を
統
一
し
て
い
る
（
５７
）

。

ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
は
、
一
般
管
轄
原
因
と
し
て
、
４
条
（
５８
）

に
お
い
て
被
告
住
所
地
を
採
用
し
て
い
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
と
法
的

紛
争
と
の
間
の
密
接
な
関
連
性
、
あ
る
い
は
秩
序
あ
る
司
法
の
促
進
に
配
慮
す
る
た
め
に
特
別
管
轄
原
因
を
定
め
る
規
則
も
設
け
て
い
る
。

そ
の
密
接
な
関
連
性
は
特
に
、
法
的
安
定
性
を
も
た
ら
し
、
相
手
方
当
事
者
が
合
理
的
に
予
測
し
得
な
い
よ
う
な
構
成
国
の
裁
判
所
に
訴

え
ら
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
５９
）

。

特
別
管
轄
に
関
す
る
規
則
の
な
か
で
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
７
条
２
項
は
不
法
行
為
地
を
管
轄
原
因
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

「
構
成
国
の
主
権
領
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に
対
し
て
は
、
以
下
の
場
合
、
他
の
構
成
国
に
お
い
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
…
）
２
不
法
行
為
若
し
く
は
不
法
行
為
に
相
当
す
る
行
為
又
は
そ
う
し
た
行
為
に
基
づ
く
請
求
権
が
手
続
の
対
象
で
あ
る
と
き
は
、
損

害
結
果
が
発
生
し
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
の
裁
判
所
（
…
（
６0
））」

）
三
三
三
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業
秘
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侵
害
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国
際
裁
判
管
轄
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レ
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二
五

こ
の
７
条
２
項
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
項
は
債
権
者
に
対
し
債
務
者
が
負
う
契
約
外
債
務
を
根
拠
と
す

る
管
轄
原
因
を
定
め
て
お
り
、
こ
の
管
轄
原
因
は
証
拠
方
法
に
つ
い
て
適
切
で
あ
る
と
と
も
に
、
準
拠
実
質
法
と
の
密
接
な
関
係
も
保
障

し
て
い
る
（
６１
）

。
次
に
、
同
項
に
お
け
る
不
法
行
為
地
と
い
う
概
念
は
Ｅ
Ｕ
の
各
構
成
国
の
国
内
法
に
よ
る
こ
と
な
く
独
立
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ

構
成
国
に
お
け
る
契
約
外
債
務
の
概
念
を
統
一
し
て
い
る
（
６２
）

。
さ
ら
に
、
同
項
は
損
害
賠
償
の
み
な
ら
ず
、
差
止
め
、
債
務
不
存
在
確
認
等

被
告
の
契
約
外
債
務
に
関
す
る
請
求
の
全
て
を
包
含
す
る
。
な
お
、
本
項
の
不
法
行
為
地
は
契
約
債
務
の
不
履
行
地
と
い
う
管
轄
原
因
を

排
斥
す
る
た
め
、
訴
訟
に
際
し
て
は
ま
ず
、
争
点
が
契
約
関
係
ま
た
は
不
法
行
為
に
関
わ
る
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
さ

れ
て
い
る
（
６３
）

。

７
条
２
項
を
適
用
す
る
際
、
損
害
結
果
が
発
生
し
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
を
認
定
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
そ
の
地
の
内
容
は

条
文
上
で
は
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
地
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
長
年
に
わ
た
っ
て
先
決
裁
定
を
重

ね
、
そ
の
地
を
損
害
の
加
害
行
為
地
と
し
て
も
、
結
果
発
生
地
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
、
原
告
は
そ
れ
ら
か
ら
選
択
で
き
る
と
解
し
て
い

る
（
６４
）

。
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
は
一
見
、
不
法
行
為
に
よ
り
些
細
な
損
害
が
あ
る
地
で
も
そ
の
地
を
結
果
発
生
地
と
し
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を

有
す
る
よ
う
に
み
え
、
こ
の
立
場
は
原
告
に
対
し
有
利
に
働
い
て
お
り
、
法
廷
地
漁
り
に
つ
な
が
る
と
指
摘
さ
れ
得
る
が
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は

そ
の
地
に
生
じ
た
損
害
に
限
っ
て
請
求
で
き
る
と
い
う
モ
ザ
イ
ク
理
論
を
提
示
し
た
（
６５
）

。
他
方
、
加
害
行
為
地
に
基
づ
き
国
際
裁
判
管
轄
権

を
有
す
る
裁
判
所
は
全
て
の
損
害
に
つ
い
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
６６
）

。

加
害
行
為
は
一
連
の
行
為
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
加
害
行
為
地
を
特
定
す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
は
単
に
損
害
を
発
生
さ
せ
る
一
連
の

行
為
が
開
始
さ
れ
た
地
と
解
さ
れ
る
見
解
（
６７
）

と
、
最
初
ま
た
は
最
後
の
行
為
の
み
で
は
な
く
、
当
該
加
害
行
為
は
準
備
行
為
も
含
め
て
、
損

害
を
起
こ
す
過
程
の
中
で
同
損
害
の
必
然
的
な
原
因
と
な
る
行
為
が
行
わ
れ
た
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
（
６８
）

。
不
正
競
争
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秘
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二
五

こ
の
７
条
２
項
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
項
は
債
権
者
に
対
し
債
務
者
が
負
う
契
約
外
債
務
を
根
拠
と
す

る
管
轄
原
因
を
定
め
て
お
り
、
こ
の
管
轄
原
因
は
証
拠
方
法
に
つ
い
て
適
切
で
あ
る
と
と
も
に
、
準
拠
実
質
法
と
の
密
接
な
関
係
も
保
障

し
て
い
る
（
６１
）

。
次
に
、
同
項
に
お
け
る
不
法
行
為
地
と
い
う
概
念
は
Ｅ
Ｕ
の
各
構
成
国
の
国
内
法
に
よ
る
こ
と
な
く
独
立
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ

構
成
国
に
お
け
る
契
約
外
債
務
の
概
念
を
統
一
し
て
い
る
（
６２
）

。
さ
ら
に
、
同
項
は
損
害
賠
償
の
み
な
ら
ず
、
差
止
め
、
債
務
不
存
在
確
認
等

被
告
の
契
約
外
債
務
に
関
す
る
請
求
の
全
て
を
包
含
す
る
。
な
お
、
本
項
の
不
法
行
為
地
は
契
約
債
務
の
不
履
行
地
と
い
う
管
轄
原
因
を

排
斥
す
る
た
め
、
訴
訟
に
際
し
て
は
ま
ず
、
争
点
が
契
約
関
係
ま
た
は
不
法
行
為
に
関
わ
る
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
明
さ

れ
て
い
る
（
６３
）

。

７
条
２
項
を
適
用
す
る
際
、
損
害
結
果
が
発
生
し
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
を
認
定
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
そ
の
地
の
内
容
は

条
文
上
で
は
明
確
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
地
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
長
年
に
わ
た
っ
て
先
決
裁
定
を
重

ね
、
そ
の
地
を
損
害
の
加
害
行
為
地
と
し
て
も
、
結
果
発
生
地
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
、
原
告
は
そ
れ
ら
か
ら
選
択
で
き
る
と
解
し
て
い

る
（
６４
）

。
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
は
一
見
、
不
法
行
為
に
よ
り
些
細
な
損
害
が
あ
る
地
で
も
そ
の
地
を
結
果
発
生
地
と
し
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を

有
す
る
よ
う
に
み
え
、
こ
の
立
場
は
原
告
に
対
し
有
利
に
働
い
て
お
り
、
法
廷
地
漁
り
に
つ
な
が
る
と
指
摘
さ
れ
得
る
が
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は

そ
の
地
に
生
じ
た
損
害
に
限
っ
て
請
求
で
き
る
と
い
う
モ
ザ
イ
ク
理
論
を
提
示
し
た
（
６５
）

。
他
方
、
加
害
行
為
地
に
基
づ
き
国
際
裁
判
管
轄
権

を
有
す
る
裁
判
所
は
全
て
の
損
害
に
つ
い
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
６６
）

。

加
害
行
為
は
一
連
の
行
為
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
加
害
行
為
地
を
特
定
す
る
に
あ
た
り
、
そ
れ
は
単
に
損
害
を
発
生
さ
せ
る
一
連
の

行
為
が
開
始
さ
れ
た
地
と
解
さ
れ
る
見
解
（
６７
）

と
、
最
初
ま
た
は
最
後
の
行
為
の
み
で
は
な
く
、
当
該
加
害
行
為
は
準
備
行
為
も
含
め
て
、
損

害
を
起
こ
す
過
程
の
中
で
同
損
害
の
必
然
的
な
原
因
と
な
る
行
為
が
行
わ
れ
た
地
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
（
６８
）

。
不
正
競
争

）
三
三
九
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

二
六

行
為
に
つ
い
て
は
加
害
行
為
地
は
企
業
の
一
方
的
な
不
正
競
争
行
為
の
場
合
、
加
害
者
の
営
業
所
所
在
地
に
該
当
し
、
独
禁
法
に
反
す
る

競
争
制
限
を
及
ぼ
す
合
意
は
そ
の
合
意
が
成
立
し
た
地
、
あ
る
い
は
そ
の
合
意
が
実
施
さ
れ
た
地
に
あ
る
と
解
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
（
６９
）

。

結
果
発
生
地
と
は
、
侵
害
行
為
が
被
害
者
の
主
な
財
産
に
損
害
を
与
え
た
地
で
あ
り
、
物
理
的
損
害
・
経
済
的
損
害
と
と
も
に
、
利
益

の
損
失
や
市
場
利
益
の
減
少
も
含
ん
で
お
り
、
損
害
と
そ
れ
を
発
生
さ
せ
た
侵
害
行
為
の
間
に
は
因
果
関
係
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
結
果
発
生
地
を
確
認
す
る
と
き
は
、
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
損
害
が
直
接
的
な
も
の
に
限
っ
て
お
り
、
損
害
が
最
初
に
発
生
し

た
地
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
つ
の
国
家
に
お
い
て
は
す
で
に
生
じ
た
損
害
に
よ
り
別
の
国
家
に
対
し
金
銭
的
な

損
害
ま
た
は
不
利
な
結
果
が
及
ん
だ
と
し
て
も
、
後
者
の
損
害
は
考
慮
さ
れ
な
い
（
７0
）

。
な
お
、
場
合
に
よ
り
経
済
的
損
害
は
、
直
接
的
な
も

の
で
あ
れ
ば
、
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
カ
ル
テ
ル
に
よ
り
被
害
者
が
被
っ
た
追
加
費
用
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
７１
）

。
不
正
競
争

行
為
の
結
果
発
生
地
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
６
条
の
よ
う
に
特
定
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
ロ
ー
マ

Ⅱ
規
則
と
同
様
に
、
市
場
に
向
け
ら
れ
た
不
正
競
争
行
為
に
つ
い
て
は
市
場
地
を
管
轄
原
因
と
し
、
特
定
の
相
手
に
向
け
ら
れ
た
不
正
競

争
行
為
に
つ
い
て
は
通
常
の
不
法
行
為
と
解
す
る
立
場
が
採
用
で
き
る
が
、
こ
の
立
場
は
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
に
よ
り
い
ま
だ
に
認
め
ら
れ
て
い
な

い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
７２
）

。

２
　
営
業
秘
密
侵
害
の
不
法
行
為
地
に
関
す
る
学
説

７
条
２
項
を
適
用
し
た
場
合
、
営
業
秘
密
侵
害
の
結
果
発
生
地
と
加
害
行
為
地
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ

れ
に
関
し
て
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
現
時
点
に
お
い
て
は
先
決
裁
定
を
出
し
て
な
い
が
（
７３
）

、
い
く
つ
か
の
学
説
（
７４
）

が
見
受
け
ら
れ
る
。

）
三
三
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

二
七

⑴

　

O
hly

教
授

O
hly

教
授
は
加
害
行
為
地
に
つ
い
て
加
害
行
為
を
複
数
の
行
為
に
区
別
し
た
上
で
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
結
果
発
生
地
と

し
て
営
業
秘
密
侵
害
行
為
の
影
響
が
及
ん
だ
市
場
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
（
７５
）

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
は
一
般
に
不
法
行
為
と
し

て
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
不
法
行
為
と
同
時
に
契
約
の
債
務
不
履
行
と
解
し
得
る
た
め
、
営
業
秘
密
侵
害
は
い
ず
れ

の
法
律
関
係
に
該
当
す
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
、
Ｅ
Ｕ
の
「
非
開
示
の
ノ
ウ
ハ
ウ
及
び
企
業
情
報
（
営
業
秘
密
）

の
違
法
な
取
得
、
使
用
及
び
開
示
に
対
す
る
保
護
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
の
二
〇
一
六
年
年
六
月
八
日
の
指
令
（
Ｅ
Ｕ
）

二
〇
一
六
年
・
九
四
三
号
（
７６
）（

以
下
は
「
営
業
秘
密
保
護
指
令
」
と
い
う
（
７７
））」

は
そ
の
４
条
３
項
ａ
～
ｃ
号
（
７８
）

に
よ
れ
ば
、
営
業
秘
密
の
使
用
と
開

示
は
保
持
者
の
同
意
な
し
に
不
正
に
そ
の
秘
密
を
取
得
さ
せ
た
場
合
、
あ
る
い
は
秘
密
保
持
契
約
ま
た
は
営
業
秘
密
を
開
示
ま
た
は
使
用

し
な
い
と
い
う
他
の
法
的
な
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
上
述
の
よ
う
に
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
で

は
契
約
債
務
の
不
履
行
地
と
不
法
行
為
地
の
管
轄
原
因
を
相
互
的
に
排
斥
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
営
業
秘
密
侵
害
は
ど
れ
に
該
当
す
る

か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
関
し
、M

arc B
rogsitter v F

abrication de M
ontres N

orm
andes E

U
R

L
 and K

arsten F
räßdorf

事
件
の
先
決
裁
定
（
７９
）

で
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
契
約
と
不
法
行
為
と
い
う
概
念
は
各
国
の
法
律
か
ら
離
れ
て
独
自
的
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
し

た
上
で
、
当
該
行
為
の
不
正
を
認
定
す
る
に
は
当
事
者
間
に
成
立
し
て
い
る
契
約
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
は
、
契
約
に
基
づ
い
て
国
際
裁

判
管
轄
を
確
認
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
事
件
に
お
い
て
は
秘
密
保
持
契
約
等

が
関
わ
っ
て
い
れ
ば
、
契
約
不
履
行
地
の
管
轄
原
因
に
基
づ
い
て
国
際
裁
判
管
轄
を
確
認
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
が
、
こ
の
先
決
裁
定
が

出
さ
れ
た
と
き
は
、
Ｅ
Ｕ
は
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
扱
い
の
調
和
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
営
業
秘
密
侵
害
の
性
質
決
定
を
準
拠
実
質
法
に

委
ね
て
い
た
が
、
営
業
秘
密
保
護
指
令
の
導
入
に
よ
り
同
法
の
４
条
３
項
ｂ
に
お
け
る
行
為
は
国
内
法
に
お
け
る
同
概
念
と
は
関
係
な
く
、

）
三
三
三
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

二
七

⑴

　

O
hly

教
授

O
hly

教
授
は
加
害
行
為
地
に
つ
い
て
加
害
行
為
を
複
数
の
行
為
に
区
別
し
た
上
で
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
結
果
発
生
地
と

し
て
営
業
秘
密
侵
害
行
為
の
影
響
が
及
ん
だ
市
場
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
（
７５
）

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
は
一
般
に
不
法
行
為
と
し

て
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
不
法
行
為
と
同
時
に
契
約
の
債
務
不
履
行
と
解
し
得
る
た
め
、
営
業
秘
密
侵
害
は
い
ず
れ

の
法
律
関
係
に
該
当
す
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
、
Ｅ
Ｕ
の
「
非
開
示
の
ノ
ウ
ハ
ウ
及
び
企
業
情
報
（
営
業
秘
密
）

の
違
法
な
取
得
、
使
用
及
び
開
示
に
対
す
る
保
護
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
の
二
〇
一
六
年
年
六
月
八
日
の
指
令
（
Ｅ
Ｕ
）

二
〇
一
六
年
・
九
四
三
号
（
７６
）（

以
下
は
「
営
業
秘
密
保
護
指
令
」
と
い
う
（
７７
））」

は
そ
の
４
条
３
項
ａ
～
ｃ
号
（
７８
）

に
よ
れ
ば
、
営
業
秘
密
の
使
用
と
開

示
は
保
持
者
の
同
意
な
し
に
不
正
に
そ
の
秘
密
を
取
得
さ
せ
た
場
合
、
あ
る
い
は
秘
密
保
持
契
約
ま
た
は
営
業
秘
密
を
開
示
ま
た
は
使
用

し
な
い
と
い
う
他
の
法
的
な
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
上
述
の
よ
う
に
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
で

は
契
約
債
務
の
不
履
行
地
と
不
法
行
為
地
の
管
轄
原
因
を
相
互
的
に
排
斥
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
営
業
秘
密
侵
害
は
ど
れ
に
該
当
す
る

か
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
関
し
、M

arc B
rogsitter v F

abrication de M
ontres N

orm
andes E

U
R

L
 and K

arsten F
räßdorf

事
件
の
先
決
裁
定
（
７９
）

で
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
契
約
と
不
法
行
為
と
い
う
概
念
は
各
国
の
法
律
か
ら
離
れ
て
独
自
的
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
し

た
上
で
、
当
該
行
為
の
不
正
を
認
定
す
る
に
は
当
事
者
間
に
成
立
し
て
い
る
契
約
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
は
、
契
約
に
基
づ
い
て
国
際
裁

判
管
轄
を
確
認
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
事
件
に
お
い
て
は
秘
密
保
持
契
約
等

が
関
わ
っ
て
い
れ
ば
、
契
約
不
履
行
地
の
管
轄
原
因
に
基
づ
い
て
国
際
裁
判
管
轄
を
確
認
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
が
、
こ
の
先
決
裁
定
が

出
さ
れ
た
と
き
は
、
Ｅ
Ｕ
は
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
扱
い
の
調
和
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
営
業
秘
密
侵
害
の
性
質
決
定
を
準
拠
実
質
法
に

委
ね
て
い
た
が
、
営
業
秘
密
保
護
指
令
の
導
入
に
よ
り
同
法
の
４
条
３
項
ｂ
に
お
け
る
行
為
は
国
内
法
に
お
け
る
同
概
念
と
は
関
係
な
く
、

）
三
三
三
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

二
八

不
法
行
為
と
し
て
扱
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
（
８0
）

。
く
わ
え
て
、
営
業
秘
密
保
護
指
令
６
条
２
項
ｃ
号
（
８１
）

は
「
効
果
的
か
つ
抑
止
効
果
が
あ

る
」
保
護
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
営
業
秘
密
の
開
示
が
行
わ
れ
、
あ
る
い
は
行
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
国
家
に
お
い
て
は
被
害
者

が
そ
の
開
示
を
阻
止
す
べ
く
、
営
業
秘
密
侵
害
を
不
法
行
為
と
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
鑑
み
て
、
営
業
秘
密
侵
害
の
特
別

管
轄
は
７
条
２
項
に
よ
る
こ
と
と
な
り
、
同
侵
害
の
不
法
行
為
地
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
（
８２
）

。
そ
れ
ゆ
え
、O

hly

教
授
は
不
法
行
為
地

を
加
害
行
為
地
と
結
果
発
生
地
に
分
け
た
上
で
以
下
の
よ
う
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。

ア
　
加
害
行
為
地

加
害
行
為
地
に
つ
い
て
は
、
不
正
に
競
争
を
妨
げ
る
商
品
の
販
売
ま
で
は
、
一
連
の
行
為
が
行
わ
れ
る
た
め
、
加
害
行
為
地
を
特
定
す

る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
共
同
不
法
行
為
の
場
合
に
は
単
一
の
加
害
者
の
行
為
は
損
害
を
発
生
さ
せ

る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た
が
（
８３
）

、
営
業
秘
密
侵
害
は
因
果
関
係
に
あ
る
行
為
を
経
て
最
終
的
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、

取
得
、
開
示
、
商
品
の
製
造
等
の
行
為
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
、
そ
の
内
容
に
よ
り
区
別
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
営
業
秘
密
を
内
容
と
す
る

そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
を
個
別
に
考
慮
し
、
そ
れ
に
よ
る
損
害
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
得
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判

所
は
そ
の
地
に
限
っ
て
生
じ
た
損
害
を
考
慮
す
る
。
な
お
、
証
拠
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
不
法
行
為
の
場
合
に
は
、

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
サ
ー
バ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
地
で
は
な
く
、
侵
害
行
為
が
開
始
さ
れ
た
地
が
加
害
行
為
地
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
（
８４
）

が
、

営
業
秘
密
が
ハ
ッ
キ
ン
グ
に
よ
り
取
得
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
行
為
が
開
始
さ
れ
た
地
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
８５
）

。

）
三
三
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

二
九

イ
　
結
果
発
生
地

結
果
発
生
地
に
関
し
て
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
知
的
財
産
権
に
つ
い
て
属
地
主
義
を
採
用
し
、
結
果
発
生
地
を
権
利
が
登
記
さ
れ
て
い
る
地

で
あ
る
と
判
断
し
て
お
り
（
８６
）

、
他
人
の
商
品
と
混
同
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
や
比
較
広
告
の
よ
う
な
不
正
競
争
行
為
に
つ
い
て
は
７
条
２
項
で

は
直
接
的
な
効
果
の
み
が
考
慮
さ
れ
る
た
め
、
結
果
発
生
地
は
消
費
者
が
そ
の
広
告
を
読
み
、
理
解
で
き
る
地
と
な
る
と
判
断
し
た
（
８７
）

。
他

方
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
人
格
権
の
侵
害
に
つ
い
て
は
結
果
発
生
地
を
被
害
者
の
利
益
が
集
中
し
て
い
る
地
と
し
た
（
８８
）

。
こ
れ
に
鑑
み
て
、
営
業

秘
密
侵
害
は
市
場
に
向
け
ら
れ
た
場
合
が
あ
り
、
知
的
財
産
権
ま
た
は
上
記
不
正
競
争
行
為
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
他
方
、
営
業

秘
密
侵
害
は
機
密
情
報
の
開
示
に
よ
り
そ
の
情
報
を
管
理
し
て
い
た
企
業
に
影
響
が
出
る
こ
と
や
、
産
業
ス
パ
イ
等
の
行
為
が
行
わ
れ
る

こ
と
等
人
格
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
場
合
に
類
似
し
て
お
り
、
人
格
権
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
と
同
様
に
、
原
告
は
自
分
の
国
で
訴
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
立
場
は
本
来
な
ら
ば
国
際
裁
判
管
轄
の
原
則
で
あ
る
被
告
住
所
地
主
義
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
が
、

人
格
権
、
ま
た
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
対
象
と
す
る
諸
法
は
人
間
の
尊
厳
を
保
護
す
る
趣
旨
を
有
す
る
た
め
、
原
告
は
自
分
の
国
で
訴
え

る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
考
え
れ
ば
、
営
業
秘
密
の
よ
う
な
商
業
的
情
報
に
つ
い
て
は
人
格
権
と
同
じ
立
場
を
採

用
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
発
生
地
は
市
場
に
影
響
ま
た
は
第
三
者
に
影
響
を
与
え
る
地
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
（
８９
）

。

⑵

　

Lundstedt

教
授

L
undstedt

教
授
は
、
加
害
行
為
地
を
加
害
者
が
侵
害
行
為
に
着
手
し
た
地
と
し
、
結
果
発
生
地
は
秘
密
保
持
者
の
所
在
地
と
な
り
つ

つ
も
場
合
に
よ
り
市
場
地
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
（
９0
）

。
こ
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
７
条
２
項
を
適
用
す
る
に
あ
た
り
、

営
業
秘
密
侵
害
は
不
法
行
為
に
該
当
す
る
か
、
該
当
す
る
と
す
れ
ば
不
法
行
為
地
を
ど
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
か
と
い
う
二
つ
の
問
題
が

）
三
三
七
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

二
九

イ
　
結
果
発
生
地

結
果
発
生
地
に
関
し
て
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
知
的
財
産
権
に
つ
い
て
属
地
主
義
を
採
用
し
、
結
果
発
生
地
を
権
利
が
登
記
さ
れ
て
い
る
地

で
あ
る
と
判
断
し
て
お
り
（
８６
）

、
他
人
の
商
品
と
混
同
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
や
比
較
広
告
の
よ
う
な
不
正
競
争
行
為
に
つ
い
て
は
７
条
２
項
で

は
直
接
的
な
効
果
の
み
が
考
慮
さ
れ
る
た
め
、
結
果
発
生
地
は
消
費
者
が
そ
の
広
告
を
読
み
、
理
解
で
き
る
地
と
な
る
と
判
断
し
た
（
８７
）

。
他

方
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
人
格
権
の
侵
害
に
つ
い
て
は
結
果
発
生
地
を
被
害
者
の
利
益
が
集
中
し
て
い
る
地
と
し
た
（
８８
）

。
こ
れ
に
鑑
み
て
、
営
業

秘
密
侵
害
は
市
場
に
向
け
ら
れ
た
場
合
が
あ
り
、
知
的
財
産
権
ま
た
は
上
記
不
正
競
争
行
為
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
他
方
、
営
業

秘
密
侵
害
は
機
密
情
報
の
開
示
に
よ
り
そ
の
情
報
を
管
理
し
て
い
た
企
業
に
影
響
が
出
る
こ
と
や
、
産
業
ス
パ
イ
等
の
行
為
が
行
わ
れ
る

こ
と
等
人
格
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
場
合
に
類
似
し
て
お
り
、
人
格
権
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
と
同
様
に
、
原
告
は
自
分
の
国
で
訴
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
立
場
は
本
来
な
ら
ば
国
際
裁
判
管
轄
の
原
則
で
あ
る
被
告
住
所
地
主
義
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
が
、

人
格
権
、
ま
た
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
を
対
象
と
す
る
諸
法
は
人
間
の
尊
厳
を
保
護
す
る
趣
旨
を
有
す
る
た
め
、
原
告
は
自
分
の
国
で
訴
え

る
こ
と
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
考
え
れ
ば
、
営
業
秘
密
の
よ
う
な
商
業
的
情
報
に
つ
い
て
は
人
格
権
と
同
じ
立
場
を
採

用
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
発
生
地
は
市
場
に
影
響
ま
た
は
第
三
者
に
影
響
を
与
え
る
地
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
（
８９
）

。

⑵

　

Lundstedt

教
授

L
undstedt

教
授
は
、
加
害
行
為
地
を
加
害
者
が
侵
害
行
為
に
着
手
し
た
地
と
し
、
結
果
発
生
地
は
秘
密
保
持
者
の
所
在
地
と
な
り
つ

つ
も
場
合
に
よ
り
市
場
地
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
（
９0
）

。
こ
の
学
説
に
よ
れ
ば
、
７
条
２
項
を
適
用
す
る
に
あ
た
り
、

営
業
秘
密
侵
害
は
不
法
行
為
に
該
当
す
る
か
、
該
当
す
る
と
す
れ
ば
不
法
行
為
地
を
ど
の
よ
う
に
確
認
で
き
る
か
と
い
う
二
つ
の
問
題
が

）
三
三
七
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

三
〇

あ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
国
際
裁
判
管
轄
を
確
認
す
る
に
あ
た
り
、
問
題
と
な
る
債
務
が
契
約
に
属
す

る
か
、
契
約
外
債
務
で
あ
る
か
を
決
め
る
必
要
が
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
営
業
秘
密
侵
害
に
つ
い
て
は
ま
だ
先
決
裁
定
は
出
さ
れ
て
い
な

い
も
の
の
、
近
似
性
の
あ
る
判
例
を
見
る
限
り
で
は
、
７
条
２
項
の
適
用
範
囲
は
広
く
捉
え
ら
れ
、
不
正
競
争
行
為
（
９１
）

、
知
的
財
産
権
侵
害
（
９２
）

、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
侵
害
な
ら
び
に
名
誉
毀
損
等
（
９３
）

、
有
形
の
侵
害
に
該
当
し
な
い
行
為
に
も
及
ん
で
い
る
。
く
わ
え
て
、
営
業
秘
密
侵
害
は

国
内
法
に
よ
っ
て
は
不
当
利
得
に
基
づ
く
返
還
請
求
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
法
的
概
念
は
国
内

法
か
ら
独
立
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
営
業
秘
密
侵
害
は
一
般
に
７
条
２
項
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
る
（
９４
）

。
し
た
が
っ
て
、

L
undstedt

教
授
は
営
業
秘
密
侵
害
を
不
法
行
為
と
し
た
上
で
、
そ
の
加
害
行
為
地
と
結
果
発
生
地
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
て

い
る
。

ア
　
加
害
行
為
地

こ
の
学
説
で
は
、
営
業
秘
密
侵
害
の
加
害
行
為
地
は
加
害
者
で
あ
る
被
告
が
侵
害
に
及
ん
だ
場
所
に
該
当
す
る
が
、
営
業
秘
密
保
護
指

令
４
条
３
項
～
５
条
に
基
づ
い
て
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
た
地
は
事
件
に
よ
っ
て
は
営
業
秘
密
侵
害
の
取
得
、
開
示
地
、
使
用
地
及
び
営
業

秘
密
を
含
ん
だ
商
品
の
製
造
地
、
そ
の
宣
伝
ま
た
は
販
売
が
行
わ
れ
た
地
、
そ
の
商
品
が
輸
入
、
輸
出
さ
れ
た
地
等
に
該
当
し
得
る
（
９５
）

。
そ

の
結
果
、
営
業
秘
密
の
保
持
者
に
は
多
く
の
裁
判
所
に
お
い
て
提
訴
し
、
法
廷
地
漁
り
の
蓋
然
性
が
浮
上
し
得
る
が
、
加
害
行
為
地
に
お

け
る
証
拠
と
証
言
は
異
な
る
国
家
の
請
求
に
つ
い
て
は
関
連
性
を
持
つ
こ
と
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
法
廷
地
漁
り
の
蓋
然
性
を
抑
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
侵
害
行
為
に
関
す
る
証
拠
の
所
在
地
を
重
視
す
れ
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
の
加
害
行
為
地
は
営
業
秘
密
が
最
初
に
不

正
に
取
得
さ
れ
た
地
と
な
り
、
そ
の
地
の
裁
判
所
は
全
て
の
損
害
に
つ
い
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
（
９６
）

。
イ
ン
タ
ー

）
三
三
八
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

三
一

ネ
ッ
ト
上
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
商
標
権
侵
害
の
事
件
に
お
い
て
加
害
行
為
地
は
結
果
を
及
ぼ
し
た
過
程
へ
の
着
手
行
為
が

あ
っ
た
地
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
（
９７
）

。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
営
業
秘
密
侵
害
の
場
合
に
も
、
侵
害
に
着
手
し
た
地

を
加
害
行
為
地
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
行
為
の
特
定
が
困
難
に
な
り
得
る
こ
と
と
、
加
害
者
が
恣
意
的
に
こ
の
着
手

行
為
を
操
作
し
得
る
こ
と
か
ら
、
加
害
者
の
、
加
害
行
為
に
着
手
す
る
意
思
を
重
視
し
、
法
人
に
関
し
て
判
断
さ
れ
た
よ
う
に
（
９８
）

、
加
害
行

為
地
を
加
害
者
の
営
業
所
所
在
地
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
場
合
に
は
サ
ー
バ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
地
を

加
害
行
為
地
と
す
る
こ
と
も
提
示
で
き
る
が
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
加
害
行
為
が
行
わ
れ
る
地
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
地
を
当
事
者
の

予
見
可
能
性
を
制
限
す
る
と
し
、
そ
の
立
場
を
認
め
て
い
な
（
９９
）い
（
１00
）

。

イ
　
結
果
発
生
地

結
果
発
生
地
に
つ
い
て
は
、
営
業
秘
密
侵
害
の
損
害
を
ど
の
よ
う
に
適
切
に
画
定
で
き
る
か
、
そ
し
て
ど
こ
に
発
生
す
る
か
が
主
な
問

題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
営
業
秘
密
に
対
す
る
権
利
の
性
質
を
捉
え
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
、
こ
れ
に
関
し
て
ま
ず
は
、

営
業
秘
密
は
人
格
権
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
先
決
裁
定
は
、
名
誉
毀
損
の
場

合
に
は
、
結
果
発
生
地
は
、
被
害
者
が
認
知
さ
れ
て
お
り
、
名
誉
毀
損
を
内
容
と
す
る
出
版
物
が
配
布
さ
れ
る
地
に
生
じ
て
い
る
と
解
し

て
い
る
（
１0１
）

。
そ
の
結
果
、
名
誉
毀
損
が
主
張
さ
れ
て
い
る
各
国
家
は
そ
の
国
家
に
お
い
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す

る
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
毀
損
の
場
合
に
は
、
名
誉
毀
損
に
あ
た
る
内
容
が
閲
覧
で
き
る
各
国
家
は
そ
の
国
内
に
お
い
て

生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
た
（
１0２
）

。
く
わ
え
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
被
害
者
は
自
然
人
で
あ
れ
、
法
人
で

あ
れ
、
そ
の
利
益
の
中
心
地
（C

entre of Interest

）
に
お
い
て
も
全
損
害
に
つ
い
て
提
訴
で
き
る
と
判
断
し
た
（
１0３
）

。
な
お
、
利
益
中
心
地
は

）
三
三
三
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

三
一

ネ
ッ
ト
上
の
侵
害
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
商
標
権
侵
害
の
事
件
に
お
い
て
加
害
行
為
地
は
結
果
を
及
ぼ
し
た
過
程
へ
の
着
手
行
為
が

あ
っ
た
地
に
該
当
す
る
と
し
て
い
る
（
９７
）

。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
営
業
秘
密
侵
害
の
場
合
に
も
、
侵
害
に
着
手
し
た
地

を
加
害
行
為
地
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
行
為
の
特
定
が
困
難
に
な
り
得
る
こ
と
と
、
加
害
者
が
恣
意
的
に
こ
の
着
手

行
為
を
操
作
し
得
る
こ
と
か
ら
、
加
害
者
の
、
加
害
行
為
に
着
手
す
る
意
思
を
重
視
し
、
法
人
に
関
し
て
判
断
さ
れ
た
よ
う
に
（
９８
）

、
加
害
行

為
地
を
加
害
者
の
営
業
所
所
在
地
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
場
合
に
は
サ
ー
バ
ー
が
設
置
さ
れ
て
い
る
地
を

加
害
行
為
地
と
す
る
こ
と
も
提
示
で
き
る
が
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
加
害
行
為
が
行
わ
れ
る
地
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
地
を
当
事
者
の

予
見
可
能
性
を
制
限
す
る
と
し
、
そ
の
立
場
を
認
め
て
い
な
（
９９
）い
（
１00
）

。

イ
　
結
果
発
生
地

結
果
発
生
地
に
つ
い
て
は
、
営
業
秘
密
侵
害
の
損
害
を
ど
の
よ
う
に
適
切
に
画
定
で
き
る
か
、
そ
し
て
ど
こ
に
発
生
す
る
か
が
主
な
問

題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
営
業
秘
密
に
対
す
る
権
利
の
性
質
を
捉
え
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
、
こ
れ
に
関
し
て
ま
ず
は
、

営
業
秘
密
は
人
格
権
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
一
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
先
決
裁
定
は
、
名
誉
毀
損
の
場

合
に
は
、
結
果
発
生
地
は
、
被
害
者
が
認
知
さ
れ
て
お
り
、
名
誉
毀
損
を
内
容
と
す
る
出
版
物
が
配
布
さ
れ
る
地
に
生
じ
て
い
る
と
解
し

て
い
る
（
１0１
）

。
そ
の
結
果
、
名
誉
毀
損
が
主
張
さ
れ
て
い
る
各
国
家
は
そ
の
国
家
に
お
い
て
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す

る
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
毀
損
の
場
合
に
は
、
名
誉
毀
損
に
あ
た
る
内
容
が
閲
覧
で
き
る
各
国
家
は
そ
の
国
内
に
お
い
て

生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
と
判
断
さ
れ
た
（
１0２
）

。
く
わ
え
て
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
被
害
者
は
自
然
人
で
あ
れ
、
法
人
で

あ
れ
、
そ
の
利
益
の
中
心
地
（C

entre of Interest

）
に
お
い
て
も
全
損
害
に
つ
い
て
提
訴
で
き
る
と
判
断
し
た
（
１0３
）

。
な
お
、
利
益
中
心
地
は
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自
然
人
の
場
合
に
は
常
居
所
地
に
該
当
し
、
法
人
に
関
し
て
は
活
動
の
主
な
部
分
が
行
わ
れ
る
営
業
所
地
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
１0４
）

。

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
こ
の
利
益
中
心
地
の
概
念
を
打
ち
立
て
た
と
き
、
出
版
物
が
配
布
さ
れ
た
地
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
特
定
で
き
て
い
な

い
が
、
利
益
中
心
地
で
は
適
切
に
損
害
を
図
る
こ
と
が
で
き
、
両
当
事
者
の
予
見
可
能
性
に
も
適
う
と
判
断
し
（
１0５
）た
（
１0６
）

。

次
に
、
営
業
秘
密
侵
害
は
知
的
財
産
権
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
知
的
財
産
権
の
侵
害
は
属
地
主
義
に

基
づ
き
、
当
該
知
的
財
産
権
が
登
録
さ
れ
て
い
る
国
家
の
裁
判
所
が
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
（
１0７
）

。
そ
の
結
果
、
各
国
家
は

そ
の
国
内
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
判
断
で
き
る
（
１0８
）

。
つ
ま
り
、
営
業
秘
密
侵
害
を
知
的
財
産
権
侵
害
と
し
て
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
被

害
者
は
営
業
秘
密
が
不
正
に
取
得
・
開
示
・
使
用
さ
れ
た
各
国
に
お
い
て
そ
の
国
家
に
生
じ
た
損
害
に
限
っ
て
提
訴
で
き
る
。
な
お
、
こ

の
場
合
に
は
、
人
格
権
侵
害
の
場
合
と
違
っ
て
利
益
の
中
心
地
に
お
い
て
は
提
訴
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
１0９
）

。

最
後
に
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
６
条
の
下
で
不
正
競
争
行
為
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
議
論
と
の
整
合
性
を
図
り
（
１１0
）

、
営
業
秘
密
侵
害
を
不
正

競
争
行
為
の
一
つ
と
し
て
扱
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
不
正
競
争
行
為
を
市
場
に
向
け
ら
れ
た
行
為
と
特
定
の
相
手
に

向
け
ら
れ
た
行
為
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
市
場
に
向
け
た
不
正
競
争
行
為
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
各
国
は
不
正
競
争
行
為
を

防
止
す
る
諸
法
を
制
定
し
、
国
内
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
と
判
断
し
て
い
る
（
上
述
の
モ
ザ
イ
ク
理
論
（
１１１
））。

こ
の
よ
う
な
立
場
は
知
的
財
産
権
、
そ
し
て
人
格
権
侵
害
の
場
合
と
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
。
そ

の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
、
市
場
に
向
け
た
不
正
競
争
行
為
を
認
め
る
に
は
当
該
市
場
に
対
し
て
被
害
者
が
利
益
を
有
し
て
お
り
、
そ
し

て
当
該
市
場
に
は
損
害
が
発
生
し
得
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
１１２
）

。
同
時
に
、
当
該
不
正
競
争
行
為
は
市
場
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
必

要
で
あ
る
（
１１３
）

。
こ
れ
に
く
わ
え
て
、
人
格
権
に
よ
る
損
害
と
市
場
に
向
け
た
不
正
競
争
行
為
の
区
別
は
容
易
で
な
い
。
例
え
ば
、G

tflix 

T
v v D

R

事
件
に
お
い
て
は
、
チ
ェ
コ
法
人
の
原
告
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
人
の
被
告
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
名
誉
毀
損
を
主
張
し
、

）
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三
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営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

三
三

国
際
裁
判
管
轄
が
問
題
と
な
り
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
名
誉
毀
損
を
内
容
と
す
る
記
載
が
閲
覧
で
き
る
各
国
に
お
い
て
、
同
国
に
生
じ
た
損
害
に

限
っ
て
提
訴
で
き
る
と
判
断
し
た
が
（
１１４
）

、
こ
の
解
釈
に
対
し
意
見
を
述
べ
て
い
る
Ｅ
Ｕ
法
務
官
（A

dvocate G
eneral

）
は
、
こ
の
事
件
は
人

格
権
で
は
な
く
、
不
正
競
争
行
為
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
（
１１５
）た
（
１１６
）

。

他
方
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
６
条
で
は
営
業
秘
密
侵
害
は
特
定
の
相
手
に
向
け
た
不
正
競
争
行
為
と
し
て
一
般
不
法
行
為
と
性
質
決
定
さ
れ
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
と
同
様
に
結
果
発
生
地
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
１１７
）

、
そ
の
場
合
に
は
秘
密
保
持
者
の
損
害
は
経

済
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
人
格
や
財
産
に
対
す
る
よ
う
な
物
理
的
な
損
害
は
な
い
こ
と
か
ら
、
損
害
の
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
。
こ
れ
に
関
し
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
結
果
発
生
地
は
損
害
が
実
際
に
発
生
し
た
地
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
が
（
１１８
）

、
知
的
財
産
と
は
異
な

り
、
営
業
秘
密
は
属
地
主
義
に
基
づ
い
て
権
利
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
不
正
な
取
得
・
使
用
・
開
示
に
よ
り
営
業
秘
密
侵
害
が

保
護
さ
れ
て
い
る
全
て
の
国
家
に
お
い
て
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
損
害
の
特
定
が
困
難
で
あ
る
（
１１９
）

。
も
っ
と
も
、
営
業
秘
密
侵

害
に
よ
る
損
害
は
通
常
、
秘
密
保
持
者
の
営
業
所
、
つ
ま
り
、
営
業
秘
密
が
直
結
し
て
い
る
管
理
地
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
そ
の
場
所
に
お
い
て
は
保
持
者
の
利
益
と
競
争
力
が
侵
害
さ
れ
、
そ
し
て
保
持
者
が
営
業
秘
密
を
保
管
す
る
基
準
が
練
り
直
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
新
し
い
営
業
秘
密
侵
害
と
競
争
に
お
い
て
優
位
な
地
位
を
維
持
す
る
策
略
が
設
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
対
し

て
は
、
秘
密
保
持
者
が
所
在
す
る
管
理
地
に
は
間
接
的
で
し
か
な
い
経
済
的
損
害
が
生
じ
て
お
り
、
最
初
に
生
じ
た
損
害
は
営
業
秘
密
が

不
正
に
開
示
ま
た
は
使
用
さ
れ
た
地
に
あ
り
、
か
つ
、
情
報
を
、
具
体
的
・
物
理
的
に
保
管
で
き
る
財
産
と
し
て
扱
う
こ
と
が
適
切
で
は

な
い
と
の
批
判
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
営
業
秘
密
の
管
理
地
は
恣
意
的
に
操
作
で
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
そ
れ
を
特
定
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
れ
を
管
轄
原
因
と
し
て
採
用
す
れ
ば
、
原
告
は
自
己
の
国
で
提
訴
で
き
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

は
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
の
判
例
に
鑑
み
て
、
人
格
権
の
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
の
批
判
も
あ
り
得
る
。
も
っ
と
も
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は

）
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三
三
（
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毀
損
を
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と
す
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記
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閲
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で
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各
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に
お
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、
同
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に
生
じ
た
損
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に

限
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て
提
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で
き
る
と
判
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し
た
が
（
１１４
）

、
こ
の
解
釈
に
対
し
意
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を
述
べ
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い
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Ｅ
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法
務
官
（A

dvocate G
eneral

）
は
、
こ
の
事
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は
人

格
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は
な
く
、
不
正
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争
行
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の
問
題
と
し
て
考
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る
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で
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と
述
べ
（
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１１６
）

。

他
方
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
６
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で
は
営
業
秘
密
侵
害
は
特
定
の
相
手
に
向
け
た
不
正
競
争
行
為
と
し
て
一
般
不
法
行
為
と
性
質
決
定
さ
れ
る
こ

と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
と
同
様
に
結
果
発
生
地
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
（
１１７
）

、
そ
の
場
合
に
は
秘
密
保
持
者
の
損
害
は
経

済
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
人
格
や
財
産
に
対
す
る
よ
う
な
物
理
的
な
損
害
は
な
い
こ
と
か
ら
、
損
害
の
場
所
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
。
こ
れ
に
関
し
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
結
果
発
生
地
は
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害
が
実
際
に
発
生
し
た
地
に
該
当
す
る
と
判
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し
た
が
（
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、
知
的
財
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と
は
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、
営
業
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は
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地
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に
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い
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利
化
さ
れ
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お
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ず
、
ま
た
、
そ
の
不
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な
取
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・
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・
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に
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営
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が
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全
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の
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が
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で
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と
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、
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り
、
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が
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が
練
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、
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た
新
し
い
営
業
秘
密
侵
害
と
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に
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て
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位
な
地
位
を
維
持
す
る
策
略
が
設
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さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
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こ
の
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解
に
対
し

て
は
、
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密
保
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者
が
所
在
す
る
管
理
地
に
は
間
接
的
で
し
か
な
い
経
済
的
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害
が
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て
お
り
、
最
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に
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た
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害
は
営
業
秘
密
が

不
正
に
開
示
ま
た
は
使
用
さ
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た
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に
あ
り
、
か
つ
、
情
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を
、
具
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的
・
物
理
的
に
保
管
で
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る
財
産
と
し
て
扱
う
こ
と
が
適
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で
は

な
い
と
の
批
判
が
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え
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る
。
ま
た
、
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業
秘
密
の
管
理
地
は
恣
意
的
に
操
作
で
き
、
イ
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タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
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れ
を
特
定
す

る
こ
と
が
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で
あ
り
、
そ
し
て
、
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れ
を
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原
因
と
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採
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す
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ば
、
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は
自
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で
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で
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と
に
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そ
れ
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Ｃ
Ｊ
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に
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に
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。
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三
四

裁
判
所
の
密
接
性
と
国
際
裁
判
管
轄
に
対
す
る
当
事
者
の
予
見
可
能
性
に
鑑
み
て
、
人
格
権
侵
害
に
つ
い
て
、
法
人
に
は
そ
の
利
益
の
中

心
地
に
お
い
て
提
訴
で
き
る
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
独
占
禁
止
諸
法
に
関
し
て
も
、
カ
ル
テ
ル
に
よ
る
損
害
が
複
数
の
国
家
に
生
じ
た
と

し
て
も
、
損
害
の
発
生
地
が
被
害
者
の
営
業
所
地
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
。
特
に
、
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
購
入
者
で
あ
る
被
害
者
の
状
況
に
鑑

み
て
事
件
と
裁
判
所
の
間
の
密
接
性
を
認
め
、
そ
れ
に
加
害
者
に
と
っ
て
も
不
正
に
競
争
を
制
限
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
そ
の
不
正
競
争

行
為
の
影
響
が
及
ぶ
市
場
に
お
け
る
被
害
者
の
所
在
地
を
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
、
加
害
者
の
予
見
可
能
性
に
も
配
慮
し
て
い
る
（
１２0
）

。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
営
業
秘
密
の
保
持
者
の
所
在
地
は
営
業
秘
密
の
管
理
方
法
に
関
す
る
証
拠
に
つ
い
て
は
適
切
で
あ
り
、
加
害
者

が
通
常
保
持
者
を
知
り
、
保
持
者
の
地
で
訴
え
ら
れ
る
こ
と
を
予
測
で
き
る
こ
と
か
ら
結
果
発
生
地
と
し
て
考
え
ら
れ
る
（
１２１
）

。
な
お
、
加
害

者
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、
最
初
に
不
正
に
取
得
し
た
者
で
は
な
く
、
被
害
者
を
意
識
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
被
害
者

は
容
易
に
営
業
秘
密
侵
害
と
は
直
接
的
な
関
係
の
な
い
者
に
提
訴
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
が
、
加
害
者
の
予
見
可
能
性
に
基
づ
き
７
条
２
項

の
例
外
を
可
能
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
は
国
際
裁
判
管
轄
を
確
認
す
る
時
点
に
お
い
て
加
害
者
の
予
見
可
能
性
を
判
断
す
る
こ
と
と
な
り
、

適
切
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
営
業
秘
密
保
護
指
令
は
７
条
２
項
（
１２２
）

に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
の
国
々
に
は
、
営
業
秘
密
保
持
者
が
明
ら
か
に
根
拠
は

な
い
、
濫
用
に
あ
た
る
訴
え
、
あ
る
い
は
信
義
則
に
反
す
る
訴
え
が
で
き
な
い
よ
う
に
政
策
を
講
じ
る
義
務
を
個
別
に
課
し
て
い
る
た
め
、

加
害
者
が
被
害
者
を
意
識
し
て
い
な
い
こ
の
場
合
に
は
法
的
安
定
性
と
証
拠
方
法
は
加
害
者
の
予
見
可
能
性
に
優
る
と
解
さ
れ
る
（
１２３
）

。

さ
ら
に
は
、
営
業
秘
密
侵
害
は
市
場
に
お
け
る
、
営
業
秘
密
保
持
者
の
利
益
へ
の
影
響
と
し
て
現
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
営
業

秘
密
を
侵
害
す
る
商
品
を
提
供
し
、
販
売
し
た
場
合
は
、
そ
の
損
害
と
し
て
失
っ
た
利
益
あ
る
い
は
ラ
イ
セ
ン
ス
料
金
の
喪
失
が
挙
げ
ら

れ
る
。
加
害
者
が
複
数
の
侵
害
を
行
っ
た
場
合
、
営
業
秘
密
保
持
者
は
そ
の
本
拠
地
で
は
全
て
の
損
害
に
つ
い
て
提
訴
で
き
る
か
、
あ
る

い
は
そ
の
利
益
が
不
正
に
妨
げ
ら
れ
た
各
国
に
お
い
て
は
そ
の
国
家
で
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
提
訴
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。

）
三
三
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

三
五

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
人
格
権
に
つ
い
て
両
方
を
可
能
と
し
て
お
り
、
市
場
に
向
け
ら
れ
た
不
正
競
争
行
為
に
つ
い
て
は
モ
ザ
イ
ク
理
論
を
否
定

す
る
先
決
裁
定
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
す
る
文
言
は
明
ら
か
で
は
な
い
（
１２４
）

。
営
業
秘
密
侵
害
に
つ
い
て
は
、
人
格
権
侵
害
と
同
様
に
両
方
を

可
能
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
こ
の
裁
判
所
が
損
害
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
は
、
加

害
者
は
、
不
正
に
取
得
さ
れ
た
営
業
秘
密
を
含
む
商
品
を
売
る
と
き
は
、
営
業
秘
密
侵
害
の
存
在
を
知
ら
な
い
場
合
、
同
侵
害
に
よ
る
損

害
は
そ
の
商
品
が
販
売
さ
れ
た
と
き
に
生
じ
る
。
こ
の
場
合
に
は
商
品
が
発
売
さ
れ
た
市
場
地
を
結
果
発
生
地
と
す
れ
ば
、
売
主
は
ど
こ

で
訴
え
ら
れ
る
か
を
予
見
で
き
て
、
そ
の
商
品
が
複
数
の
市
場
に
お
い
て
売
ら
れ
た
場
合
に
は
、
損
害
は
そ
れ
ぞ
れ
の
市
場
に
お
い
て
生

じ
る
こ
と
と
な
る
（
１２５
）

。

こ
れ
を
背
景
に
、
こ
の
学
説
で
は
、
加
害
行
為
地
は
加
害
者
が
侵
害
行
為
に
着
手
し
た
地
で
あ
り
、
そ
の
裁
判
所
は
全
て
の
損
害
に
つ

い
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
。
結
果
発
生
地
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
と
の
整
合
性
を
図
る
べ
く
、
営
業
秘
密
侵
害
が
特
定
の
相
手
に
向

け
た
不
法
行
為
と
さ
れ
た
上
で
、
秘
密
保
持
者
の
所
在
地
で
あ
る
。
こ
の
地
に
は
全
て
の
証
拠
が
あ
り
、
裁
判
所
は
全
て
の
損
害
に
つ
い

て
判
断
で
き
る
。
そ
れ
以
外
で
は
、
営
業
秘
密
の
保
持
者
は
加
害
行
為
が
そ
の
利
益
に
影
響
を
与
え
る
地
に
提
訴
し
、
そ
の
裁
判
所
は
そ

の
国
家
内
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
判
断
で
き
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
証
拠
方
法
と
裁
判
所
と
の
密
接
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
１２６
）

。

第
四
章
　
検
討

以
上
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
下
で
、
不
法
行
為
地
を
営
業
秘
密
侵
害
の
管
轄
原
因
と
し
た
場
合
に
関
す
る
学
説
を
紹
介
し
た
。
次

に
、
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
国
際
裁
判
管
轄
規
則
と
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
に
お
け
る
不
法
行
為
地
の
接
続
性
を
図
り
、
両
法
制
度
の

営
業
秘
密
侵
害
の
議
論
を
比
較
し
た
上
で
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
下
の
解
釈
論
か
ら
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
得
て
民
事
訴
訟
法
三
条
の

）
三
三
九
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

三
五

Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
は
、
人
格
権
に
つ
い
て
両
方
を
可
能
と
し
て
お
り
、
市
場
に
向
け
ら
れ
た
不
正
競
争
行
為
に
つ
い
て
は
モ
ザ
イ
ク
理
論
を
否
定

す
る
先
決
裁
定
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
す
る
文
言
は
明
ら
か
で
は
な
い
（
１２４
）

。
営
業
秘
密
侵
害
に
つ
い
て
は
、
人
格
権
侵
害
と
同
様
に
両
方
を

可
能
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
は
こ
の
裁
判
所
が
損
害
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
は
、
加

害
者
は
、
不
正
に
取
得
さ
れ
た
営
業
秘
密
を
含
む
商
品
を
売
る
と
き
は
、
営
業
秘
密
侵
害
の
存
在
を
知
ら
な
い
場
合
、
同
侵
害
に
よ
る
損

害
は
そ
の
商
品
が
販
売
さ
れ
た
と
き
に
生
じ
る
。
こ
の
場
合
に
は
商
品
が
発
売
さ
れ
た
市
場
地
を
結
果
発
生
地
と
す
れ
ば
、
売
主
は
ど
こ

で
訴
え
ら
れ
る
か
を
予
見
で
き
て
、
そ
の
商
品
が
複
数
の
市
場
に
お
い
て
売
ら
れ
た
場
合
に
は
、
損
害
は
そ
れ
ぞ
れ
の
市
場
に
お
い
て
生

じ
る
こ
と
と
な
る
（
１２５
）

。

こ
れ
を
背
景
に
、
こ
の
学
説
で
は
、
加
害
行
為
地
は
加
害
者
が
侵
害
行
為
に
着
手
し
た
地
で
あ
り
、
そ
の
裁
判
所
は
全
て
の
損
害
に
つ

い
て
国
際
裁
判
管
轄
権
を
有
す
る
。
結
果
発
生
地
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
と
の
整
合
性
を
図
る
べ
く
、
営
業
秘
密
侵
害
が
特
定
の
相
手
に
向

け
た
不
法
行
為
と
さ
れ
た
上
で
、
秘
密
保
持
者
の
所
在
地
で
あ
る
。
こ
の
地
に
は
全
て
の
証
拠
が
あ
り
、
裁
判
所
は
全
て
の
損
害
に
つ
い

て
判
断
で
き
る
。
そ
れ
以
外
で
は
、
営
業
秘
密
の
保
持
者
は
加
害
行
為
が
そ
の
利
益
に
影
響
を
与
え
る
地
に
提
訴
し
、
そ
の
裁
判
所
は
そ

の
国
家
内
に
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
の
み
判
断
で
き
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
証
拠
方
法
と
裁
判
所
と
の
密
接
性
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
１２６
）

。

第
四
章
　
検
討

以
上
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
下
で
、
不
法
行
為
地
を
営
業
秘
密
侵
害
の
管
轄
原
因
と
し
た
場
合
に
関
す
る
学
説
を
紹
介
し
た
。
次

に
、
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
国
際
裁
判
管
轄
規
則
と
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
に
お
け
る
不
法
行
為
地
の
接
続
性
を
図
り
、
両
法
制
度
の

営
業
秘
密
侵
害
の
議
論
を
比
較
し
た
上
で
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
下
の
解
釈
論
か
ら
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
得
て
民
事
訴
訟
法
三
条
の

）
三
三
九
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

三
六

三
第
八
号
の
解
釈
論
に
貢
献
で
き
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
に
は
民
事
訴
訟
法
と
同
様
に
営
業
秘
密
侵
害
は
と
も
か
く
と
し
て
、
一
般
に
同
侵
害
を
含
む
不
正
競
争
行
為

の
特
別
管
轄
を
定
め
る
規
則
さ
え
も
な
い
。
他
方
で
は
、
日
本
法
で
も
Ｅ
Ｕ
法
で
も
営
業
秘
密
侵
害
の
不
法
行
為
地
に
基
づ
い
て
国
際
裁

判
管
轄
を
認
め
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
不
法
行
為
の
管
轄
原
因
が
契
約
債
務
の
不
履
行
を
根
拠
と
す
る

管
轄
原
因
を
排
斥
す
る
た
め
、
ま
ず
、
当
該
営
業
秘
密
侵
害
は
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
営
業
秘

密
侵
害
は
学
説
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
不
法
行
為
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
次
に
、
両
法
制
度
に
と
っ
て
も
、
不
法
行
為

地
と
い
う
概
念
は
加
害
行
為
地
と
結
果
発
生
地
の
双
方
を
内
容
と
し
て
お
り
、
日
本
法
で
は
加
害
行
為
地
は
準
備
行
為
だ
け
で
は
な
く
、

実
行
行
為
の
少
な
く
と
も
一
部
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
が
、
結
果
発
生
地
は
そ
の
結
果
が
直
接
な
も
の
に
限

ら
れ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
一
方
、
そ
の
結
果
の
区
別
に
頼
る
必
要
は
な
く
、
予
見
可
能
性
に
基
づ
い
て
結
果
を
確
認
す
れ
ば
よ
い
と
の

見
解
も
あ
り
、
議
論
の
余
地
が
残
っ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
法
で
は
、
加
害
行
為
地
は
加
害
行
為
が
始
ま
っ
た
地
か
、
あ
る
い
は
準
備
行
為
も
含

め
て
、
損
害
を
起
こ
す
過
程
の
中
で
同
損
害
の
必
然
的
な
原
因
と
な
る
行
為
が
行
わ
れ
た
地
か
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
結
果
発
生

地
は
直
接
的
な
損
害
に
限
定
し
認
定
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
Ｃ
Ｊ
Ｅ
Ｕ
が
解
釈
を
統
一
し
て
い
る
。
こ
れ
に
鑑
み
て
、
民
事
訴

訟
法
三
条
の
三
第
八
号
は
加
害
行
為
地
と
し
て
の
不
法
行
為
地
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
加
害
行
為
地
の
概
念
の
趣
旨
と
比
し
て
一

見
異
な
る
が
、
Ｅ
Ｕ
法
中
の
概
念
は
、
準
備
行
為
も
含
め
実
行
行
為
の
一
部
分
が
行
わ
れ
て
い
る
地
と
い
う
日
本
の
概
念
を
、
損
害
を
起

こ
す
過
程
の
中
で
同
損
害
の
必
然
的
な
原
因
と
な
る
行
為
が
行
わ
れ
た
地
と
す
る
こ
と
に
よ
り
精
緻
化
さ
せ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
日
本

法
と
Ｅ
Ｕ
法
に
お
け
る
概
念
の
間
に
は
接
続
性
が
認
め
ら
れ
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
７
条
２
項
の
学
説
か
ら
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
え
よ
う
。
同
様
に
、
結
果
発
生
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
地
を
直
接
的
な
損
害
が
生
じ
た
地
と
考
え
れ
ば
、
両
制
度
の
概
念
の
間

）
三
三
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

三
七

に
は
接
続
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
営
業
秘
密
侵
害
の
不
法
行
為
地
に
つ
い
て
の
Ｅ
Ｕ
法
と
日
本
法
の
議
論
を
比
較
す
る
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
に
関
す
る
議

論
に
お
い
て
は
、
営
業
秘
密
侵
害
の
不
法
行
為
地
を
加
害
行
為
地
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
の
加
害
行
為
地
は
取
得
、
開
示
、

使
用
等
、
個
々
の
侵
害
行
為
が
行
わ
れ
た
地
に
な
り
得
る
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
日
本
の
議
論
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
見
解
が
み
ら
れ

る
。
も
っ
と
も
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
い
て
は
、
加
害
行
為
地
を
よ
り
細
か
く
特
定
す
べ
く
、
加
害
者
が
侵
害
行
為
に
着
手
し
た
地
と
さ
れ
る
が
、

そ
の
地
の
恣
意
性
も
考
慮
さ
れ
、
加
害
行
為
地
と
し
て
は
加
害
者
の
侵
害
へ
着
手
す
る
意
思
に
基
づ
い
て
加
害
者
の
営
業
所
所
在
地
を
想

定
す
る
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
同
じ
見
解
は
日
本
に
お
い
て
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
他
方
、
日
本
で
は
、
加
害
行
為
の
偶
然
性
が
問
題

視
さ
れ
、
不
法
行
為
地
に
基
づ
い
て
営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
を
確
認
す
る
際
に
加
害
行
為
地
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
見

解
と
、
あ
ら
か
じ
め
加
害
行
為
地
を
特
定
す
る
こ
と
な
く
、
加
害
行
為
の
一
連
の
中
で
の
重
要
な
行
為
を
重
視
し
た
上
で
加
害
行
為
地
を

認
定
す
る
見
解
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
日
本
の
議
論
特
有
の
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
日
本
に
お
い
て
は
最
終

的
な
取
得
地
並
び
に
、
侵
害
の
準
備
行
為
地
に
も
該
当
し
得
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
Ｅ
Ｕ
法
の
議
論
に
お
い
て

は
見
ら
れ
な
い
。

結
果
発
生
地
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
の
議
論
に
お
い
て
は
営
業
秘
密
侵
害
が
影
響
を
与
え
た
市
場
地
と
す
る
見
解
が

あ
る
。
こ
の
見
解
は
民
事
訴
訟
法
三
条
の
三
第
八
号
の
議
論
に
お
い
て
は
、
総
合
判
断
を
提
案
す
る
見
解
の
中
で
は
見
受
け
ら
れ
る
が
、

日
本
の
見
解
で
は
結
果
発
生
地
が
市
場
地
に
該
当
し
な
い
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
の
議
論
に
お
い

て
は
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
を
定
め
る
抵
触
規
則
に
関
す
る
議
論
も
相
俟
っ
て
営
業
秘
密
を
特
定
の
相
手
に
向
け
ら
れ
た
不
正
競
争
行

為
と
し
て
結
果
発
生
地
を
秘
密
保
持
者
が
実
際
に
管
理
し
て
い
る
地
と
し
、
営
業
秘
密
侵
害
を
含
む
商
品
が
販
売
に
至
っ
た
場
合
に
は
、

）
三
三
三
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

三
七

に
は
接
続
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
営
業
秘
密
侵
害
の
不
法
行
為
地
に
つ
い
て
の
Ｅ
Ｕ
法
と
日
本
法
の
議
論
を
比
較
す
る
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
に
関
す
る
議

論
に
お
い
て
は
、
営
業
秘
密
侵
害
の
不
法
行
為
地
を
加
害
行
為
地
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
の
加
害
行
為
地
は
取
得
、
開
示
、

使
用
等
、
個
々
の
侵
害
行
為
が
行
わ
れ
た
地
に
な
り
得
る
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
日
本
の
議
論
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
見
解
が
み
ら
れ

る
。
も
っ
と
も
、
Ｅ
Ｕ
法
に
お
い
て
は
、
加
害
行
為
地
を
よ
り
細
か
く
特
定
す
べ
く
、
加
害
者
が
侵
害
行
為
に
着
手
し
た
地
と
さ
れ
る
が
、

そ
の
地
の
恣
意
性
も
考
慮
さ
れ
、
加
害
行
為
地
と
し
て
は
加
害
者
の
侵
害
へ
着
手
す
る
意
思
に
基
づ
い
て
加
害
者
の
営
業
所
所
在
地
を
想

定
す
る
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
同
じ
見
解
は
日
本
に
お
い
て
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
他
方
、
日
本
で
は
、
加
害
行
為
の
偶
然
性
が
問
題

視
さ
れ
、
不
法
行
為
地
に
基
づ
い
て
営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
を
確
認
す
る
際
に
加
害
行
為
地
を
重
視
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
見

解
と
、
あ
ら
か
じ
め
加
害
行
為
地
を
特
定
す
る
こ
と
な
く
、
加
害
行
為
の
一
連
の
中
で
の
重
要
な
行
為
を
重
視
し
た
上
で
加
害
行
為
地
を

認
定
す
る
見
解
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
日
本
の
議
論
特
有
の
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
日
本
に
お
い
て
は
最
終

的
な
取
得
地
並
び
に
、
侵
害
の
準
備
行
為
地
に
も
該
当
し
得
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
Ｅ
Ｕ
法
の
議
論
に
お
い
て

は
見
ら
れ
な
い
。

結
果
発
生
地
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
の
議
論
に
お
い
て
は
営
業
秘
密
侵
害
が
影
響
を
与
え
た
市
場
地
と
す
る
見
解
が

あ
る
。
こ
の
見
解
は
民
事
訴
訟
法
三
条
の
三
第
八
号
の
議
論
に
お
い
て
は
、
総
合
判
断
を
提
案
す
る
見
解
の
中
で
は
見
受
け
ら
れ
る
が
、

日
本
の
見
解
で
は
結
果
発
生
地
が
市
場
地
に
該
当
し
な
い
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
の
議
論
に
お
い

て
は
不
正
競
争
行
為
の
準
拠
法
を
定
め
る
抵
触
規
則
に
関
す
る
議
論
も
相
俟
っ
て
営
業
秘
密
を
特
定
の
相
手
に
向
け
ら
れ
た
不
正
競
争
行

為
と
し
て
結
果
発
生
地
を
秘
密
保
持
者
が
実
際
に
管
理
し
て
い
る
地
と
し
、
営
業
秘
密
侵
害
を
含
む
商
品
が
販
売
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
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日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

三
八

そ
の
販
売
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
地
に
提
訴
で
き
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
不
正
に
使
用
さ
れ
た
営
業
秘
密
を
含
む
商

品
が
販
売
さ
れ
た
市
場
地
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
日
本
に
お
け
る
議
論
で
も
見
ら
れ
る
。
他
方
、
日
本
の
議
論
に
お
い
て
は
、

加
害
行
為
を
中
心
に
結
果
発
生
地
を
認
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
見
解
、
結
果
発
生
地
を
被
害
者
の
利
益
の
中
心
地
と
す
る
見
解
、
ま
た
は

結
果
発
生
地
を
秘
密
保
持
者
の
所
在
地
と
は
関
係
な
く
営
業
秘
密
の
守
秘
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
地
と
す
る
見
解
、
総
合
的
な
判
断
を
提

案
す
る
見
解
、
結
果
発
生
地
を
被
害
者
の
本
拠
地
と
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
の
議
論
に
お
い
て
は
類
似
の
見
解

が
見
受
け
ら
れ
な
い
。

上
記
議
論
の
相
違
点
を
背
景
に
、
営
業
秘
密
侵
害
の
不
法
行
為
地
に
基
づ
い
て
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
る
場
合
に
は
ま
ず
、
加
害
行
為

地
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
の
議
論
に
基
づ
い
て
、
営
業
秘
密
の
取
得
地
、
開
示
地
や
使
用
地
等
の
地
は
営
業
秘
密
侵
害

と
い
う
侵
害
行
為
が
実
際
に
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
加
害
行
為
地
に
該
当
す
る
と
の
見
解
を
支
持
し
た
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ま

ず
、
こ
の
立
場
は
証
拠
方
法
を
重
視
し
、
ま
た
営
業
秘
密
が
単
に
取
得
、
開
示
、
使
用
さ
れ
た
か
ら
と
て
、
そ
の
行
為
は
必
ず
し
も
侵
害

行
為
に
該
当
す
る
の
で
は
な
く
、
不
正
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
重
視
す
る
た
め
、
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

結
果
発
生
地
に
つ
い
て
は
、
秘
密
保
持
者
が
営
業
秘
密
を
管
理
す
る
地
を
結
果
発
生
地
と
す
る
学
説
の
立
場
を
支
持
し
た
い
。
そ
の
理

由
と
し
て
は
、
両
当
事
者
の
予
見
可
能
性
に
適
う
こ
と
が
こ
の
立
場
の
利
点
で
あ
り
、
な
ぜ
な
ら
営
業
秘
密
管
理
性
の
要
件
が
侵
害
の
時

点
で
両
当
事
者
に
も
意
識
さ
れ
て
お
り
、
加
害
者
と
被
害
者
の
予
見
可
能
性
に
適
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
立
場
に
よ
り
、
営
業
秘

密
の
管
理
地
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
管
理
す
る
保
持
者
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
管
理
地
が
複
数
存
在
し
た
と
し
て
も
、
保
持
者
の
所
在
に

基
づ
い
て
結
果
発
生
地
を
よ
り
正
確
に
認
定
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
営
業
秘
密
侵
害
に
つ
い
て
は
結
果
発
生
地

を
最
初
か
ら
確
認
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
立
場
は
保
持
者
が
実
際
に
営
業
秘
密
を
管
理
し
て
い
る
地
を
結
果
発
生
地
と
す

）
三
三
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

三
九

る
た
め
、
証
拠
方
法
に
も
配
慮
し
、
そ
の
意
味
で
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

結
び

本
稿
に
お
い
て
は
日
本
法
下
の
議
論
に
貢
献
す
る
た
め
に
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
の
学
説
で
は
不
法
行
為
地
を
管
轄
原
因
と
し
て

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
を
紹
介
し
、
検
討
し
た
。
な
お
、
上
述
の
よ
う
に
、
現
在
に
お
い

て
は
、
営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
が
改
正
さ
れ
、
施
行
さ
れ
て
い
る
。
改
正
法
は
、
営
業
秘
密

に
対
し
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
四
号
、
五
号
、
七
号
ま
た
は
八
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
訴
え
に
つ
い
て
、
日

本
の
裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
て
い
る
（
１２７
）

。
し
か
し
、
改
正
法
下
の
要
件
は
解
釈
の
余
地
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
裁
判
管
轄
を

認
め
る
に
は
、
当
該
営
業
秘
密
が
日
本
国
内
に
お
い
て
管
理
さ
れ
、
国
外
で
事
業
の
用
に
供
さ
れ
な
い
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
が
、

後
者
の
要
件
は
前
者
に
お
け
る
「
管
理
」
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
、
こ
の
規
則
に
お
け
る
営
業
秘
密
の
「
管
理
」
は
遠
隔
管
理

も
含
ん
で
い
る
か
等
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
（
１２８
）

。
そ
こ
で
、
営
業
秘
密
侵
害
の
新
し
い
規
則
の
解
釈
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
Ｅ
Ｕ
法

が
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
る
か
を
次
の
課
題
と
し
た
い
。

（
１
） 

茶
園
成
樹
『
不
正
競
争
防
止
法 

第
２
版
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
九
年
）
七
四
～
七
五
頁
。

（
２
） 

秋
山
幹
男
ほ
か
「
日
本
の
裁
判
所
の
管
轄
権
」
菊
井
維
大
・
村
松
俊
夫
原
著
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅰ
〔
第
三
版
〕』（
日
本
評
論

社
・
二
〇
二
一
年
）
九
八
～
九
九
頁
。

（
３
） 

秋
山
幹
男
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）一
〇
九
頁
。

）
三
三
七
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

三
九

る
た
め
、
証
拠
方
法
に
も
配
慮
し
、
そ
の
意
味
で
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

結
び

本
稿
に
お
い
て
は
日
本
法
下
の
議
論
に
貢
献
す
る
た
め
に
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
の
学
説
で
は
不
法
行
為
地
を
管
轄
原
因
と
し
て

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
を
紹
介
し
、
検
討
し
た
。
な
お
、
上
述
の
よ
う
に
、
現
在
に
お
い

て
は
、
営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
は
、
不
正
競
争
防
止
法
が
改
正
さ
れ
、
施
行
さ
れ
て
い
る
。
改
正
法
は
、
営
業
秘
密

に
対
し
不
正
競
争
防
止
法
二
条
一
項
四
号
、
五
号
、
七
号
ま
た
は
八
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
訴
え
に
つ
い
て
、
日

本
の
裁
判
所
の
国
際
裁
判
管
轄
を
認
め
て
い
る
（
１２７
）

。
し
か
し
、
改
正
法
下
の
要
件
は
解
釈
の
余
地
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
裁
判
管
轄
を

認
め
る
に
は
、
当
該
営
業
秘
密
が
日
本
国
内
に
お
い
て
管
理
さ
れ
、
国
外
で
事
業
の
用
に
供
さ
れ
な
い
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
が
、

後
者
の
要
件
は
前
者
に
お
け
る
「
管
理
」
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
か
、
こ
の
規
則
に
お
け
る
営
業
秘
密
の
「
管
理
」
は
遠
隔
管
理

も
含
ん
で
い
る
か
等
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
（
１２８
）

。
そ
こ
で
、
営
業
秘
密
侵
害
の
新
し
い
規
則
の
解
釈
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
Ｅ
Ｕ
法

が
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
る
か
を
次
の
課
題
と
し
た
い
。

（
１
） 

茶
園
成
樹
『
不
正
競
争
防
止
法 

第
２
版
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一
九
年
）
七
四
～
七
五
頁
。

（
２
） 

秋
山
幹
男
ほ
か
「
日
本
の
裁
判
所
の
管
轄
権
」
菊
井
維
大
・
村
松
俊
夫
原
著
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅰ
〔
第
三
版
〕』（
日
本
評
論

社
・
二
〇
二
一
年
）
九
八
～
九
九
頁
。

（
３
） 

秋
山
幹
男
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）一
〇
九
頁
。

）
三
三
七
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

四
〇

（
４
） 

佐
藤
達
文
・
小
林
康
彦
『
一
問
一
答
・
平
成
２３
年
民
事
訴
訟
法
等
改
正
　
─
　
国
際
裁
判
管
轄
法
制
の
整
備
』（
商
事
法
務
・
二
〇
一
二
年
）

六
七
頁；

道
垣
内
正
人
「
不
正
競
争
を
め
ぐ
る
国
際
民
事
訴
訟
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
と
準
拠
法
」
小
野
昌
延
ほ
か
編
『
不
正
競
争
の
法
律
相
談

Ⅰ
』（
青
林
書
院
・
二
〇
一
六
年
）
三
九
～
四
四
頁；

髙
部
眞
規
子
『
実
務
詳
説
　
不
正
競
争
訴
訟
』（
き
ん
ざ
い
・
二
〇
二
〇
年
）
二
七
～
二
八
頁
。

（
５
） R

egulation 

（E
U

） N
o １２１５/２0１２ of the E

uropean P
arliam

ent and of the C
ouncil of １２ D

ecem
ber ２0１２ on jurisdiction and 

the recognition and enforcem
ent of judgm

ents in civil and com
m

ercial m
atters 

（recast

）.

（
６
） 

長
田
真
里
・
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル 

六
二
巻
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〇
頁
以
下
。

（
７
） 

経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
編
『
逐
条
解
説
・
不
正
競
争
防
止
法
〔
第
三
版
〕』（
商
事
法
務
・
二
〇
二
四
年
）
二
六
一
～
二
六
二
頁
。

（
８
） 

佐
野
寛
「
不
法
行
為
地
の
管
轄
権
」
高
桑
昭
＝
道
垣
内
正
人
編
『
新
・
裁
判
実
務
大
系
　
第
三
巻
　
国
際
民
事
訴
訟
（
財
産
法
関
係
）』（
青
林

書
院
・
二
〇
〇
二
年
）
九
一
～
九
三
頁；

秋
山
幹
男
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）一
二
四
頁
。

（
９
） 

佐
藤
達
文
ほ
か
・
前
掲
注（
４
）六
八
頁；

秋
山
幹
男
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）一
二
四
頁
。

（
１0
） 

最
高
裁
第
一
小
法
廷
平
成
一
六
年
四
月
八
日
民
集
五
八
巻
四
号
八
二
五
頁；

最
高
裁
第
一
小
法
廷
平
成
二
六
年
四
月
二
四
日
民
集
六
八
巻
四
号

三
二
九
頁
を
参
照
。

（
１１
） 

新
堂
幸
司
＝
高
橋
宏
志
＝
高
田
裕
成
「
第
１
節
　
日
本
の
裁
判
所
の
管
轄
権
」
兼
子
一
原
著
『
条
解
民
事
訴
訟
法
』（
弘
文
堂
・
二
〇
一
一
年
）

五
六
頁；

佐
藤
達
文
ほ
か
・
前
掲
注（
４
）六
八
～
六
九
頁；

澤
木
＝
道
垣
内
『
国
際
私
法
入
門
〔
第
八
版
〕』（
有
斐
閣
双
書
・
二
〇
一
八
年
）

二
八
一
～
二
八
二
頁；

秋
山
幹
男
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）一
二
五
頁
。
債
務
不
存
在
確
認
に
つ
い
て
は
従
来
は
議
論
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
佐

野
・
前
掲
注（
６
）九
六
頁
を
参
照
。

（
１２
） 

秋
山
幹
男
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）一
二
五
頁
。

（
１３
） 

東
京
地
方
裁
判
所
一
八
年
十
月
三
一
日
判
タ
一
二
四
一
号
三
三
八
頁；
東
京
地
方
裁
判
所
昭
和
五
九
年
二
月
一
五
日
判
時
一
一
三
五
号
七
〇；

新
堂
幸
司
ほ
か
・
前
掲
注（
１１
）五
七
頁；

江
泉
芳
信
「
国
際
裁
判
管
轄
ル
ー
ル
の
定
立
」
木
棚
照
一
編
『
国
際
私
法
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
六
年
）

三
七
二
頁；

奥
田
安
弘
『
国
際
財
産
法
』（
明
石
書
店
・
二
〇
一
九
年
）
二
五
四
頁；

本
間
靖
規
ほ
か
『
国
際
民
事
手
続
法
〔
第
三
版
〕』（
有
斐

閣
・
二
〇
二
四
年
）
五
四
～
五
五
頁
。

）
三
三
八
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

四
一

（
１４
） 

秋
山
幹
男
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）一
二
六
頁
。

（
１５
） 

澤
木
＝
道
垣
内
・
前
掲
注（
１１
）二
八
一
頁；

櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
〔
第
七
版
〕』（
有
斐
閣
双
書
・
二
〇
二
〇
年
）
三
六
二
頁；
種
村
佑
介

「
財
産
法
領
域
の
国
際
裁
判
管
轄
」
嶋
拓
哉
＝
高
杉
直
編
『
国
際
民
事
手
続
法
』（
勁
草
書
房
・
二
〇
二
二
年
）
五
五
頁
。

（
１６
） 

秋
山
幹
男
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）一
二
五
～
一
二
七
頁
。

（
１７
） 

判
タ
七
〇
三
号
二
四
〇
頁
、
判
時
一
三
四
八
号
九
一
頁
。

（
１８
） 

こ
の
事
例
の
評
釈
に
つ
い
て
は
、
瀬
木
比
呂
志
・
判
タ
臨
増
（
平
元
主
要
民
事
判
例
解
説
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
三
五
号
（
一
九
九
〇
年
）

三
四
八
頁
以
下
、
不
破
茂
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五
九
号
（
一
九
九
〇
）
一
二
二
頁
以
下
、
出
口
耕
自
「
評
釈
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
増
九
五
七
号
（
平
元
重

判
解
）（
一
九
九
〇
年
）
二
七
一
頁
以
下
、
石
黒
一
憲
「
評
釈
」
判
例
評
論
三
八
二
号
（
一
九
九
〇
年
）
四
六
頁
以
下
（
判
時
一
三
六
一
号
二
〇
八

頁
以
下
）、
道
垣
内
正
人
「
評
釈
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
一
四
五
号
（
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
Ⅰ 

新
法
対
応
補
正
版
）（
一
九
九
八
年
）
五
〇
頁
以
下
、 

小
林
秀
之
「
評
釈
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
一
三
三
号
（
渉
外
判
例
百
選
第
三
版
）（
一
九
九
五
年
）
二
三
八
頁
以
下
、
道
垣
内
正
人
「
評
釈
」
ジ
ュ
リ

ス
ト
別
冊
一
一
四
号
（
一
九
九
二
年
）
五
〇
頁
以
下
、
長
谷
川
俊
明
「
評
釈
」
国
際
商
事
法
務
一
七
巻
一
〇
号
（
一
九
八
九
年
）
一
〇
九
〇
頁
以
下
、

栂
善
夫
「
評
釈
」
法
セ
ミ
ナ
ー
四
三
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
三
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
１９
） 

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。

（
２0
） M

. K
ataoka, R

itsum
eikan L

aw
 R

eview
 ２４,２00８,pp.７９-８３.

（
２１
） K

ataoka, su
pra note １８,pp.７９-８２.

（
２２
） 

民
集
六
八
巻
四
号
三
二
九
頁；

裁
時
一
六
〇
三
号
一
頁；

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト；

判
タ
一
四
〇
一
号
一
五
七
頁；

判
時
二
二
二
一
号
三
五

頁；

金
法
二
〇
〇
六
号
七
六
頁；

金
商
一
四
五
七
号
三
一
頁
。

（
２３
） 

佐
藤
達
文
ほ
か
・
前
掲
注（
４
）一
八
頁；

秋
山
幹
男
ほ
か
「
訴
訟
手
続
」
菊
井
維
大
・
村
松
俊
夫
原
著
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅱ

〔
第
三
版
〕』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
二
二
年
）
五
五
五
～
五
五
六
、
五
六
〇
頁
。

（
２４
） 

東
京
地
裁
平
成
二
二
年
四
月
一
五
日
判
タ
一
三
三
五
号
二
七
三
頁
・
判
時
二
一
〇
一
号
六
七
頁
・
金
商
一
四
五
七
号
四
七
頁
・
ウ
エ
ス
ト

ロ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
。

）
三
三
三
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

四
一

（
１４
） 

秋
山
幹
男
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）一
二
六
頁
。

（
１５
） 

澤
木
＝
道
垣
内
・
前
掲
注（
１１
）二
八
一
頁；

櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
〔
第
七
版
〕』（
有
斐
閣
双
書
・
二
〇
二
〇
年
）
三
六
二
頁；

種
村
佑
介

「
財
産
法
領
域
の
国
際
裁
判
管
轄
」
嶋
拓
哉
＝
高
杉
直
編
『
国
際
民
事
手
続
法
』（
勁
草
書
房
・
二
〇
二
二
年
）
五
五
頁
。

（
１６
） 
秋
山
幹
男
ほ
か
・
前
掲
注（
２
）一
二
五
～
一
二
七
頁
。

（
１７
） 

判
タ
七
〇
三
号
二
四
〇
頁
、
判
時
一
三
四
八
号
九
一
頁
。

（
１８
） 

こ
の
事
例
の
評
釈
に
つ
い
て
は
、
瀬
木
比
呂
志
・
判
タ
臨
増
（
平
元
主
要
民
事
判
例
解
説
）
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
三
五
号
（
一
九
九
〇
年
）

三
四
八
頁
以
下
、
不
破
茂
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
五
九
号
（
一
九
九
〇
）
一
二
二
頁
以
下
、
出
口
耕
自
「
評
釈
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
増
九
五
七
号
（
平
元
重

判
解
）（
一
九
九
〇
年
）
二
七
一
頁
以
下
、
石
黒
一
憲
「
評
釈
」
判
例
評
論
三
八
二
号
（
一
九
九
〇
年
）
四
六
頁
以
下
（
判
時
一
三
六
一
号
二
〇
八

頁
以
下
）、
道
垣
内
正
人
「
評
釈
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
一
四
五
号
（
民
事
訴
訟
法
判
例
百
選
Ⅰ 

新
法
対
応
補
正
版
）（
一
九
九
八
年
）
五
〇
頁
以
下
、 

小
林
秀
之
「
評
釈
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
一
三
三
号
（
渉
外
判
例
百
選
第
三
版
）（
一
九
九
五
年
）
二
三
八
頁
以
下
、
道
垣
内
正
人
「
評
釈
」
ジ
ュ
リ

ス
ト
別
冊
一
一
四
号
（
一
九
九
二
年
）
五
〇
頁
以
下
、
長
谷
川
俊
明
「
評
釈
」
国
際
商
事
法
務
一
七
巻
一
〇
号
（
一
九
八
九
年
）
一
〇
九
〇
頁
以
下
、

栂
善
夫
「
評
釈
」
法
セ
ミ
ナ
ー
四
三
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
三
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
１９
） 

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。

（
２0
） M

. K
ataoka, R

itsum
eikan L

aw
 R

eview
 ２４,２00８,pp.７９-８３.

（
２１
） K

ataoka, su
pra note １８,pp.７９-８２.

（
２２
） 

民
集
六
八
巻
四
号
三
二
九
頁；

裁
時
一
六
〇
三
号
一
頁；
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト；

判
タ
一
四
〇
一
号
一
五
七
頁；

判
時
二
二
二
一
号
三
五

頁；

金
法
二
〇
〇
六
号
七
六
頁；

金
商
一
四
五
七
号
三
一
頁
。

（
２３
） 

佐
藤
達
文
ほ
か
・
前
掲
注（
４
）一
八
頁；

秋
山
幹
男
ほ
か
「
訴
訟
手
続
」
菊
井
維
大
・
村
松
俊
夫
原
著
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
事
訴
訟
法
Ⅱ

〔
第
三
版
〕』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
二
二
年
）
五
五
五
～
五
五
六
、
五
六
〇
頁
。

（
２４
） 

東
京
地
裁
平
成
二
二
年
四
月
一
五
日
判
タ
一
三
三
五
号
二
七
三
頁
・
判
時
二
一
〇
一
号
六
七
頁
・
金
商
一
四
五
七
号
四
七
頁
・
ウ
エ
ス
ト

ロ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
。

）
三
三
三
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

四
二

（
２５
） 

こ
の
判
決
の
評
釈
に
つ
い
て
は
、
安
達
栄
司
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
増
（
二
〇
一
二
年
）
一
四
四
〇
号
（
平
二
三
重
判
解
）
三
一
七
頁
以
下；

長
谷

川
俊
明
・
国
際
商
事
法
務
三
九
巻
三
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
五
四
頁；

横
溝
大
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
四
四
号
（
二
〇
一
二
年
〈
上
〉）
一
三
八

頁
を
参
照
。

（
２６
） 
東
京
高
裁
平
成
二
三
年
五
月
一
一
日
金
商
一
四
五
七
号
三
九
頁
。

（
２７
） 

こ
の
判
決
の
評
釈
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
惺
之
・
Ｊ
Ｃ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
九
巻
七
・
八
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
五
以
下
、
一
四
以
下
を
参
照
。

（
２８
） 

渡
辺
・
前
掲
注（
２７
）一
八
頁
。

（
２９
） 

こ
の
判
決
の
評
釈
に
つ
い
て
は
、
安
達
栄
司
・
法
教
別
冊
四
一
四
号
（
付
録
・
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一
四
Ⅱ
）（
二
〇
一
四
年
）
三
一
頁
以

下；

高
杉
直
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
三
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
八
頁
以
下；

高
杉
直
・
Ｗ
Ｌ
Ｊ
判
例
コ
ラ
ム
二
七
号
（２0１４W

L
JC

C
00９

）（
二
〇
一
四

年
）；

高
田
寛
・
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
三
七
号
（
二
〇
一
四
年
）
八
八
頁
以
下；

長
谷
川
俊
明
・
国
際
商
事
法
務
四
二
巻
一
一
号
（
二
〇
一
四
年
）

一
六
八
四
頁
以
下；

柳
沢
雄
二
・
名
城
法
学
六
四
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
〇
九
頁
以
下；

W
estlaw

 Japan

・
新
判
例
解
説
一
〇
〇
七
号

（２0１４W
L

JC
C

１0６

）（
二
〇
一
四
年
）；
一
場
和
之
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
（
実
務
に
効
く
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
判
例
精
選
）（
二
〇
一
五
年
）
一
六
二
頁

以
下；

岡
田
幸
宏
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
増
一
四
七
九
（
平
二
六
重
判
解
）（
二
〇
一
五
年
）
一
三
九
頁
以
下；

川
嶋
四
郎
・
法
セ
ミ
ナ
ー
七
二
七
号

（
二
〇
一
五
年
）
一
二
〇
頁
以
下；

河
村
寛
治
・
明
治
学
院
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
二
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
三
頁
以
下；

金
彦
叔
・

法
協
一
三
二
巻
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
七
八
三
頁
以
下；

高
田
寛
・
富
山
大
学
紀
要
・
富
大
経
済
論
集
六
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
一
三
頁

以
下；

髙
部
眞
規
子
・
金
商
一
四
五
八
（
二
〇
一
五
年
）
八
頁
以
下；

寺
村
信
道
・
同
志
社
法
学
六
七
巻
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
一
一
頁
以
下；

道
垣
内
正
人
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
増
一
四
七
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
〇
〇
頁
以
下；

長
田
真
里
・
前
掲
注（
８
）一
〇
頁
以
下；

中
西
康
・
民
商

一
五
二
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
三
七
頁
以
下；

中
野
俊
一
郎
・
判
例
判
評
六
七
二
号
（
判
例
時
報
二
二
四
一
号
）（
二
〇
一
五
年
）
二
〇
頁
以

下
（
一
八
二
頁
以
下
）；

廣
瀬
孝
・
曹
時
六
七
巻
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
三
九
頁
以
下；

本
間
学
・
金
沢
法
学
五
八
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）

一
二
七
頁
以
下；

山
木
戸
勇
一
郎
・
法
学
研
究
（
慶
應
義
塾
大
学
）
八
八
巻
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
八
三
頁
以
下；

横
溝
大
・
知
的
財
産
法
政
策
学

研
究
（
北
海
道
大
学
）
四
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
八
七
頁
以
下；

渡
辺
惺
之
・
リ
マ
ー
ク
ス
五
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
四
四
頁
以
下；

宇
都
宮

遼
平
・
早
稲
田
法
学
九
一
巻
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
八
九
頁
以
下；

河
村
寛
治
・
国
際
商
事
法
務
四
四
巻
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
〇
一
二
頁
以

）
三
三
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

四
三

下；

林
依
利
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
二
一
頁
以
下；

山
田
恒
久
・
法
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
（
新
判
例
解
説W

atch

）
一
八

号
（
二
〇
一
六
年
）
三
二
五
頁
以
下；

廣
瀬
孝
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
七
八
頁
以
下；

廣
瀬
孝
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民

事
篇
（
平
成
二
六
年
度
）（
二
〇
一
七
年
）
一
八
〇
頁
以
下；

小
林
秀
之
＝
山
本
浩
美
・
受
験
新
報
八
二
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
頁
以
下；
廣
瀬

孝
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
（
最
高
裁
時
の
判
例
八
）（
二
〇
一
八
年
）
一
九
三
頁
以
下；

長
田
真
里
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
二
五
六
号
（
国
際
私
法
判
例

百
選 

第
三
版
）（
二
〇
二
一
年
）
一
八
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
３0
） 

渡
辺
惺
之
・
前
掲
注（
２９
）一
四
六
～
一
四
七
頁
。

（
３１
） 

長
田
真
里
・
前
掲
注（
６
）一
五
～
一
六
頁
。

（
３２
） C

ases C
-５0９/0９ and C

-１６１/１0, eD
ate A

dvertising G
m

bH
 v X

 and O
livier M

artinez, R
obert M

artinez v M
G

N
 L

im
ited, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１１:６８５,paras ４２,４８,４９,５１.

（
３３
） C

ase C
-５２３/１0 W

intersteiger v P
roducts ４U

 S
onderm

aschinenbau, E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:２00, paras ２２-２３-２４; C
ase C

-１７0/１２ 

P
eter P

inckney v K
D

G
 M

ediatech A
G

, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１３:６３５, paras ３６-３７-３９; C
-４４１/１３, P

ez H
ejduk v E

nergieA
gentur.N

R
W

 

G
m

bH
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１５:２８, para ２９.

（
３４
） 

長
田
真
里
・
前
掲
注（
６
）一
五
～
一
六
頁
。

（
３５
） 

判
時
二
二
六
四
号
六
二
頁
以
下
。

（
３６
） 

伊
藤
亮
介
＝
大
江
修
子
＝
佐
藤
力
哉
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
九
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
〇
七
頁
以
下
、
長
田
真
里
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス

五
三
条
号
（
二
〇
一
六
年
〈
下
〉）
一
四
二
頁
以
下；

竹
下
啓
介
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
三
五
頁
以
下
。

（
３７
） 

長
田
・
前
掲
注（
３６
）一
四
四
～
一
四
五
頁
。

（
３８
） 

渡
辺
惺
之
「
断
想
　
営
業
秘
密
技
術
の
国
際
的
侵
害
と
裁
判
管
轄
」
日
本
知
財
学
会
誌
九
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
八
頁
以
下；

川
合
弘

浩
・
根
本
拓
「
営
業
秘
密
と
不
法
行
為
地
管
轄
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
九
五
号
（
二
〇
一
六
年
）
八
五
頁
以
下；

道
垣
内
・
前
掲
注（
４
）四
二
頁；

望

月
孝
洋
＝
渡
邉
遼
太
郎
＝
黒
木
麻
里
「
渉
外
的
な
営
業
秘
密
侵
害
事
案
に
お
け
る
準
拠
法
・
国
際
裁
判
管
轄
の
考
え
方
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
七
六
号

（
二
〇
二
〇
年
）
三
六
頁
以
下；

嶋
拓
哉
「
国
境
を
越
え
る
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
抵
触
法
的
考
察
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
六
〇
号
（
二
〇
二
一
年
）

）
三
三
三
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

四
三

下；

林
依
利
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
二
一
頁
以
下；

山
田
恒
久
・
法
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
（
新
判
例
解
説W

atch

）
一
八

号
（
二
〇
一
六
年
）
三
二
五
頁
以
下；

廣
瀬
孝
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
七
八
頁
以
下；

廣
瀬
孝
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民

事
篇
（
平
成
二
六
年
度
）（
二
〇
一
七
年
）
一
八
〇
頁
以
下；

小
林
秀
之
＝
山
本
浩
美
・
受
験
新
報
八
二
三
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
頁
以
下；

廣
瀬

孝
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
（
最
高
裁
時
の
判
例
八
）（
二
〇
一
八
年
）
一
九
三
頁
以
下；

長
田
真
里
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
二
五
六
号
（
国
際
私
法
判
例

百
選 

第
三
版
）（
二
〇
二
一
年
）
一
八
六
頁
以
下
を
参
照
。

（
３0
） 

渡
辺
惺
之
・
前
掲
注（
２９
）一
四
六
～
一
四
七
頁
。

（
３１
） 

長
田
真
里
・
前
掲
注（
６
）一
五
～
一
六
頁
。

（
３２
） C

ases C
-５0９/0９ and C

-１６１/１0, eD
ate A

dvertising G
m

bH
 v X

 and O
livier M

artinez, R
obert M

artinez v M
G

N
 L

im
ited, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１１:６８５,paras ４２,４８,４９,５１.

（
３３
） C

ase C
-５２３/１0 W

intersteiger v P
roducts ４U

 S
onderm

aschinenbau, E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:２00, paras ２２-２３-２４; C
ase C

-１７0/１２ 

P
eter P

inckney v K
D

G
 M

ediatech A
G

, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１３:６３５, paras ３６-３７-３９; C
-４４１/１３, P

ez H
ejduk v E

nergieA
gentur.N

R
W

 

G
m

bH
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１５:２８, para ２９.

（
３４
） 

長
田
真
里
・
前
掲
注（
６
）一
五
～
一
六
頁
。

（
３５
） 

判
時
二
二
六
四
号
六
二
頁
以
下
。

（
３６
） 

伊
藤
亮
介
＝
大
江
修
子
＝
佐
藤
力
哉
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
九
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
〇
七
頁
以
下
、
長
田
真
里
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス

五
三
条
号
（
二
〇
一
六
年
〈
下
〉）
一
四
二
頁
以
下；

竹
下
啓
介
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
三
五
頁
以
下
。

（
３７
） 

長
田
・
前
掲
注（
３６
）一
四
四
～
一
四
五
頁
。

（
３８
） 

渡
辺
惺
之
「
断
想
　
営
業
秘
密
技
術
の
国
際
的
侵
害
と
裁
判
管
轄
」
日
本
知
財
学
会
誌
九
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
八
頁
以
下；

川
合
弘

浩
・
根
本
拓
「
営
業
秘
密
と
不
法
行
為
地
管
轄
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
九
五
号
（
二
〇
一
六
年
）
八
五
頁
以
下；

道
垣
内
・
前
掲
注（
４
）四
二
頁；

望

月
孝
洋
＝
渡
邉
遼
太
郎
＝
黒
木
麻
里
「
渉
外
的
な
営
業
秘
密
侵
害
事
案
に
お
け
る
準
拠
法
・
国
際
裁
判
管
轄
の
考
え
方
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
七
六
号

（
二
〇
二
〇
年
）
三
六
頁
以
下；

嶋
拓
哉
「
国
境
を
越
え
る
営
業
秘
密
侵
害
に
関
す
る
抵
触
法
的
考
察
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
六
〇
号
（
二
〇
二
一
年
）

）
三
三
三
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

四
四

二
七
頁
以
下；

北
坂
尚
洋
「
営
業
秘
密
侵
害
事
件
の
国
際
裁
判
管
轄
権
　
─
国
際
裁
判
管
轄
規
定
等
の
新
設
の
議
論
に
至
る
状
況
」
日
本
国
際
経
済

法
学
年
報
三
一
号
（
二
〇
二
二
年
）
四
一
頁
以
下；

飯
塚
卓
也
「
営
業
秘
密
侵
害
紛
争
の
国
際
裁
判
管
轄
・
準
拠
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
七
五
号

（
二
〇
二
二
年
）
三
四
頁
以
下
。

（
３９
） 
渡
辺
・
前
掲
注（
３８
）五
一
～
五
二
頁
。

（
４0
） 

渡
辺
・
前
掲
注（
３８
）五
一
～
五
二
頁
。

（
４１
） 

川
合
弘
浩
ほ
か
・
前
掲
注（
３８
）八
五
～
八
七
頁
。

（
４２
） 

川
合
弘
浩
ほ
か
・
前
掲
注（
３８
）八
五
～
八
七
頁
。

（
４３
） 

川
合
弘
浩
ほ
か
・
前
掲
注（
３８
）八
七
～
八
八
頁
。

（
４４
） 

望
月
ほ
か
・
前
掲
注（
３８
）四
〇
～
四
一
頁；

道
垣
内
・
前
掲
注（
４
）四
二
頁
。

（
４５
） 

望
月
ほ
か
・
前
掲
注（
３８
）四
〇
～
四
一
頁
。

（
４６
） 

道
垣
内
・
前
掲
注（
４
）四
二
頁
。

（
４７
） 

嶋
拓
哉
・
前
掲
注（
３８
）三
一
～
三
二
頁；
結
果
発
生
地
に
つ
い
て
は
、
北
坂
尚
洋
・
前
掲
注（
３８
）四
四
～
四
五
、
四
九
～
五
〇
頁
も
参
照
。

（
４８
） 

最
高
裁
第
二
小
法
廷
平
成
一
三
年
六
月
八
日
民
集
五
五
巻
四
号
七
二
七
頁
を
参
照
。

（
４９
） 

嶋
拓
哉
・
前
掲
注（
３８
）三
一
～
三
二
頁
。

（
５0
） 

北
坂
尚
洋
・
前
掲
注（
３８
）四
九
～
五
〇
頁
。

（
５１
） 

飯
塚
・
前
掲
注（
３８
）三
四
～
三
九
頁
。

（
５２
） 

飯
塚
・
前
掲
注（
３８
）三
八
～
三
九
頁
。

（
５３
） 

飯
塚
・
前
掲
注（
３８
）三
六
、
三
八
～
三
九
頁
。

（
５４
） １９６８ B

russels C
onvention on jurisdiction and the enforcem

ent of judgm
ents in civil and com

m
ercial m

atters.

（
５５
） C

ouncil R
egulation 

（E
C

） N
o ４４/２00１ of ２２ D

ecem
ber ２000 on Jurisdiction and the R

ecognition and E
nforcem

ent of 

Judgm
ents in C

ivil and C
om

m
ercial M

atters.

）
三
三
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

四
五

（
５６
） A

.D
ickinson, ”B

ackground and Introduction to the R
egulation ”, in:A

.D
ickinson and E

.L
ein 

（eds

）, T
he B

russels I 

R
egulation R

ecast,O
xford:O

xford U
niversity P

ress, ２0１５,pp.４,６-７,８-１３; U
.M

agnus, ”Introduction ”, in: U
.M

agnus and P
.

M
ankow

ski 

（eds

）, E
uropean C

om
m

entaries on P
rivate International L

aw
 E

C
P

IL
 C

om
m

entary B
russels Ibis R

egulation ２
nd 

R
evised E

dition R
egulation, M

unich: S
ellier E

uropean L
aw

 P
ublishers, ２0２３,p.１６-２１.

（
５７
） A

.D
ickinson, su

pra note ５６, p.１６-１７; U
.M

agnus, su
pra note ５６, p.１７.

（
５８
） 

「
第
４
条
①
本
規
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
構
成
国
の
主
権
領
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
国
籍
に
関
係
な
く
、

そ
の
構
成
国
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
住
所
を
有
す
る
構
成
国
に
国
籍
を
有
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
構
成
国

の
国
民
に
つ
い
て
基
準
と
な
る
管
轄
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
─
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
「
法
務
資
料
」
第
四
六
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
五
八

頁
。

（
５９
） 

ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
前
文
１６
項
、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
・
前
掲
注（
５８
）五
〇
～
五
一
頁
。

（
６0
） 

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
・
前
掲
注（
５８
）五
九
頁
。

（
６１
） E

. L
ein, ”Jurisdiction in M

atters R
elating to T

ort, D
elict, or Q

uasi-D
elict

（A
rt ７ 

（２

））”, in:A
.D

ickinson and E
.L

ein 

（eds

）, 

T
he B

russels I R
egulation R

ecast,O
xford:O

xford U
niversity P

ress, ２0１５,pp.１５６; P
.M

ankow
ski, ”A

rt.７ B
russels Ibis ”, in:U

.

M
agnus and P

.M
ankow

ski 

（eds

）, E
uropean C

om
m

entaries on P
rivate International L

aw
 E

C
P

IL
 C

om
m

entary B
russels Ibis 

R
egulation ２

nd R
evised E

dition R
egulation, M

unich:S
ellier E

uropean L
aw

 P
ublishers, ２0２３,p.２４５.

（
６２
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１５７; P
.M

ankow
ski, su

pra note ６１,pp.２４９.

（
６３
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１５７-１６１; P
.M

ankow
ski, su

pra note ６１,pp.２４９-２５３.

（
６４
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１５６; P
.M

ankow
ski, su

pra note ６１,pp.２５８-２６0.

（
６５
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１６９; P
.M

ankow
ski, su

pra note ６１,pp.２６１-２６３.

（
６６
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１６９; P
.M

ankow
ski, su

pra note ６１,pp.２７２-２７３.

（
６７
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１６２-１６３.

）
三
三
九
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

四
五

（
５６
） A

.D
ickinson, ”B

ackground and Introduction to the R
egulation ”, in:A

.D
ickinson and E

.L
ein 

（eds

）, T
he B

russels I 

R
egulation R

ecast,O
xford:O

xford U
niversity P

ress, ２0１５,pp.４,６-７,８-１３; U
.M

agnus, ”Introduction ”, in: U
.M

agnus and P
.

M
ankow

ski 

（eds

）, E
uropean C

om
m

entaries on P
rivate International L

aw
 E

C
P

IL
 C

om
m

entary B
russels Ibis R

egulation ２
nd 

R
evised E

dition R
egulation, M

unich: S
ellier E

uropean L
aw

 P
ublishers, ２0２３,p.１６-２１.

（
５７
） A

.D
ickinson, su

pra note ５６, p.１６-１７; U
.M

agnus, su
pra note ５６, p.１７.

（
５８
） 

「
第
４
条
①
本
規
則
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
構
成
国
の
主
権
領
域
に
住
所
を
有
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
国
籍
に
関
係
な
く
、

そ
の
構
成
国
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
住
所
を
有
す
る
構
成
国
に
国
籍
を
有
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
構
成
国

の
国
民
に
つ
い
て
基
準
と
な
る
管
轄
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
─
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
「
法
務
資
料
」
第
四
六
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
五
八

頁
。

（
５９
） 

ブ
ラ
ッ
セ
ル
Ⅰ
改
正
規
則
前
文
１６
項
、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
・
前
掲
注（
５８
）五
〇
～
五
一
頁
。

（
６0
） 

法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
・
前
掲
注（
５８
）五
九
頁
。

（
６１
） E

. L
ein, ”Jurisdiction in M

atters R
elating to T

ort, D
elict, or Q

uasi-D
elict

（A
rt ７ 

（２

））”, in:A
.D

ickinson and E
.L

ein 

（eds

）, 

T
he B

russels I R
egulation R

ecast,O
xford:O

xford U
niversity P

ress, ２0１５,pp.１５６; P
.M

ankow
ski, ”A

rt.７ B
russels Ibis ”, in:U

.

M
agnus and P

.M
ankow

ski 

（eds

）, E
uropean C

om
m

entaries on P
rivate International L

aw
 E

C
P

IL
 C

om
m

entary B
russels Ibis 

R
egulation ２

nd R
evised E

dition R
egulation, M

unich:S
ellier E

uropean L
aw

 P
ublishers, ２0２３,p.２４５.

（
６２
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１５７; P
.M

ankow
ski, su

pra note ６１,pp.２４９.

（
６３
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１５７-１６１; P
.M

ankow
ski, su

pra note ６１,pp.２４９-２５３.

（
６４
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１５６; P
.M

ankow
ski, su

pra note ６１,pp.２５８-２６0.

（
６５
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１６９; P
.M

ankow
ski, su

pra note ６１,pp.２６１-２６３.

（
６６
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１６９; P
.M

ankow
ski, su

pra note ６１,pp.２７２-２７３.

（
６７
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１６２-１６３.

）
三
三
九
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

四
六

（
６８
） P

.M
ankow

ski, su
pra note ６１,pp.２６３-２７0.

（
６９
） P

.M
ankow

ski, su
pra note ６１,pp.２８３-２８６.

（
７0
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１６７-１６８; P
.M

ankow
ski, su

pra note ６１,pp.２８８-２９0.

（
７１
） E

. L
ein, su

pra note ６１, p.１６８; P
.M

ankow
ski, su

pra note ６１,pp.２９２-３0１.

（
７２
） P

.M
ankow

ski, su
pra note ６１,pp.３２２-３２４.

（
７３
） https://curia.europa.eu/jcm

s/jcm
s/j_６/en/

を
参
照
（
二
〇
二
四
年
四
月
十
六
日
閲
覧
）。

（
７４
） A

.O
hly, ”Jurisdiction and C

hoice of L
aw

 in T
rade S

ecrets C
ases: T

he E
U

 P
erspective ”,in:S

.K
.S

andeen et al 

（eds

）, 

R
esearch H

andbook on Inform
ation L

aw
 and G

overnance, C
heltenham

:E
dw

ard E
lgar,２0２１,pp.２３６-２４３; L

.L
undstedt, C

ross-

B
order T

rade S
ecret D

isputes in the E
uropean U

nion, C
heltenham

:E
dw

ard E
lgar,２0２３,pp.１６９-１８６,１９0.

（
７５
） A

.O
hly, su

pra note ７４,pp.２３６-２４３.

（
７６
） D

irective 

（E
U

） ２0１６/９４３ of the E
uropean P

arliam
ent and of the C

ouncil of ８ June ２0１６ on the protection of undisclosed 

know
-how

 and business inform
ation 

（trade secrets

） against their unlaw
ful acquisition, use and disclosure.

（
７７
） 

夏
井
・
高
人
「
営
業
秘
密
指
令
（
Ｅ
Ｕ
） ２0１６/９４３

［
参
考
訳
］」
法
と
情
報
雑
誌
第
二
巻
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
八
九
～
五
一
四
。

（
７８
） 

営
業
秘
密
保
護
指
令
４
条
３
項
：「
以
下
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
よ
っ
て
そ
の
営
業
秘
密
の
保
有
者
の
同
意
な
く
行
わ
れ
た
場
合
、
営

業
秘
密
の
開
示
行
為
は
、
違
法
と
み
な
さ
れ
る
：
⒜
営
業
秘
密
を
違
法
に
取
得
さ
せ
る
行
為；

⒝
そ
の
営
業
秘
密
を
開
示
し
な
い
守
秘
合
意
上
の
義

務
ま
た
は
そ
の
他
の
義
務
に
背
く
こ
と；

⒞
そ
の
営
業
秘
密
の
使
用
を
制
限
す
る
契
約
上
の
義
務
ま
た
は
そ
の
他
の
義
務
に
背
く
こ
と
。」。
夏
井
・

前
掲
注（
７７
）五
〇
一
頁
。

（
７９
） C

ase C
-５４８/１２, M

arc B
rogsitter v F

abrication de M
ontres N

orm
andes E

U
R

L
 and K

arsten F
räßdorf, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１４:１４８,paras ２１-２５.

（
８0
） 

営
業
秘
密
保
護
指
令
前
文
３９
項
：「
こ
の
指
令
は
、
知
的
財
産
権
及
び
契
約
法
を
含
め
、
他
の
分
野
に
あ
る
他
の
関
連
法
律
の
適
用
を
害
し
な

い
（
…
）」。
夏
井
・
前
掲
注（
７７
）五
〇
三
頁
。

）
三
三
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

四
七

（
８１
） 

６
条
２
項
：「
２
．
第
１
項
に
示
す
措
置
、
訴
訟
手
続
及
び
司
法
救
済
は
：
⒜
公
正
か
つ
公
平
で
あ
り；

⒝
不
必
要
に
複
雑
で
費
用
の
か
か
る

も
の
で
は
な
く
、
不
合
理
な
期
間
制
限
ま
た
は
不
当
な
遅
延
が
な
く；

か
つ
、
⒞
効
果
的
か
つ
抑
止
力
の
あ
る
も
の
と
す
る
。」。
夏
井
・
前
掲
注

（
７７
）五
〇
七
頁
。

（
８２
） A

.O
hly, su

pra note ７４,pp.２３６-２４１.

（
８３
） C

ase C
-２２８/１１, M

elzer v M
F

 G
lobal U

K
 L

td, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１３:３0５, para ４１.

（
８４
） C

ase C
-５２３/１0, W

intersteiger A
G

 v P
roducts ４U

 S
onderm

aschinenbau G
m

bH
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１２:２２0, paras ３６-３７.

（
８５
） A

.O
hly, su

pra note ７４,pp.２４１-２４２.

（
８６
） C

ase C
-１７0/１２, P

eter P
inckney v K

D
G

 M
ediatech A

G
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１３:６３５, para ３７.

（
８７
） C

ase C
-３６0/１２, C

oty G
erm

any G
m

bH
, form

erly C
oty P

restige L
ancaster G

roup G
m

bH
 v F

irst N
ote P

erfum
es N

V
, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１４:１３１８, paras ５５-５６.

（
８８
） C

ases C
-５0９/0９ and C

-１６１/１0, eD
ate A

dvertising G
m

bH
 v X

 and O
livier M

artinez, R
obert M

artinez v M
G

N
 L

im
ited, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１１:６８５, paras ４８-５0; C
-１９４/１６, B

olagsupplysningen O
Ü

 and Ingrid Ilsjan v S
vensk H

andel A
B

, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１７:７６６,paras ３３-４３.

（
８９
） A

.O
hly, su

pra note ７４,pp.２３６-２４３.

（
９0
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４,pp. １６９-１８６,１９0.

（
９１
） C

ase C
-３６0/１２, C

oty G
erm

any G
m

bH
 v F

irst N
ote P

erfum
es N

V
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１４:１３１８; C

ase C
-６１８/１５, C

oncurrence 

S
àrl v S

am
sung E

lectronics F
rance S

A
S

 and A
m

azon S
ervices E

urope S
àrl, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１６:９７６; C

ase C
-３４３/１９, V

erein 

für K
onsum

enteninform
ation v V

olksw
agen A

G
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0２0:５３４.

（
９２
） C

ase C
-５２３/１0, W

intersteiger v P
roducts ４U

 S
onderm

aschinenbau, E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:（２00

）, C
ase C

-１７0/１２, P
eter 

P
inckney v K

D
G

 M
ediatech A

G
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１３:６３５; C

ase C
-４４１/１３, P

ez H
ejduk v E

nergieA
gentur.N

R
W

 G
m

bH
, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１５:２８.

）
三
三
三
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

四
七

（
８１
） 

６
条
２
項
：「
２
．
第
１
項
に
示
す
措
置
、
訴
訟
手
続
及
び
司
法
救
済
は
：
⒜
公
正
か
つ
公
平
で
あ
り；

⒝
不
必
要
に
複
雑
で
費
用
の
か
か
る

も
の
で
は
な
く
、
不
合
理
な
期
間
制
限
ま
た
は
不
当
な
遅
延
が
な
く；

か
つ
、
⒞
効
果
的
か
つ
抑
止
力
の
あ
る
も
の
と
す
る
。」。
夏
井
・
前
掲
注

（
７７
）五
〇
七
頁
。

（
８２
） A

.O
hly, su

pra note ７４,pp.２３６-２４１.

（
８３
） C

ase C
-２２８/１１, M

elzer v M
F

 G
lobal U

K
 L

td, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１３:３0５, para ４１.

（
８４
） C

ase C
-５２３/１0, W

intersteiger A
G

 v P
roducts ４U

 S
onderm

aschinenbau G
m

bH
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１２:２２0, paras ３６-３７.

（
８５
） A

.O
hly, su

pra note ７４,pp.２４１-２４２.

（
８６
） C

ase C
-１７0/１２, P

eter P
inckney v K

D
G

 M
ediatech A

G
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１３:６３５, para ３７.

（
８７
） C

ase C
-３６0/１２, C

oty G
erm

any G
m

bH
, form

erly C
oty P

restige L
ancaster G

roup G
m

bH
 v F

irst N
ote P

erfum
es N

V
, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１４:１３１８, paras ５５-５６.

（
８８
） C

ases C
-５0９/0９ and C

-１６１/１0, eD
ate A

dvertising G
m

bH
 v X

 and O
livier M

artinez, R
obert M

artinez v M
G

N
 L

im
ited, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１１:６８５, paras ４８-５0; C
-１９４/１６, B

olagsupplysningen O
Ü

 and Ingrid Ilsjan v S
vensk H

andel A
B

, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１７:７６６,paras ３３-４３.

（
８９
） A

.O
hly, su

pra note ７４,pp.２３６-２４３.

（
９0
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４,pp. １６９-１８６,１９0.

（
９１
） C

ase C
-３６0/１２, C

oty G
erm

any G
m

bH
 v F

irst N
ote P

erfum
es N

V
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１４:１３１８; C

ase C
-６１８/１５, C

oncurrence 

S
àrl v S

am
sung E

lectronics F
rance S

A
S

 and A
m

azon S
ervices E

urope S
àrl, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１６:９７６; C

ase C
-３４３/１９, V

erein 

für K
onsum

enteninform
ation v V

olksw
agen A

G
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0２0:５３４.

（
９２
） C

ase C
-５２３/１0, W

intersteiger v P
roducts ４U

 S
onderm

aschinenbau, E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:（２00

）, C
ase C

-１７0/１２, P
eter 

P
inckney v K

D
G

 M
ediatech A

G
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１３:６３５; C

ase C
-４４１/１３, P

ez H
ejduk v E

nergieA
gentur.N

R
W

 G
m

bH
, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１５:２８.

）
三
三
三
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

四
八

（
９３
） C

ases C
-５0９/0９ and C

-１６１/１0, eD
ate A

dvertising G
m

bH
 v X

 and O
livier M

artinez, R
obert M

artinez v M
G

N
 L

im
ited, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１１:６８５.
（
９４
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４,pp.１７１-１７２.

（
９５
） 
夏
井
・
前
掲
注（
７７
）五
〇
六
～
五
〇
七
頁
。

（
９６
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４,pp.１７２-１７４.

（
９７
） C

ase C
-１７２/１８, A

M
S

 N
eve L

td, B
arnett W

addingham
 T

rustees, M
ark C

rabtree v H
eritage A

udio S
L

, P
edro R

odríguez 

A
rribas, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１９:６７４, para ６１; C

ase C
-５２３/１0, W

intersteiger v P
roducts ４U

 S
onderm

aschinenbau, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:２00, para ３４; P
ez H

ejduk v E
nergieA

gentur.N
R

W
 G

m
bH

, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１５:２８, para ２４.

（
９８
） C

ases C
-５0９/0９ and C

-１６１/１0, eD
ate A

dvertising G
m

bH
 v X

 and O
livier M

artinez, R
obert M

artinez v M
G

N
 L

im
ited, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１１:６８５,para ４２; C
ase C

-４４１/１３, P
ez H

ejduk v E
nergieA

gentur.N
R

W
 G

m
bH

, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１５:２８, para ２６.

（
９９
） C

ase C
-５２３/１0 W

intersteiger v P
roducts ４U

 S
onderm

aschinenbau, E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:２00, para ３６.

（
１00
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４,pp.１７２-１７５.

（
１0１
） C

ase C
-６８/９３, F

iona S
hevill, Ixora T

rading Inc., C
hequepoint S

A
R

L
 and C

hequepoint International L
td v P

resse 

A
lliance S

A
, E

C
L

I:E
U

:C
:１９９５:６１, para ２９; eD

ate A
dvertising G

m
bH

 v X
 and O

livier M
artinez, R

obert M
artinez v M

G
N

 

L
im

ited, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１１:６８５, para ５１.

（
１0２
） eD

ate A
dvertising G

m
bH

 v X
 and O

livier M
artinez, R

obert M
artinez v M

G
N

 L
im

ited, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１１:６８５, para ５１.

（
１0３
） C

-５0９/0９ e C
-１６１/１0, eD

ate A
dvertising G

m
bH

 v X
 and O

livier M
artinez, R

obert M
artinez v M

G
N

 L
im

ited, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１１:６８５, para ４８; C
-１９４/１６, B

olagsupplysningen O
Ü

 and Ingrid Ilsjan v S
vensk H

andel A
B

, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１７:７６６, 

para ３８.

（
１0４
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４,pp.１７６-１７７.

（
１0５
） C

-１９４/１６, B
olagsupplysningen O

Ü
 and Ingrid Ilsjan v S

vensk H
andel A

B
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0１７:７６６, paras ３３,３５,３８,４２.

）
三
三
三
（

営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

四
九

（
１0６
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４,pp.１７６-１７７.

（
１0７
） 

例
え
ば
、C

ase C
-５２３/１0 W

intersteiger v P
roducts ４U

 S
onderm

aschinenbau, E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:２00, para ２９.

（
１0８
） 

例
え
ば
、C

ase C
-５２３/１0 W

intersteiger v P
roducts ４U

 S
onderm

aschinenbau, E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:２00, para ２８.

（
１0９
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４, pp.１７７-１７９.

（
１１0
） 

拙
稿
「
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
：
Ｅ
Ｕ
の
契
約
外
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
を
め
ぐ
る
議
論
を
参
考
に
」
法
學
政
治
學
論
究

一
三
七
号
（
二
〇
二
三
年
）
一
頁
以
下
。

（
１１１
） C

ase C
-３６0/１２, C

oty G
erm

any G
m

bH
, form

erly C
oty P

restige L
ancaster G

roup G
m

bH
 v F

irst N
ote P

erfum
es N

V
, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１４:１３１８, paras ５５-５６.

（
１１２
） O

pinion O
f A

dvocate G
eneral H

ogan, delivered on １６ S
eptem

ber ２0２, C
ase C

-２５１/２0, G
tflix T

v v D
R

, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:７４５, paras ９９-１00.

（
１１３
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４, pp.１７９-１８0.

（
１１４
） C

ase C
-２５１/２0, G

tflix T
v v D

R
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0２１:７４５, para ４３.

（
１１５
） O

pinion O
f A

dvocate G
eneral H

ogan, delivered on １６ S
eptem

ber ２0２, C
ase C

-２５１/２0, G
tflix T

v v D
R

, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:７４５, paras ９,９６,９７.

（
１１６
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４, pp.１７９-１８１.

（
１１７
） 

拙
稿
・
前
掲
注（
１１0
）三
一
頁
。

（
１１８
） C

ase ２１-７６, H
andelskw

ekerij G
. J. B

ier B
V

 v M
ines de potasse d ’A

lsace S
A

, E
C

L
I:E

U
:C

: １９７６:１６６, para １５; C
ase 

C
-１８９/0８, Z

uid-C
hem

ie B
V

 v P
hilippo ’s M

ineralenfabriek N
V

/S
A

, E
C

L
I:E

U
:C

:２00９:４７５, para ２７; C
ase C

-３５２/１３, C
artel 

D
am

age C
laim

s 

（C
D

C

） H
ydrogen P

eroxide S
A

 v E
vonik D

egussa G
m

bH
 and O

thers, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１５:３３５, para ５２; C
ase 

C
-３0４/１７, H

elga L
öber v B

arclays B
ank P

L
C

, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１８:７0１, para ２７; C
ase C

-７0９/１９,V
ereniging van E

ffectenbezitters 

v B
P

 plc., E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:３７７, para ３１.

）
三
三
七
（



営
業
秘
密
侵
害
の
国
際
裁
判
管
轄
（
セ
レ
ナ
）

四
九

（
１0６
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４,pp.１７６-１７７.
（
１0７
） 

例
え
ば
、C

ase C
-５２３/１0 W

intersteiger v P
roducts ４U

 S
onderm

aschinenbau, E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:２00, para ２９.
（
１0８
） 
例
え
ば
、C

ase C
-５２３/１0 W

intersteiger v P
roducts ４U

 S
onderm

aschinenbau, E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:２00, para ２８.

（
１0９
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４, pp.１７７-１７９.

（
１１0
） 

拙
稿
「
営
業
秘
密
侵
害
の
準
拠
法
：
Ｅ
Ｕ
の
契
約
外
債
務
の
準
拠
法
に
関
す
る
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
を
め
ぐ
る
議
論
を
参
考
に
」
法
學
政
治
學
論
究

一
三
七
号
（
二
〇
二
三
年
）
一
頁
以
下
。

（
１１１
） C

ase C
-３６0/１２, C

oty G
erm

any G
m

bH
, form

erly C
oty P

restige L
ancaster G

roup G
m

bH
 v F

irst N
ote P

erfum
es N

V
, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0１４:１３１８, paras ５５-５６.

（
１１２
） O

pinion O
f A

dvocate G
eneral H

ogan, delivered on １６ S
eptem

ber ２0２, C
ase C

-２５１/２0, G
tflix T

v v D
R

, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:７４５, paras ９９-１00.

（
１１３
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４, pp.１７９-１８0.

（
１１４
） C

ase C
-２５１/２0, G

tflix T
v v D

R
, E

C
L

I:E
U

:C
:２0２１:７４５, para ４３.

（
１１５
） O

pinion O
f A

dvocate G
eneral H

ogan, delivered on １６ S
eptem

ber ２0２, C
ase C

-２５１/２0, G
tflix T

v v D
R

, 

E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:７４５, paras ９,９６,９７.

（
１１６
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４, pp.１７９-１８１.

（
１１７
） 

拙
稿
・
前
掲
注（
１１0
）三
一
頁
。

（
１１８
） C

ase ２１-７６, H
andelskw

ekerij G
. J. B

ier B
V

 v M
ines de potasse d ’A

lsace S
A

, E
C

L
I:E

U
:C

: １９７６:１６６, para １５; C
ase 

C
-１８９/0８, Z

uid-C
hem

ie B
V

 v P
hilippo ’s M

ineralenfabriek N
V

/S
A

, E
C

L
I:E

U
:C

:２00９:４７５, para ２７; C
ase C

-３５２/１３, C
artel 

D
am

age C
laim

s 

（C
D

C

） H
ydrogen P

eroxide S
A

 v E
vonik D

egussa G
m

bH
 and O

thers, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１５:３３５, para ５２; C
ase 

C
-３0４/１７, H

elga L
öber v B

arclays B
ank P

L
C

, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１８:７0１, para ２７; C
ase C

-７0９/１９,V
ereniging van E

ffectenbezitters 

v B
P

 plc., E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:３７７, para ３１.

）
三
三
七
（



日
本
法
学

　第
九
十
巻
第
四
号
（
二
〇
二
五
年
二
月
）

五
〇

（
１１９
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４,pp.１８１-１８２.
（
１２0
） C

ase C
-３５２/１３, C

artel D
am

age C
laim

s 

（C
D

C

） H
ydrogen P

eroxide S
A

 v A
kzo N

obel N
V

, S
olvay S

A
/N

V
, K

em
ira O

yj, 

F
M

C
 F

oret S
A

, E
C

L
I:E

U
:C

:２0１５:３３５, paras ５２-５３; C
ase C

-３0/２0, R
H

 v A
B

 V
olvo,V

olvo G
roup T

rucks C
entral E

urope 

G
m

bH
,V

olvo L
astvagnar A

B
,V

olvo G
roup E

spaña S
A

, E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:６0４, para ４２.

（
１２１
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４,pp.１８２-１８４.

（
１２２
） 

７
条
２
項
：「
営
業
秘
密
の
違
法
な
取
得
、
使
用
ま
た
は
開
示
と
関
係
す
る
申
立
て
が
明
ら
か
に
理
由
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
濫
用
的

ま
た
は
不
誠
実
に
そ
の
訴
訟
手
続
を
開
始
さ
せ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
構
成
国
は
、
職
務
権
限
を
有
す
る
司
法
機
関
が
、
被
告
の
申
立
て
に

基
づ
き
、
国
内
法
に
定
め
る
適
切
な
措
置
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
そ
の
よ
う
な
措
置
は
、
被
告
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
与

え
る
こ
と
、
申
立
人
に
対
し
て
制
裁
を
加
え
る
こ
と
、
ま
た
は
、
第
１５
条
に
示
す
決
定
に
関
す
る
情
報
の
公
表
を
命
ず
る
こ
と
を
、
し
か
る
べ
く
含

め
る
こ
と
が
で
き
る
。」
夏
井
・
前
掲
注（
７７
）五
〇
八
頁
。

（
１２３
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４,pp.１８４.

（
１２４
） C

ase C
-３0/２0, R

H
 v A

B
 V

olvo,V
olvo G

roup T
rucks C

entral E
urope G

m
bH

,V
olvo L

astvagnar A
B

,V
olvo G

roup E
spaña 

S
A

, E
C

L
I:E

U
:C

:２0２１:６0４, paras ４0-４１.

（
１２５
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４,pp.１８４-１８５.

（
１２６
） L

.L
undstedt, su

pra note ７４,pp.１９0.

（
１２７
） 

経
済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
編
・
前
掲
注（
７
）二
六
一
～
二
六
二
頁
。

（
１２８
） 

飯
塚
卓
也
「
営
業
秘
密
関
連
訴
訟
の
国
際
裁
判
管
轄
・
準
拠
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
九
〇
号
（
二
〇
二
三
年
）
三
五
～
三
六
頁
。

）
三
三
八
（

災
害
復
興
関
係
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
研
究
（
小
野
寺
）

五
一

目
次

Ⅰ�

．
は
じ
め
に

Ⅱ�

．
第
一
報
告
「
金
融
庁
の
定
め
る
Ｂ
Ｃ
Ｐ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要
と

そ
の
対
応
」

Ⅲ�

．
第
二
報
告
「
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（
事
業
継
続
計
画
）
の
策
定
が
会
社
法
領
域

に
与
え
る
影
響
〜
取
締
役
の
法
的
責
任
の
有
無
に
関
す
る
検
討
を

通
じ
て
〜
」

Ⅳ�

．
第
一
報
告
、
第
二
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

Ⅴ�

．
第
三
報
告
「
自
然
災
害
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
一
考
察
」

Ⅵ�

．
第
三
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

Ⅰ
．
は
じ
め
に�

（
小
野
寺
千
世
）

本
研
究
は
、
災
害
復
興
関
係
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
う
ち
、

金
融
庁
の
定
め
る
「
Ｂ
Ｃ
Ｐ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」、
中
小
企
業
庁
に

よ
る
「
中
小
企
業
Ｂ
Ｃ
Ｐ
策
定
運
用
指
針
」
及
び
「
自
然
災
害
に

よ
る
被
災
者
の
債
務
整
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
以
下
「
自

然
災
害
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」）」
を
取
り
上
げ
、
商
事
法
及
び
民
事
手

続
法
の
観
点
か
ら
法
的
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

令
和
六
年
八
月
三
〇
日
、
高
岡
法
科
大
学
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た

研
究
会
を
ベ
ー
ス
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
報
告
（
大
久
保
拓
也
担
当
、
Ⅱ
．）
は
、
金
融
庁
の
定
め

災
害
復
興
関
係
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
研
究

小
野
寺
　
千
　
世
　
　
編

資
　
料

）
九
二
四
（




